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わ が国 の産 業 界 に お い て は,企 業 活 動 を よ り効 率化 し,活 動 領 域 を拡大 す る

た め,コ ン ピ ュ ー タ ・通 信 技 術 を 活 用 した 企業 間 ネ ッ トワ ー クの 構 築 が急 速 に

進 展 して い る。

この よ うな ネ ッ トワ ー ク化 の 進展 は,通 信 回 線 自 由化 後 のVANの 登場 な ど

もあ り,大 企業 の み な らず 中小 企業 も含 め た 全産 業 的 な規模 へ の 広 が りを み せ

て い る。

これ に伴 い,従 来 の ペ ーパ ・ベ ー ス によ る取 引 か ら電 子 化 され た 情 報 に よ る

取 引 が活 発 化 し,今 後 の 商 取 引 の形 態 を 大 き く変 化 させ て しま う こ とが 予想 さ

れ て い る 。

しか し,現 状 で は電 子 取 引 の ル ー ル が 未整 備 の 状 況 にあ り,法 的 諸 問題 や セ

キ リュ テ ィを含 め た 多 くの 問 題 が指 摘 され,早 急 に電 子取 引 の ル ール 作 りに取

組 む 必 要 が あ る。

従 っ て,本 調 査 で は こ う した観 点 か ら将 来 の 企 業 間 ネ ッ トワー クの 円滑 な推

進 に必 要 な電 子 取 引 ル ール に つ い て,石 油 化 学 工業 界 を モ デ ル に した事 例 分析

を行 う と と もに 関連 す る法 的 な課 題 に っ いて調 査 研 究 を行 った も ので あ る。

電 子 取 引 ル ー ルの 整 備 は,今 後 の ネ ッ トワ ー ク社 会 にお い て不 可欠 で あ るが,

各 企 業,各 産 業 分野 毎 の特 性 や 商 習 慣 等 の違 い も あ り,今 後 は業 界 内 お よ び業

界 間 で の 一 層 の 検 討 が必 要 と思 われ る。

最 後 に,本 調 査 研 究 に ご協 力 い ただ い た関 係 各 位 に深 く感 謝 申 し上 げ ま す。

昭 和63年3月

財団法人 日本 情 報処 理 開 発 協 会

産業情 報化推進 セ ンター



■



目 次

1

は じ め に

1.

1.1

電子取 引 における法的考察

デー タ交換取引の位置 付 け

基本契約 と個別契約

1.1.1書 面 に よ る取 引 の 基 本 契 約 にお い て 定 め られ る事項

1.1.2書 面 に よ る取 引 の個 別 契 約 にお い て 定 め られ る事 項

1.2デ ー タ 交 換取 引 にお け る個 別 契 約 の 締 結 方 法,

個 別 契 約 の成 立 時期

1.2.1デ ー タ交 換取 引 の 基 本 契 約 に お け る特色 の概 略

1.2.2デ ー タ交 換 取 引 の 場 合 の 個 別 契 約 の 締結 の方 法,

成立の時期

L2・3単 方 向型の データ交換の場合の個 別契約の締結

方 法,個 別 契約 の成 立時期

1.2.4双 方向型の データ交換の場合 の個 別契約締結方法

お よび個 別契約の成立時期

1.2.5確 認 データの伝送 がある場合 の個 別契約締結 の

方 法および個別契約の成立時期

1.3

1.4デ ー タ の ア ン マ ッ チ

1.4.1

1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

個別契約の不可変更時期

デ ー タ 交換 取 引 の 当 事 者 間 に お け る デ ー タの ア ンマ ッチ

支 払 い 者 側 と金融 機 関 の 間 の デ 一 夕 ア ンマ ッチ

デ一 夕交換取引 にお ける技 術的細則

システ ム運 用に関す る技術的細則 の 重要性

システムの運用時間 に関す る細 目

デ ータ伝送 に関す る細則

1

1

5

5

[0

7

8

8

9

11

12

3

5

6

7

8

9

9

0

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2



1.5.4

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

2.エ ラ ー デ ー タ を め ぐ る 諸 問 題

エ ラ ー デ ー タの処 理 に関 す る細 則

異 常時 にお ける処置 に関す る事項

異常発生 の場合 の通知 に関す る事項

異常時 における受発注の実 施方法

事後 にお ける処 置 に関 する事項

‥

方

在

え

所

考

の

い

題

思

し

問

新

ユ

リ
ム

ー

工

L

2

3

4

2

2

2

2

2

2

3

3.1

3.2

意思表示の暇疵 一 錯誤 に関す る問題

表意者 に重大 な過失 あ る場 合

エ ラ ー デ ー タ に よ る損 害 の問 題

エ ラーデータに基づ く損害 の処 理 に関 す る

事項 の定 め方

デー タの変質等 デー タ交換の当 事者の責 に帰すべか

らざる事由 による危険 ・損害 の負担 に関す る問題

問題の所在

基本契 約にお けるデータの変質 等 に基 づ く危険 ・

損害の処 理 に関 す る事項 の定め方

係

‥

関

類

の

種

限

と

め

信

信

信

‖

者

務

業

役

事

信

信

通

通

1

2

3

4

5

1⊥

1

1

1

1

1

4

4

4
.

4

4

4

4

電気通信役務の不提供の問題

電気通信役務不提供の類型

電気通信役務の不提供 と通信事業者の責任

責任 を制限 す る理由

データ交換取 引に必要な システム設計 に

関 す る問題

2

4

4

5

7

9

9

9

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

33

【
0

5

つ
O

う
O

36

8

8

9

0
∨

0

4

Q
U

3

う
O

う0

4

4

45



4.2

4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

電気通信事業者 との契約の形態

VANシ ス テ ム 利 用 契 約

証拠 に関 する問題

ρ0

7

4

4

問題の所在

コ ン ピ ュー タ ・デ ー タ の特 性

証 拠 能 力 ・取 り調 べ の方 法

関西電力事件

書証説 による取 り調 べ方法

書証説 にお ける形式 的証拠力 に関す る判断

書証説 にお ける実質 的証拠力の判断

証拠 に関す る当事者間 の合意

動産売買先取特権の問題

1

1

2

3

4

5

6

9

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6



皿 電 子 取 引 の事 例 と考察

1.電 子 取 引の 課 題 事例

1.'1

(1)

② 取 引 の 完 了 時期

(3)取 引 内 容 の変 更

(4)取 引 証 拠 の 作 成 と保 存

⑤ 資 金 決 済

1.2シ ス テ ム の運 用 ル ール

(1)コ ー ド等 の変 換

(2)

(3)デ ー タの 流 れ と起 動 方 法

(4)例 外 処 理 の運 用

1.3費 用 の 負 担 ル ール

(1)開 発 費 用

② 運 用 費 用

{3)異 常 時 の 費 用 負 担 と賠 償

1.4障 害 時 の 運 用 ル ール

(1)連 絡 体 制

② 代 替 方 法

1.5セ キ ュ リテ ィ ー ル ー ル

(1}デ ー タの 漏 洩

② シ ス テ ムの 安 全 性

電 子取 引 に よ る受 発 注,資 金決 済 ル ー ル

取 引の成立 と伝送 内容 の確認

シス テ ム の稼 働 時 間 と タ イ ミング

7

7

9

9

0

1

3

4

9

9

1

3

4

8

8

8

9

2

2

3

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9



1.電 子取 引 におけ る法 的考 察
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は じ め に

VANサ ー ビス や 自社 の オ ン ライ ン ・シ ス テム を用 い た受 発 注 や 資 金 決 算 等

の 取 引,い わ ゆ る電 子 取 引 が 産 業 界 で 急 速 に進展 して い る。

こ の よ うな新 しい取 引形 態 は,従 来 の 法律 や 商慣 習 の 中で 解 決 の つ か な い,

あ る い は 対 応 の難 しい様 々 な問 題 を含 ん で お り,新 しい ル ー ル や 法制 面 の整 備

が 必 要 と され て い る。 一

例 え ば,企 業 間 に お け る納 入 ・請 求 ・支 払 な ど の伝 票 や 領 収 書 とい っ た紙 ベ

ー スで 行 わ れ て い た資 金 決 済 や 受 発 注 な どの行 為 が
,デ ー タ伝 送 で処 理 され る

こ と に よ り,現 在 の伝 票 の オ リ ジナ ル ・控 ・写 とい った区 分 や証 拠 と して の妥

当 性,契 約 の成 立 時 点 を どの よ うに規 定 す るか とい った問 題 が 起 って くる。

しか し,現 状 で は電 子 取 引 に つ いて そ の定 義 一範 囲,メ デ ィア,キ ャ リア 内

容,完 全 自動 化 か ペ ーパ ー レスか な ど に つ い て明 確 に定 義 され て い るわ けで は

な い。

従 って,こ こで は オ ン ラ イ ン に よ る デ ー タ交 換 を中 心 に電 子 取 引 の法 的 考 察

を 行 う こ と とす る。 オ ン ライ ンに よ る受 発 注 デ ー タ交 換 で は 契 約 書,注 文 書 ・

注 文 請 書 な どの 書 面 を用 い ず,発 注 デ ー タ と受 注 デ ー タの 交 換 に よ り,契 約(個

別 の取 引契約)を 成立 させ る取 引形 態(デ ー タ交 換 取 引)を 採 用 す る こ と に よ り,

従 来 の 書 面 に よ る取 引 に 比 べ,時 宜 を得 た 受発 注 に よ る在 庫 負 担 の軽 減,事 務

の 効 率 化 な ど様 々 な メ リッ トが え られ る とい わ れ て い る。

他 方,デ ー タ 交換 取 引 は,契 約 当 事 者 が対 面 して契 約 書 に署 名 捺 印 した り,

電 話 や フ ァ ク シ ミリに よ り,い わ ば 聴 覚 的,視 覚 的 に行 え る取 引 と異 な った 新

しい形 態 の取 引 と い う側 面 もあ る。

デ ー タ 交換 取 引 は従来 の 書 面 に よ る取 引 と異 な り,次 の よ う な特 徴 が あ る。

① デ ー タ 交換 取 引 は新 しい 取 引 形 態 で あ り,確 立 した商 慣 習 と※ い え る も

の を発 見す る こと が困 難 で あ る。

1



② デ ー タ交 換 取 引 は,単 に売 買 の 相 対 立 す る二 当 事 者 の 間 だ け で デ ー タの

交換 が 行 われ るだ けで な く,発 注,受 注,納 品,代 金 の支 払 い に い た る ま

で,い わ ば,商 流,物 流,金 流 に い た る まで,メ ー カ ー,商 社,運 送 業 者,

金融 機 関,通 信 事 業 者 な ど多 数 の 関 係 者 が 関 与す る。(参 考 図1,2参 照)

③ 書 面 に よ る取 引 の 場 合 に 比 べ,・ デ ー タの イ ンプ ッ ト ミスや各 種 の エ ラー

を 視 覚 的 に チ ェ ッ クす る こ とが 困 難 とい う側 面 もあ り,エ ラ ー に よ り誤 っ

た デ ー タ が相 手方 に 伝 送 され た 場 合,当 事 者 間 の法 律 関 係 の処 理 が複 雑 に

な る 。

④ 書面 による取引 によ る場合 に は,取 引の記録 が書 面の形 で残 るが,デ ー

タ交換取 引の場合 には,個 々の取 引 に関す る記録 がデータの形 で しか残 ら

ない。かか るデー タに民事訴 訟法 上の証 拠 と しての地位が認 め られ る こと

はほぼ疑 いがないが,そ の実質的証拠 力 などに関 しては,訴 訟の 上で どの

よ うな立証活動 をすればよいか が必ず しも明確 で あるとはいえず,ト ラブ

ルが発 生 した場合 には,種 々の立証 上の困難 が生ず る。

⑤ デ ー タ交 換 取 引 は,当 然 コ ン ピュ ー タ相 互 間 の 接 続 を 必 要 とす る が,そ

の た め に は細 部 に わ た る技 術 的 取 決 め や,運 用 上 の取 決 め を 必 要 とす る。

⑥ デ ー タ交 換 取 引 の た め に 必 要 な シ ス テ ムの 開 発 費,通 信 料 の 負 担,コ ン

ピ ュ ー タの 運 用 経 費,シ ステ ム変 更 に伴 う各 種 の 費 用 な どを だ れ が ど の よ

うに 負 担 す るか を 取 り決 め る必 要 が あ る。

以 上の よ うな諸問題 を検討 し,デ ー タ交換取 引を従来 の書面による取 引 と同

様 に安 全 な取引形態 とす る ことが必要 で あろ う。

※ 商取引においては,商 慣習のもつ意味は非常に大きい(商 法1条)。
第1条 〔商事適用法規〕商事 二関 シ本 法 二規定 ナキモ ノニ付テハ 商慣 習法 ヲ適 用 し商慣習法 ナキ トキハ民法

ヲ適用 ス

ー2一



(参考 図1)

データ交換取引 の例
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(参考 図2)

前図 にお ける契約関係
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1.デ ー タ 交 換 取 引 の 位 置 付 け

1.1基 本 契 約 と個 別 契 約

メ ー カ ー と商 社,商 社 と問 屋 な ど継 続 的 な取 引 関係 に あ る 企業 間 にお い て は,

取 引 の 基 本 と な る契 約(基 本 契 約 ・継 続 的 供 給 契 約)が 結 ば れ る こ とが あ る。

か りに この よ うな 基 本 契 約 が書 面 と して締 結 され て いな い 場 合 で あ って も,当

事 者 間 には黙 示 的 また は商 慣 習 と して個 々 の 取 引 先 に共 通 に適 用 され る事 項 が

存 在 す る と考 え られ る。

この 基本 契 約 に基 づ い て,注 文 書 ・注 文 請 書 を 交換 した り,電 話 や フ ァ ク シ

ミリな ど の通 信 手 段 を 用 い て個 々 の 具 体 的 取 引(個 別 契 約)が 締 結 ・実行 され

るわ けで あ る。

デ ー タ交 換 取 引 は以 上の よ うに継 続 的 な 取 引関 係 にあ る企 業 間 に お い て,個

別 契 約 を 成 立 させ る ため に行 う発 注 デ ー タ,受 注 デ ー タの 交換 に よ る取 引 と位

置 付 け る こ と が で き るの で あ る。

した が って,デ ー タ交 換 取 引 にお いて も,基 本 契 約 と基 本 契 約 に 基 づ い て個

々 の 具体 的取 引 を 成 立 させ る個 別 契 約 が 存 在 す る こと に な る が,ま ず,従 来 の

書 面 によ る取 引 の 基 本 契 約,個 別 契約 で どの 様 な事 項 が 定 め られ て い るか 整 理

して み よ う。

1.1.1書 面 による取引の基本契 約において定め られる事項

従来 の書面 による取引 の場合の基本契約 において定め られ る事項 はおおむね

次のよ うな事項で あ る。

① 基本契 約性に関す る事項

締結 された基本契約 が当事者間の継 続的取引 に共通 され る旨を明 らか に

す る。
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② 基本 契約の対 象 とな『る商取引の範囲 に関す る事項

い うまで もな く,基 本契約の対象 となる商品,役 務 などの範囲 を明 らか

にす る条項で あ る。

③ 個別 契約 の締結方法 および個別 契約の成立 時期 に関す る条項

後述 す るよ うに,法 律 上,契 約 は,申 し込み と承諾 とい う二 つの意思表示が

合致 す ることに よ って成立 す るが,契 約の成立 に関す る トラブルを防止 し,個

別契約 の締結方 法(商 品の種類,数 量,価 格,引 き渡 し時期,引 き渡 し場所 な

ど個別契約 にお いて定 め られ る事項 が特 定 され るのが通例 で ある),個 別 契約

の成立 時期 を明確 にす るために この条項がおかれ る。

まず,個 別契 約の締結の方 法 と しては,一 般 的 には,注 文書 と注 文請書の交

換 によ り,場 合によ っては注文 書 ・注文請 書の交換 に代 わ る簡易 な方法 と して,

電話 や ファクシ ミリによる個別契 約の締 結方法が定め られ るようで ある(こ の

後者 の場合,電 話 や フ ァクシ ミリによる発注,受 注の後,注 文書や注文請書を

別途 交換す るとい う形式 が取 られ ることも多 い)。

つぎに,個 別 契約の成立時期 については ,注 文 書 と注文請書の交換の ときに

個別契約 が成立 す るとい う条項 がおかれる ことが多 い。 この定めは,承 諾 の意

思表示 が発信 され た ときに契約 が成立す る とい う民法 上の規 定(民 法526条 ド

を排 除 し,承 諾の意思表 示 に当 た る注文請負 書が相 手方 に到達 した ときに個別

契約 を成立 させ よ うとす る当事者間 の特約 と考 える ことがで きる。 ただ,取 引

の形態 によっては,そ の実態 に合わせ,そ の他 の取決 めがな され ることもあり

え よ う。

※ 民 法526条

第526条 〔隔地者間の契約 の成 立時期,意 思の実現 による契約の成立〕①隔地 者間 ノ契 約ハ承諾 ノ通知 ヲ発

シタル時二成立 ス

② 申込者 ノ意思表示又ハ取 引上 ノ慣習 二依 リ承諾 ノ通知 ヲ必要 トセサ ル場合 二於 テハ契約ハ承諾 ノ意思表示

ト認 ムヘキ事実 ア リタル時二成立 ス
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④ 商品の引 き渡 しに関 す る事項

商品 の引 き渡 し時期,引 き渡 し方 法な どにつ いては,個 別契約 で定め ら

れ るので,こ の条項 において は,商 品の検収,暇 疵 ある商 品 ある場合の処

置などに関す る事項 が定め られ る。

⑤ 危 険負担 に関 する条項

当事者間の責 に帰すべ か らざる事 由により,商 品の 滅失,穀 損な どが生

じた場 合の危険 をだれ が負 担す るかに関 す る条項で あ る。

⑥ 暇疵担保,保 証に関 する事項

引き渡 された商品に隠れ た暇疵 ある場 合の暇疵担保責 任や商品の品質保

証 に関 す る条項で ある。

⑦ 代 金の支 払いに関 す る条項

個別契約 に基づ いて 売買 され た商品 の売買代金の支払 いに関 する条項 で

あ る。

⑧ その他の事項

その他の事項 としては,契 約の期間 に関す る条項,い わゆ る協議条項,

担保提供 に関す る条項,期 限の利益喪失 に関す る条項 などがおかれ る。

1.1.2書 面 によ る取 引 の 個 別 契 約 にお い て 定 め られ る 事 項

前述 の とお り個 別 契 約 にお い て は,個 別 契 約 の対 象 とな る商 品 の 種 類,数 量,

引 き渡 し場 所,引 き渡 し時 期,価 格 な ど,個 別 契 約 の 成立 に必 要 な事 項 が定 め

られ,通 常 の 場 合 に は,注 文 書 ・注 文請 書 の 形 式 で これ らの 必 要 事 項 は フ ォ ー

マ ッ ト化 され て い る。
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1.2デ ータ交換取引 における個 別契約の締結方法,個 別契約 の成立時期

1.2.1デ ー タ 交 換 取 引 の基 本 契 約 にお け る特 色 の 概 略

デ ー タ交 換取 引 の場 合 に も.書 面 に よ る取 引 の 場 合 と同 様 に 上述 の よ うな 基

本 契 約 が締 結 され る こ と に な ろ う。 しか しな が ら,繰 り返 し述 べ る よ うに,デ

ー タ交換 取 引 は ,従 来 の 契 約 書,注 文 書 ・注 文 請 書 の 交換 に代 え て,発 注 デ ー

タ ・受注 デ ー タの 交 換 とい う方 法 に よ り,個 別 契 約 を 成立 させ る取 引 形 態 で あ

るの で,ま ず,個 別 契 約 の 締 結 方 法,個 別 契 約 の 成 立 時 期 に関 す る定 め 方 が従

来 の 書 面 によ る取 引 の 場 合 とは異 な っ てい る。

また,デ ー タ 交換 取 引 は,オ ンラ イ ンに よ る コ ン ピ ュ ー タ相 互 間 の デ ー タ伝

送 に よ っ て,発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ を交 換 す るの で あ るか ら,こ の よ うな デ

ー タ 交換 を行 う こ とに つ い ての 技 術 的 な細 目が取 り決 め られ て い な けれ ば ,実

際 は,デ ー タ交換 が 行 え な い こ とに な って しま う。

さ らに,世 田 谷 の ケ ー ブル火 災 事 故 にみ られ る よ う に,通 信 システムに事故 が

起 こ った場 合 には,デ ー タ交換 シス テ ム事 態 が機 能 しな くな る し,ま れ にで は

あ ろ うが,通 信 途 上で の デ ー タの変 質 など の 事 態 が発 生 しう るの で あ る。 この

よ うな異 常 時 にお け る処 置 の 問題 も デ ー タ 交換 取 引 の 基本 契 約 にお い て 定 め な

けれ ば な らな い 重 要 な点 とい う こ とが で き る。

加 え て,通 信 途 上 に 置 け る デー タの 変 質 や,各 種 の エ ラ ーデ ー タ の発 生 に よ

って 当 事 者 間 に不 測 の 損 害 が 発 生 す る こ と もあ り う るの で あ っ て,も し この よ

うな 事 態 が発 生 し,ト ラ ブル とな った 場 合 に は,裁 判 上の 立 証 の 困 難 と相 侯 っ

て,ト ラ ブル の解 決 が非 常 に 困 難 と な る こ と もあ りう る。 この 困 難 を避 け るた

め,当 事 者 間 に お い て,損 害 や 危 険 の 負 担 に関 す る事 項 を定 め る こ と も,意 味

の あ る こ と と い わ な けれ ば な らな い。

以 上の 諸 点 が,デ ー タ 交換 取 引 の 基本 契 約 にお い て定 め られ るべ き主 た る特

色 事 項 とい え よ うが,ま ず,最 も基本 的 な 特徴 で あ る個 別 契 約 の締 結 の 方 法,

個 別 契 約 の 成立 時 に 関 す る点 か ら考 察 を始 め よ う。
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1.2.2デ ー タ 交 換 取 引 の場 合 の 個別 契 約 の 締 結 の方 法,成 立 の 時 期

デ ー タ交換 取 引 の 場 合 に も,基 本 契 約 に お い て個 別 契 約 の 締 結 の 方 法,個 別

契 約 の 成立 時 期 に関 す る事項 が 定 め られ るの が 通 例 で あ ろ う。 た だ,デ ー タ 交

換 の形 態 につ い て は さ ま ざ ま なバ リエ ー シ ョ ンが あ りえ,そ の形態 ごとに個別 契

約 の締 結 の 方 法,個 別 契 約 の 成 立 時 期 に関 す る定 め方 は異 な り うる。

デ ー タ 交換 の 形 態 と して は,

・ 例 え ば ,発 注 デ ー タ,受 注 デ ー タを 入 力 した マ グネ ッ トテ ー プ,フ ロ ッ ピ

ー デ ィ ス ク な どの 記 憶 媒 体 を 交 換 す る とい うい わ ゆ るオ フ ラ イ ンに よ る デ ー

タ 交換

・ コ ン ピュ ー ク相 互 間 を 接 続 し,電 気 通 信 手 段 を 用 いて 発 注 デ ー タ ・受注 デ

ー タ を 交 換 す るい わ ゆ るオ ン ライ ンに よ る デ ー タ交換

・ オ ン ライ ンに よ る デ ー タ 交換 の 場 合 に あ って は,さ らに,発 注 デ ー タ,ま

た は 受 注 デ ー タの み を 相 手 方 に伝 送 す る と い う単 方 向型 の デ ー タ交 換

・ 発 注 デ ー タ と受 注 デ ー タの 双 方 を オ ン ライ ンに よ って相 手方 に伝 送 す る と

い う双 方 向型 の デ ー タ交 換

・ 双 方 向 型 の 発 注 デ ー タ,受 注 デ ー タの 伝 送 に加 え,確 認 デ ー タの 伝 送 を 行

う場 合

な どが 考 え られ る。(参 考 図 参照)

この うち,オ フ ライ ンに よ るデ ー タ 交換 は,実 質 的 には,注 文 書 を 発 注 デ ー

タに,注 文請 書 を受注 デー タに置 き換 えたにすぎないので ・個別契 約の締結方

法,個 別 契約 の成 立 時 期 に 関 す る問 題 は,基 本 的 に は,書 面 に よ る取 引 と さほ

ど異 な る点 は な い よ うに思 え る。

した が って,以 下 に お い て は,今 後 ます ま す増 加 す るで あ ろ うオ ン ライ ンに

よ る デ ー タ交 換(単 方 向 型 デー タ交 換,双 方 向型 デ ー タ交換,双 方 向 型 デ ー タ

交 換 で 確 認 デ ー タの 伝 送 あ る場 合)に お け る個 別 契 約 の締 結 方 法,個 別 契 約 の

成立 に 関 す る問 題 を 検 討 す る。
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(単 方 向型 デ ー タ交 換)

受 注 者

注文請 データファイル

発 注 者"

発 注 デニタファイル

○
`

)

発 注 データ
○

)

∈/

(双 方 向型 デ ー タ交換)

受 注 者

注文請データファイル

発 注 者'

発 注 データファイル

受注データファイル

(双方 向型 デー タ交換で確認 デ ータの伝送 ある場合)

受 注 者

注文請 データファイル

発注 データ

受注データファイル

受注 デ ータ

確認1デ ータファイル
確認 データ

受注 データ受 ファイル

発 注 者

発注データファイル.

受注 一一夕受 ファイル

確 認 一"一夕 フ ァイ ル
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1.2.3単 方 向型のデ ータ交換の場 合の個別 契約の締結方法,個 別契約の成 立

時期

(1)基 本契約 にお け る個 別契約の締結方法,個 別契 約の成立 時期 に関す る定 め

方

単方 向型の デー タ交換 は,発 注 データ(ま れ に は,受 注 データ)の みがオ ン

ライ ンによ り,相 手方 に伝送 され る形態で あ る。

い うまで もな く,契 約 は申 し込 みと承諾 とい う二 つの意思表示 の合致 によ っ

て成立す る。発注 データは申 し込 みの意 思表示 と考え られ るので あるが,単 方

向型 の デー タ交換 の場合 には,承 諾 に当た る意 思表示がないとい うのが特徴で

あるとい うことがで きるで あろ う。

したがって,単 方 向型 のデータ交換 の場合 に は,契 約の成立時期 を明確 にす

るため に,当 事者 間 にお いて,例 えば,発 注 データが相手方 に伝達 され た とき

に個 別契約 が成立 す る旨や,商 品の納品時 に個 別契約が成立す る旨を定め られ

る必要 が出て こよ う。

ただ,上 記 の よ うな個別契約の成立 時期 に関す る条項を基本契約 上にお くと

して も,例 えば,受 注者の立場 に立 てば,発 注 データの到達のみで個別契約 が

成立 す るとすれば,在 庫を持た ない商品 につい ては常に債務不履行 の リスクを

負担す ることになる し,発 注者の立場 に立 てば,商 品の納品時 でな ければ個別

契約が成立 したか ど うか確定で きない とすれば,営 業上や,生 産計画 上 さま ざ

まな障害 が発 生す る ことがあ り得 る。 したが って,実 際の取引形態 の上で単方

向型の デー タ交換 がふ さわ しい もので あ るか,も し単方 向型の デー タ交換 を採

用す ると した場 合 には,い つ の時点で個別契 約が成立するとす るべ きかな どに

ついて は,慎 重 に検討す る必要 がある。

② 基本契約で個 別契約の成立時期が定 め られない場合,ま たは基本契約 な き

場 合の個別契約 の成立時期
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単方 向型 のデータ交換 の場合 で基本契約 が締結 され ない場合 または基 本 契約

上に個別契 約締結の方 法,個 別 契約 の成立時期 に関 する条項 がおかれない場合

もまれにはあ るであろ う。

こう した場合 には,承 諾 に当た る意思表示 がないゆえに,ど の時点で個別契

約 が成立 するのかが問題 とな る。

この場 合には,い わゆ る意 思実現 によ る申 し込 みの承諾 とい う契約の 成立形

ぷ

態(民 法526条2項)と,継 続的 に商取 引を行 う商人間の諾否 の通知義務 に関

ぷ

す る規定(商 法509条)を 適 用 した契約の成立 形態の二つの契約 成立形態 を考

え る ことがで きる。

一般的 には,迅 速か つ確実 な契約 の成立を考 え る継続的取 引関 係 にある商人

間の デー タ交換 によ る個別 契約の成立時期 については,後 者 の考 え方 に立 つべ

きであろ う(前 者 の考 え方 によれば,例 えば商 品の納入な どの意 思実現 と見ら

れ る行為 が なければ個 別契約 が成立 しない とい うことにな り,取 引 の実態 や当

事者 間の意思 にそ ぐわない こ とにな りかね ない)。

1.2.4双 方 向 型 の デ ー タ 交 換 の 場 合 の 個 別 契 約 の 締 結 方 法 お よ び 個 別 契 約 の

成 立 時 期

双 方 向 型 の デ ー タ交 換 は,発 注 デ ー タ と受 注 デ ー タ の双 方 を オ ンラ イ ンに よ

っ て交 換 す る デ ー タ交 換 の 形 態 で あ る。

双 方 向 型 の デ ー タ交 換 の 場 合 に は,単 方 向 型 の デ ー タ 交換 と異 な り,発 注 デ

ー タの伝 送 は 申 し込 み の意 思 表 示 で あ り
,受 注 デー タの 伝 送 は承 諾 の 意 思 表示

で あ る と容 易 に考 え う るので,基 本 契 約 上 で特 段 の定 め が お か れ ない か ぎ り,

※ 民 法526条

第526条 〔隔地者間の契約の成立時期,意 思 の実現 によ る契約 の成立〕①隔地 者間 ノ契約ハ承諾 ノ通知 ヲ発

シタル時 二成立 ス

②申込者 ノ意思表示又ハ取 引上 ノ慣習 二依 リ承諾 ノ通知 ヲ必要 トセサル場合 二於 テハ 契約ハ承諾 ノ意思表示

ト認 ムヘ キ事実 ア リタル時 二成立 ス

※※ 商 法509条

第509条 〔諾否の通知義務〕 商人 が平常 取引 ヲ為 ス者 ヨ リ其 営業 ノ部類二属スル契 約 ノ申込 ヲ受 ケタル トキ

ハ遅滞 ナク諾否ノ通知ヲ発 スルコトヲ要 ス若 シ之 ヲ発 スルコ トヲ怠 りタル トキハ申込 ヲ承諾シタルモノ ト看倣 ス
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承 諾の意思表示 で あ る受注 データの発信の時 に個別 契約が成立 す ることに なる

ゑ
(発 信主義 の考 え方。 民法526条1項)。

と ころで,取 引実務 上で は,こ の発信主義 とは異 なる個別契 約の成立時期 に

関す る定 めがおかれ る ことが ある。

例 えば,前 にあげた 「注文書,注 文請 書の 交換 に より個別契 約が成立 した も

の とみなす」 旨の規 定がおかれ る場合 には,そ の規 定は,承 諾 の意思表示で あ

る注文請 書の発送時 で はな く,そ の到達時 に おいて個別契約が成立 する旨の特

約(到 達 主義の特約)と 考え る ことができ るのであ る。

したが って,双 方 向型 のデータ交換 におけ る個 別契約の成立 時期 に関 して も

取引 の実情 に合 わせ て受注 データの発信 時において個別契約 が成立 するのか,

それ と も受 注 データの到達 時にお いて個別契約が成立 するのか を基契約 上で定

め ることが 望ま しい。

1.2.5確 認 デ ー タ の 伝 送 が あ る 場 合 の 個 別 契 約 締 結 の 方 法 お よ び個 別 契 約 の

成 立 時期

(1)確 認 デ ー タの 機 能

双 方 向型 の デ ー タ交 換 の 場 合 で,発 注者 側 か らの 発 注 デ ー タの 伝 送,受 注 者

側 か らの 受 注 デ ー タの 伝 送 に加 え,発 注 者 側 か らの 確 認 デ ー タの 伝 送 が行 わ れ

る こ とが あ る。

この 類 型 の デ ー タ交 換 は,伝 送 途 上 に お け る デ ー タの変 質 な どか ら発 生 す る

トラブ ル を 防 止 す る な ど デ ー タ 交換 を 慎 重 に行 うた め の措 置 と思 われ る。 そ こ

で,確 認 デ ー タの 伝 送 が 行 われ る場 合 に は,確 認 デ ー タ と発 注 デ ー タ ・受注 デ

ー タ の 内 容 が 食 い 違 っ て い た 場 合 に
,そ の 食 い 違 い に対 す る何 等 の処 理 が 行

※ 民 法526条

第526条 〔隔地者 間の契約の成立時期,意 思の実現 による契約の成立〕① 隔地者間 ノ契約ハ承諾 ノ通知 ヲ発

シタ ル時 二成立 ス

② 申込者 ノ意思表示 又ハ取 引上ノ慣 習二依 リ承 諾 ノ通知 ヲ必要 トセサル場合二於テハ契約ハ承 諾ノ意思表示

ト認 ムヘ キ事 実ア リタル時 二成立 ス
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われ ないので あれ ば,確 認 データの伝送 をす る意 味がまった く無いことになる。

したが って確 認 データの伝送 は個別契約 の成 立 ・不成立,個 別 契約 の成 立時期

につ いて何 等かの機能 を果 た して いる場合 が通常 と考 え られ るのであ る。

確認 デー タの伝 送 が 行 わ れ る場 合 の個 別 契 約 の成 立 時 期 の 問 題 は,確

認 デ ー タ の伝 送 に どの よ うな機 能 を持 たせ るか の契 約 当事 者 の意 思 によ

って異 な って くる。 この機 能 には,次 の よ うな考 え方 があ りえよ う。

(a)確 認 デ ー タが発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ と符 合 す る こ とに よ って は じめ て個

別 契 約 が成 立 す る とい う機 能 を 営 む 場 合

前述 の と お り,申 し込 み と承 諾 とい う二 つ の意 思 表 示 の 合 致 が あれ ば 契 約

は成 立 す るの が 原則 で あ る。 この 原則 か らす れ ば,本 来 な らば,受 注 デ ー タ

の 発 信 また は到 達 を も って 個 別 契約 は成 立 す るの で あ り確 認 デ ー タの 伝 送 は,

法 律 的 な意 味 を持 た ない こ と に な る。

しか しな が ら,デ ー タ交 換 の場 合 に は,上 述 の とお り,伝 送 途 上 の デ ー タ

の変 質 その 他 の エ ラ ーが 発 生 す る こ と もあ りえ,そ れ を防 止 す るた め に確 認

デ ー タの 伝 送 を 行 うの で あ る か ら,確 認 デ ー タの伝 送 に何 等 の 法律 的 意 味が

な い と い う こ とは,当 事 者 の 意 思 に反 す る もの とい え るの で は あ る まい か。

した が っ て,確 認 デ ー タの 伝 送 が行 わ れ る場 合 の当 事 者 の 意 思 は,単 に発

注 デー タ と受 注 デ ー タ が符 合 す れ ば個 別 契 約 が成 立 す る の で は な く,確 認 デ

ー タ と発 注 デ ー タ ・受注 デ ー タ が符 合 す る こ と に よ
っ て は じめ て個 別 契 約 を

成 立 させ る意 思,す な わ ち,確 認 デ ー タが 発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ と符 合 す

る こ とを 停 止 条 件 と して個 別 契 約 を成 立 させ る当 事 者 の 意 思 で あ るか,ま た

は,確 認 デ ー タ が,発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ と符 合 しな い場 合 に は,個 別 契

約 は成立 しな い とい う当 事 者 の 意 思,す な わ ち,確 認 デ ー タ が発 注 デ ー タ ・

受 注 デ ー タ と符 合 しな い こ とを解 除 条 件 と して個 別 契 約 を成 立 させ よ う とす

る当 事者 の 意 思 で あ る と も推 測 し う るの で あ る。
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(b)確 認 デ ー タが 発 注 デ ー タ また は 受 注 デ ー タの 内 容 と異 な る と き に は,確 認

デ ー タ を新 た な申 し込 み と して取 り扱 う場 合

上 述 の よ うに,確 認 デ ー タが発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ と異 な る場 合 に は個

別 契 約 が 成立 しな い と い う こ とに な る と,個 別 契 約 を締 結 す るた め に は 改 め

て発 注 デ ー タの伝 送 を し,こ れ に対 す る受 注 デ ー タの伝 送 確 認 デ ー タの 伝 送

を行 わ な けれ ば な らな い。 そ こで,こ の繁 雑 さを 免 れ るた め,確 認 デ ー タが

発 注 デ ー タ,受 注 デ ー タ と異 な る場 合 には,確 認 デ ー タを も って 新 た な 申 し

込 み と 見 な し,こ れ に 対 して さ らに 受注 者 側 にお い て受 注 デ ー タ の伝 送 を な

し,こ の 確 認 デ ー タ と受 注 デ ー タ と新 た に伝 送 さ れ る確 認 デ ー タ が符 合 す る

場 合 に 個 別 契 約 が 成 立 す る とい う形 態 も考 え られ る 。

(2)基 本 契 約 上 にお け る定 め方

以 上 の よ うに,確 認 デ ー タ の伝 送 を 行 う双 方 向型 の デー タ交 換 にお い て は,

確 認 デ ー タの伝 送 に は 種 々の 意 味 付 け が考 え られ るの で,当 事 者 間 で そ の意 味

付 けが 明 確 に な され る必 要 が あ ろ う。

す な わ ち,確 認 デ ー タ の 内 容 が 発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ の 内 容 と符 合 し

て 始 めて個別 契約を成立 させ ようとす る場合 には,そ の符 合す る ことが解除 条

件 に 当 た るか,符 合 しな い場 合 には,確 認 デ ー タを 新 た な申 し込 み,換 言 す れ

ば,新 た な発 注 デ ー タの 伝 送 と見 な す 場 合 に は,そ の 旨,お よ び この 確 認 デ ー

タに 対 す る受注 デ ー タの 伝 送,新 た な 確 認 デ ー タの伝 送 な どの取 扱 な どにつ い

て の取 り決 め が,そ れ ぞ れ 明確 に 定 め られ る べ き で あ ろ う。

1.3個 別 契約 の不可変更 時期

すで に述 べたよ うに,法 律 的に は,契 約 は申 し込み と承諾 とい う二 つの意思

表示 が合致 すれば成立 し,契 約 当事 者 はこれに拘束 され る。

そ して,い ったん成立 した契約関係 を解消 す るには,約 定解除 権の留保 がな

いかぎ り・債務不履行 な どの法定の解 除原因 が存在 しなければな らな い(た だ
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し,後 述 の 錯 誤 に よ る 無効 な どが 適 用 され る場 合 は もち ろん 別 で あ る)。 デ ー

タ交 換 取 引 にお い て も この 原 則 に変 わ る と こ ろは ない 。

しか しな が ら,デ ー タ交 換 取 引 に お い て は,ミ ス イ ンプ ッ トな どの原 因 に よ

り,間 違 った デ ー タ が 相 手方 に伝 達 され るお そ れ が あ り,こ う した デ ー タ エ ラ

ーを シ ス テ ム的 に チ ェ ックで きな い こ と もあ り う る。 この リス ク を 避 け る ため

に,受 注 デ ー タ や確 認 デ ー タの 伝 送 が あ った 後 にで も,一 定 の 時 間 内 で あれ ば

発 注 や 受 注 を 取 り消 した り,発 注 の 場 合 で あ れ ば,発 注 の 内 容 を 変 更 した

りす る こ とが で き る 旨 の特 約 が結 ば れ る こ と が あ る。

この よ うな 特約 が 結 ば れ た 場 合 に は,発 注 デ ー タ ・受 注 デ ー タ ・確 認 デー タ

の伝 送 に よ り,一 定 の 時 間 内 に取 り消 しデ ー タや 変 更 デ ー タの 伝 送 が な い こ と

を停 止 条件 と して,あ るい は,こ の 伝 送 が あ る』こ とを 解 除 条 件 と して個 別 契 約

が成 立 す る こ と に な る 。

いず れ に して も,こ の よ うな特 約 を設 け る場 合 に は,相 手方 に と って 不 利 益

を課 す こ とに な るの で,取 り消 しや変 更 を 可能 とす る時 間 な どの 諸 条 件 を 明確

に して おか な け れ ば な らな い 。

1.4デ ー タ の ア ン マ ッチ

双 方 向 型 のデ ー タ交 換 の 場 合 に は,確 認 デ ー タの 伝 送 を 行 う場 合 も含 め,交

換 され る デ ー タ相互 間 に ア ンマ ッチ が 生 ず る こ とが あ り うる。 例 え ば,発 注 デ

ー タと受 注 デ ー タの 間 に数 量 の 食 い違 い が あ
った 場 合 で あ る。

繰 り返 し述 べ るよ うに,デ ー タ交 換取 引 にお い て発 注 デ ー タ は申 し込 み に,

受注 デ ー タは承 諾 に あ た るか ら,こ の 間 に 食 い違 い が あ った 場 合 に は個 別 契約

は 成立 しな い とい うべ き で あ る。

た だ,受 注者,発 注 者 い ず れ の立 場 に立 って も,デ ー タ ア ンマ ッチ が あ った

場 合 に は,再 度 デ ー タ 交換 を 行 って取 引 を行 う こ とが 好 ま しい こと は い うまで

も ない 。

した が って,デ ー タ の ア ンマ ッチ の 存 在 を知 った 当 事 者 が相 手 方 に対 してそ
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の 旨 を 通 知 し,新 た に デ ー タ 交換 を行 うよ うに す る取 決 め を 行 って お く こ と が

好 ま しい 。

1.4.1デ ー タ 交 換 取 引 の 当 事 者 間 に お け る デ ー タ の ア ン マ ッチ

先 に 述 べ た よ うに,従 来 系 の 書 面 に よ る取 引 の 基 本 契 約 にお い て は,代 金 の

支 払 いに 関 す る事 項 が 定 め られ るの が 通例 で あ り,デ ー タ交 換 取 引 の 基 本 契 約

に お い て も この 点 に 関 す る 定 め が お か れ るの が 通例 で あ ろ う。 そ して,デ ー タ

交 換 取 引 の 場 合 に は,代 金 の支 払 い に 関 して,請 求 デ ー タ と支 払 い デ ー タの 照

合,納 品 デ ー タ と検 収 デ ー タの 照 合 な ど,発 注 者 側 に お い て保 存 され るデ ー タ

と受 注 者 側 に お い て保 存 され る デ ー タ につ い ての 照 合 が行 わ れ る こ と が あ る。

この 照 合 の結 果,両 者 の デ ー タ に 食 い違 い が あ っ た場 合 に は,結 局,代 金 の 支

払 い が保 留 され る こ とに な っ て しま う。

問 題 に な るの は,保 留 され る代 金 の 範 囲 で あ る。

デ ー タ交換 取 引 は,そ の 性質 上,継 続 的 に取 引 を行 う当 事 者 間 に お い て頻 回

に行 わ れ る商 取 引 に つ い て 行 われ る。 した が って,上 述 の デ ー タ照 合 が,例 え

ば,月 締 め取 引 の 代 金総 額 に つ い て の み しか 行 わ れ な い とす れ ば,例 え一 回 の

取 引 デ ー タ につ い て齪 語 が 生 じた 場 合 で あ って も,月 締 め取 引 の 全部 に つ い て

支 払 い が保 留 され て しま う こ とに な る。 この 結 果 が,受 注 者 に と って不 利 益 で

あ る こ と はい うを ま た な い。 それ ゆ え,そ れ が 可 能 で あれ ば,代 金 支 払 い に 関

す る デ ータ照 合 に つ い て は,各 取 引 デ ー タ ご と に行 い,デ ー タに ア ンマ ッチ が

生 じた 部 分 に つ い て の み 支 払 い が保 留 され るよ うな照 合 形 態 が 望 ま し く,こ の

よ う な照 合 形 態 を 採 用 す る場 合 には,そ の 旨 を デ ー タ交換 取 引 の 基 本契 約 上で

明 記 す るべ きで あ る。

つ いで,ア ンマ ッ チ デ ー タ の再 照 合 の 問 題 が あ る。 照 合 の 結 果 デ ー タに ア ン

マ ッチ が発 生 した 場 合 に は,当 然 の こ と なが ら,そ の デ ー タに つ いて 再 照 合 が

行 わ れ る こ とに な る。 しか し,再 照 合 を完 了 す べ き時 期 や その 具 体 的 な方 法,

最 終 的 に照 合 し切 れ な か った デー タお よ び その デ ー タ に かか る取 引の 代 金 支 払
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い に関 す る処 置 な ど が定 め られ て い な けれ ば,結 局 代 金 の 支 払 い は保 留 され た

ま ま に な って しま う。 この リス ク を避 ける た め に は,や は り,再 照 合 の 完 了 期

限,再 照 合 の 方 法 な ど に つ い て,デ ー タ交換 取 引 の 基 本 契 約 上 で 定 め を お くべ

きで あ ろ う。

1.4.2.支 払 い 者 側 と金 融 機 関 の間 の デ 一 夕 ア ンマ ッチ

なお,個 別 契 約 の 成立 に関 す る問 題 とは 性 質 を 異 にす る が,こ こで 取 引代 金

の 支 払 い 時 にお け る デ ー タの ア ンマ ッチ に つ い て 触 れ て お こ う。 この デ ー タの

ア ンマ ッチ は,デ ー タ 交 換取 引 の 当 事 者 間 に お け る デ ー タの ア ンマ ッチ と,支

払 い 側 と金 融機 関 の デ ー タの ア ンマ ッチ の場 合 が あ り得 る。 ま ず,デ ー タ交換

取 引 の 当 事 者 間 にお け る デ ー タの ア ンマ ッチ に つ い てで あ る。

最 近 の エ レク トロニ ク ス ・バ ンキ ン グ,と くに,フ ァ ーム ・バ ンキ ング,金

融VANの 発 達 に よ り,デ ー タ 交換 取 引 に お い て も,そ の 代 金 決 済 が フ デー ム ・

・バ ンキ ング に よ っ て行 われ る こ とが多 くな って くる こ とが予 測 さ れ る。

フ ァー ム ・バ ンキ ン グや 金 融VANに つ い て の 種 々 の法 律 問 題 は,現 在 検討

の 段 階 に あ る とい え,問 題 点 も多 岐 に わ た る。 こ こ で は,そ れ らの問 題 の うち,

金 融 機 関 と支 払 い 者 側 の デ ー タ の ア ンマ ッチ につ い て検 討 しよ う。

金 融 機 関(銀 行)と の 間 で,フ ァ ーム ・バ ンキ ング を行 う場 合 に は,フ ァ ー

ム ・バ ンキ ング契 約 が締 結 され る こ とが あ る。 フ ァ ーム ・バ ンキ ン グ契 約 の 内

容 は,各 銀 行 ご と に異 な って お り,必 ず しも銀 行 取 引 約 定 書 の よ うな定 型 的 な

書 式 が あ るわ けで は な い 。 しか しな が ら,フ ァ ー ム ・バ ン キ ング契 約 には,顧

客 が資 金 移 動 を 伴 う デ ー タ を 伝 送 す る 場 合 に,銀 行 が指 定 す る方 法 に よ って

資 金 移 動 の処 理 日,件 数,合 計 金額 等 を 銀行 に事 前 に通 知 し,こ の 通知 の 内容

と伝 送 され た デ ー タ を照 合 した結 果,齪 酷 が 生 じた場 合 に は,資 金 移 動処 理 を

しな い 旨 が定 め られ る こ と が あ る。 この 通知 は,フ ァ ク シ ミ リな どの方 法 に よ

って行 われ,齪 齢 が生 じた 場 合 に は銀 行 と顧 客 の 協 議 に よ って対 応 策 が 検 討 さ

れ る こ とに な ろ うが,結 局,複 数 あ る デ ー タ の うち一 件 で も金額 に.誤 りが あ っ
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た場 合 には,他 の デ ー タ に か か る資金 移 動処 理 も行 わ れ な い こ とに な って しま

う。

銀 行 と顧 客 間 の この よ うな デ ー タの ア ンマ ッチの 処 理 は,デ ー タ交換 取 引 の

当 事 者 だ けで は決 め よ うが な い が,少 な くと も,フ ァー ム ・バ ンキ ン グに よ る

代 金 決 済 を 採 用 す る場 合 に は,受 注 者,発 注 者 の 双 方 は,金 融 機 関 との フ ァー

ム ・バ ンキ ング契 約 の 内容 を 十 分 に調 査 しな け れば な らない 。

加 え て,デ ー タ 交換 取 引 の 基 本 契 約 上 にお い て,金 融機 関 と支 払 入 側 の デ 一

夕 ア ンマ ッチ が あ っ て約 定 の 支 払 期 日 まで に,電 子 資 金移 動 取 引 が 行 うこ とが

で き ない 場 合 に は,そ れ に代 わ る代 金 決 済方 法 を 定 め て お くこ とが 好 ま しい と

い え る。

1.5デ ー タ交換取引 におけ るシステム運用に関す る技術的細則

1.5.1シ ス テ ム 運 用 に関 す る 技 術 的 細 則 の 重要 性

前述 した よ う に,オ ン ライ ンに よ る デ ー タ交換 取 引 にお い て は,コ ン ピュ ー

タ相互 の 接 続 とい う技 術 上 の 要 請 か ら,種 々 の技 術 的細 則 が 定 め られ な けれ ば

な らな い。'

この 技 術 的細 則 に 関 して は,プ ロ トコル ,通 信 速 度 な ど の,い わ ば純 シス テ

ム的 な細 目 と,構 築 され た シス テ ムの 運 用 に関 す る技 術的 な細 則 が あ る と考 え

られ よ う。

純 シス テ ム的 な細 目 に関 す る諸 条件 の 合致 が な けれ ば,そ もそ も デー タ 交換

シス テ ムは機 能 しな いの で あ るか ら,そ の合 致 が あ る こ とは 最 低 限 の 条件 で あ

る。

しか し,法 律 的 観 点 か ら考 察 す れ ば,技 術 的 に は相 互 に デ ー タ交換 を な しう

る シ ス テ ム が構 築 さ れ て い る こと を 前提 と して ,こ の シス テ ム の運 用 に関 す る

細 目が 決 定 され る必 要 が あ り,し か もか か る技 術 的細 目 は ,デ ー タ 交換 取 引 に

あ って は,重 要 な意 味 を有 す る とい え る。
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システ ムの 連 用 に関 す る細 則 は,そ の シ ス テ ムの 内 容 に よ り定 ま る こと に な

ろ うが,と り あ えず,シ ステ ムの 運 用 時 間,デ ー タ伝 送 の方 法,エ ラー デ ー タ

の処 理 方 法 につ い て考 察 す る こと と した い。

1.5.2シ ス テ ム の 運 用 時 間 に関す る 細 目

コ ンピュ ー タの 接続 に よ る デ ー タ 交換 は,極 論 す れ ば,24時 間,四 六 時 中 行

う ことが 可能 で あ る。 しか しな が ら,各 企 業 に は,そ れ ぞ れ の 営 業 時 間 が あ り,

実 態 的 に み て も,24時 間 フ ル稼 働 の デ ー タ 交換 を行 う こ と は不 可能 で あ ろ う。

そ こで,デ ー タ交換 取 引 の シス テ ム運 用 に関 す る細 自 と して,シ ステ ムの 運 用

時 間 に関 す る細 目を 設 け る必 要 が 出 て くる。

これ に関 す る細 目 は,さ ら に次 の項 目 に 分 け る ことが 可能 で あ る。

① システ ムの 運 用 日 に 関 す る事 項 各 企 業 の 営 業 日,休 業 日を勘 案 して さ

だ め る こ と に な る。

② シス テ ムの 運 用 時 間 に関 す る事 項:シ ス テ ムの 運 用 日同 様 に,各 企 業 の

営業 時 間 を 勘 案 して 定 め る こと に な る。

なお,双 方 向 型 の デ ー タ交 換 や双 方 向 型 で 確 認 デー タの 伝 送 を行 う場 合 に は,

発 注 デ ー タの 伝 送 を 受 けた 後,そ の処 理 を 行 って 受注 デー タの 伝 送 を行 い,ま

た,受 注 デ ー タの 伝 送 を う けた 後,そ の処 理 を行 って確 認 デ ー タ を伝 送 す る こ

とに な る。 した が って,シ ス テ ムの 運 用 時 間 の取 り決 め を す る に当 た っ て は,

運 用時 間 の 意 味 付 け と して,運 用時 間 内 に発 注 デ ー タ さえ 着 信 す れ ば 運 用 時 間

経 過 後 で あ っ て もそ の処 理 を 要 す る とい うこ とにす るの か,運 用 時 間 内 に,発

注 デ ータか ら確 認 デ ー タ まで の伝 送 を完 了 しな け れ ば な らな い もの とす る のか

な どの事 項 を定 め る必 要 が あ り,場 合 に よ っ て は.当 日中 に処 理 す るべ き発 注

デ ー タや 受 注 デ ー タ の着 信 時 間 を シス テ ム の運 用 時 間 と は別 個 に定 め る とい う
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こ と も あ りえ よ う。

③ シス テ ム の運 用時 間 外 に伝 送 さ れた デ ー タの取 扱 い に関 す る事 項 。

こ れ に 関 して は,二 つ の 検 討 要 素 が あ る。 第 一 は,何 を もって 「運 用 時 間

外 に伝 送 され た デ ー タ」 とい うべ き かの 問題 と,第 二 は,運 用 時 間 外 に伝 送 さ

れ た デ ー タの 取 扱 い に関 す る問 題 で あ る。

ま ず,第 一 の 「運 用 時 間外 に伝 送 され た デ ー タ」 の 意 味 の問 題 で あ る。 例 え

ば,シ ス テ ムの 運 用 時 間 が 午 前9時 か ら午 後5時 まで と定 め られ た場 合 を想 定

しよ う。 この 場 合 に,仮 に・発 注 デ ー タが 午 後4時59分 に着 信 し,午 後5時3分

に伝 送 が完 了 した場 合 に は,そ の 発 注 デ ー タ は シス テ ムの 運 用 時 間 内 に伝 送 さ

れ た デ ー タ とい え るの で あ ろ うか 。 民 法 上 の 考 え方 に よれ ば,申 し込み につ いて

は到 達 主義 が と られ て お り,一 般 的 に い えば,到 達 とは,相 手方 が そ の意 思 内

容 を 了 知 し う る状 態 に お く こ と と考 え られ るの で あ るか ら,上 述 の例 の場 合,

午 後5時 ま で に一 連 の デ ー タ が 相 手 方 に最 後 まで 着 信 しな けれ ば な らな い と い

うこ とに な るで あ ろ う。 この 点 に対 して は,こ れ と異 な る考 え方 を と る こ と も

もち ろ ん 可能 で あ り,い ず れ の 考 え方 を とる にせ よ,こ の 点 に関 す る明 確 な細

則 を 設 け る こ とが 好 ま しい 。

第 二 に,時 間外 に伝 送 され た デ ー タ の取 扱 い に関 す る問 題 で あ る。 この処 理

の 方 法 に も い くつ か の 考 え方 が あ ろ う。 例 え ば,時 間外 に伝 送 され た デ ー タ を

後 述 の エ ラ ー デ ー タ と して処 理 す る方 法,シ ステ ム の運 用 時 間 外 で あ って も,

これ らの デ ー タ を い った ん は受 け 付 け,そ の処 理 を 翌 日 に行 うな どの 方 法,等

で あ る。VANシ ス テ ム を 利 用 した場 合 に は,時 と して ア クセ ス ポ イ ン トが こ

み あ い,通 常 な らば,シ ステ ム の運 用 時 間 内 に 相 手方 に到 達 す べ き デ ー タ が遅

延 して 到達 す る こと もあ り うる。 この よ うな場 合,例 え ば発 注 者 と して緊 急 を

要 す るよ うな発 注 で あ った場 合 に は不 測 の事 態 もお こ り う るの で あ り,上 述 の

よ うな 取 決 め を 運 用細 則 上で 行 って お く こ とが好 ま しい とい え るで あ ろ う。
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1.5.3デ ー タ 伝 送 に 関 す る 細 則

デ ー タ伝 送 に 関 す る細 則 は,主 と して,発 注 デ ー タ の伝 送 に関 す る定 め方 の

問題 で あ って,取 引 の形 態 に よ り次 の二 つ の方 法 が あ りえ よ う。

① 発注 者が発注 デ ータを伝送す る場合

② 受注 者 が発注 デ ータを取 りに行 く場 合

この二 つ の形 態 は,発 注 者,受 注 者 の ど ち らが 発 呼(起 動)す るかの 方 法 の

相違 で あ る。

前 者 の 方 法 は,デ ー タ交換 の ご く一 般 的 な起 動 形 態 で あ り,こ の 方 法 が取 ら

れ た 場 合 に は,運 用細 則 にお い て特 別 に定 め な けれ ば な らな い事 項 は少 な い と

思 わ れ る。

しか しなが ら,後 者 の 方 法 を採 用 した場 合 に は,ま ず,発 注 デ ー タを取 り に

行 く時 間 を 定 め る必 要 が あ り,ま た,デ ー タを 取 りに い った場 合 お よ び 受 け取

る べ き発注 デ ー タ が 存 在 しな い場 合 に は,そ の 旨の メ ッセ ー ジが残 され る よ う

な システ ム を 採 用す べ きで あ る と思 われ る 。 な ぜ な ら,デ ー タを取 りた行 く時

間 の 定 め が な けれ ば,現 実 的 に この シス テ ム を運 用 す る こと は不 可能 で あ ろ う

し,発 注 デ ー タ が な い場 合 に も,そ の 不 存 在 は,発 注 者 の デ ー タ入力 が ま だ な

され て い な い た め,入 力 され た デ ー タ が不 完 全 で あ って受 け取 る こと が で きな

い た め な ど さ ま ざ ま な理 由 に よ っ て生 じう る か ら,デ ー タ を取 りに い った こ と

を証 明す る た め に も,発 注 デ ー タ不 存 在 を 発 注 者 に知 らせ る た め に も,こ の よ

うな メ ッセ ー ジを 残 す 必 要 が 出 て こよ う。

1.5.4エ ラ ー デ ー タ の処 理 に関 す る 細 則

受発 注 デ ー タ交 換 の デ ー タ に つい て は,種 々 の 原 因 に よ りエ ラー が発 生 す る

こ とが あ り う る。 これ を発 注 デ ー タ にっ い て や や 分 析 的 に考 察 す れ ば 次 の よ う
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に な る 。

① 発 注 者 段 階 に お け る エ ラー の発 生 原 因 ご

● 発 注 シス テ ム に お け る プ ロ グラ ム ミス

・ 誤 入力 ,誤 作動 な どの 人 為 的 ミス

② 伝送 途 上 にお け る エ ラ ーの 発 生 原 因

・ ス イ ッチ ング プ ロ グ ラム の プ ロ グ ラム ミス

・ 自然 的 要 因 に よ る デ ー タの 変 質

③ 受注 者 段 階 に お け る エ ラー の発 生 原 因

・ 受注 シス テ ム にお け る プ ログ ラム ミス

これ らの 原 因 に 基 づ くエ ラ ー は,当 然 の こ と な が ら ,受 注 デ ー タ,確 認 デ ー

タ につ い て も生 じ う る。

しか も,エ ラ ー が発 生 した場 合 には,当 事 者 が 不 測 の損 害 を 被 る こ と もあ り,

ま た ・ 後述 の よ う に エ ラー デ ー タに よ って 当 事 者 間 に発 生 す る法律 関係 も非 常

に複 雑 な もの と な る。 した が って ,こ の よ うな 事 態 を避 け る た め,受 発 注 デ ー

タ交 換 シス テ ム を構 築 す る 上で,エ ラー デー タを検 出 し,そ れを 受 付 け な い と

い う シス テ ム を 作 る こ と は有 益 な方 法 で あ るよ うに思 われ る。

伝送 途 上の エ ラ ーに関 して は,パ リテ ィ ・チ ェ ック な どの チ ェ ック シス テ ム

が存 在 す る が ・伝 送 され た デ ー タの 内容 そ の もの に つい て も ,た と えば,伝 送

さ れ た商 品 コー ドと商 品 の銘 柄 に齪 酷 があ った 場 合 には,こ の デ ー タを 受 け付

け な い とい う シ ス テ ム な ど が考 え られ るの で あ る。

こ う した シス テ ム を採 用 した場 合 に は,エ ラー に よ って 受 け 付 け られ な か っ

た デ ー タ が存 在 した と きに,伝 送 され た デ ー タ が エ ラー デ ー タで あ る こと を発

信 者 に 告知 す る よ うな シス テ ムを 採 用 す る必 要 があ ろ う。
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な お,エ ラー デ ー タ を め ぐる法 律 関 係 につ い て は,後 に考 察 す る こ とに す る。

1.6異 常 時 に お け る処 置 に 関 す る 事 項

デ ー タ交換 の シス テ ム を い っ たん 採 用 す る と,従 来 の 書 面 系 や 電話 ・フ ァク

シ ミ リ系 の 取 引 は ほ とん ど活 用 され な くな って しま う。 しか しなが ら,先 に述

べ た よ うに,デ ー タ交 換取 引 に あ って は,世 田谷 ケ ー ブル火 災 事 故 の よ うに,

何 等 か の 原因 に よ り通 信 シス テ ム が ダ ウ ン した り,発 注 者 や 受 注 者 側 の コ ン ピ

ュ ー タ ・シス テ ム が ダ ウ ンす る こと が あ り う る。 こ う した 場 合 に は,従 来 系 の

契 約 締結 方法 に よ らな けれ ば,受 発 注 そ の もの が行 え な くな って し ま う。

した が って,デ ー タ交 換 取 引 の 基 本 契 約 にお い て,こ う した シス テ ム ダ ウ ン

の 場 合 な ど に備 え た 異 常 時 に お け る具 体 的 な 受発 注 の や り方 を取 り決 め て お か

な けれ ば,実 際 に シス テ ム ダ ウ ンの事 態 が 生 じた 場 合 に は取 引 を 実行 す る こ と

が困 難 とな る こと も予 想 され る。

異 常 時 にお け る処 置 に関 す る事 項 は,お お む ね 次 の よ う な事 項 を定 め る必 要

が で て く るで あ ろ う。

●

●

●

異常発生 の場 合の通知 に関す る事項

異常 にお ける処 置 に関す る時効

異常時 におけ る受発注の実 施方法

事後 における処 置 に関す る事項

1.6.1異 常 発 生 の 場 合 の 通 知 に関 す る事 項

デ ータ 交換 取 引 に お い て 生 じ うる シ ス テ ム の異 常 には 種 々の ケ ー ス が あ りう

る。 こ う した異 常 の な か で も,例 え ば,受 注 シ ス テ ムの コ ー ド変 換 系 統 の プ ロ

グ ラム に異 常 が あ った 場 合 に は,発 注 デ ー タの 着 信 自体 は 可能 で あ るか ら,受

注者 が異 常 が あ る旨 を 発 注 者 に連 絡 しな けれ ば,発 注 者 と して は発 注 デ ー タが

相手 方 に着 信 し,完 全 に処 理 され て い ると信 頼 して い る場 合 もあ り う る。
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こう した場合 には,異 常 を発 見 した当事者 が相手方 に迅速 にその 旨を通知 す

れば,異 常 の原因 をつ きとめ,こ れに対す る迅速 な回復措置 を取 ることが可能

とな るので あ る。

この意味で,異 常の発生の通知 義務 を定め るこ とは有益 で あ ると思 われ,具

体 的 には,異 常発 生の場 合 の連絡 方法,連 絡 の担当者 などの取 り決 めをす る必

要が あろ う。

1.6.2異 常 時 に お け る 受 発 注 の 実施 方 法

受 発 注 デ ー タ交 換 シ ス テ ム が ダ ウ ン した場 合 に も,取 引 は継 続 しな けれ ば な

らな い 。

シス テ ム ・ダ ウ ンは,異 常の 種 類 に よ り,大 き く分 けて通 信 シ ス テ ム系 の 異

常 の 場 合 と,受 注 者,発 注 者 の コ ン ピ ュー タの異 常 の二 つの 場 合 が考 え られ,

この 様 な場 合 に備 え て,デ ー タ交 換 取 引 に使 用 す る通 信 系 統 を 二 重 化 した り,

自己 の コ ン ピュ ー タ セ ン タ ーを複 数 設 置 す るな ど の安 全対 策 を 取 る こ と も考 え

られ る 。 しか し,こ の 様 な 安 全対 策 に は,相 当 の コ ス トがか か り,デ ー タ交 換

の 相 手 方 の 同意 も得 な けれ ば な ら な い か ら,こ の様 な安 全対 策 を 取 れ な い場 合

もあ る し,安 全 対 策 を取 った と して も,シ ステ ム ・ダ ウ ンが発 生 す る恐 れ を 完

全 に払 拭 す る こ とは 不 可能 で あ ろ う。

した が って,シ ス テ ム ダ ウ ン時 に お い て も,取 引 を行 え るよ う に,異 常時 に

お け る 受 発 注 の 実 施 方 法 を 定 め る必 要 が あ る。 この 定 め方 を 整 理 す るた め に,

通 信 シ ス テ ム系 の 異 常 の場 合,自 己 の コ ン ピュ ー タ ・シス テ ム系 の異 常 の 場 合

に分 け て 考 察 して み よ う。

(1)通 信 シ ス テ ム系 の 異 常 の場 合

① 第 一 種 通信 事 業 者 の 提供 す るサ ー ビスに異 常 あ る場 合

第 一 種 通 信 事 業 者 の 提供 す る回 線 サ ー ビス に シス テ ム ダ ウ ンが発 生 した

場 合 には,オ ン ラ イ ンに よ る デ ー タの伝 送 それ 自体 を 行 う こ と はで き ない 。
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しか しな が ら,.デ ー タ を 入力 した マ グネ ッ ト ・テ ープ や フ ロ ッ ピ ーデ ィス

ク を相 手方 に ハ ン ドデ リバ リーす る方 法 に よ りデ ー タ交換 を す る こ とは 可

能 で あ る。 も し こ う した方 法 を取 る諸 条件(当 事 者 の 場 所 的近 接 性,当 事

者双 方 の シス テ ム 上の 諸 条 件 の同 一 性 な ど)が あ れ ば,電 話 や フ ァク シ ミ

リに よ る デ ー タ交 換 よ り は迅 速 か つ効 率 的 に取 引 が行 え る こ と とな るの で,

その 旨の 取 決 め を して お く こ とが好 ま しい 。

も し,こ う した 諸 条 件 が な い場 合 に は,取 引 を行 うた め に は,従 来 の 電

話 系 や フ ァ ク シ ミ リ系 の通 信 手段 に よ る取 引 を行 わ ざ るを 得 ず ・ こ う した

従 来 系 の 通 信 シ ス テ ム に も障害 が発 生 した 場 合 に は,注 文 書 ・注 文 請 書 の

交換 に よ る取 引 に頼 る しか な い こ とに な る。

以 上 い ず れ の 場 合 に も,当 事 者 双 方 の 担 当 者,担 当部 署,ハ ン ドデ リバ

リー に よ る場 合 に は,そ れ を行 う場 所 な ど オ ン ライ ンに よ らな い取 引 を 行

うた め に 必 要 な事 項 を取 り決 め て お くべ き で あ る 。

②VAN事 業 者 の 提供 す るサ ー ビス に異 常 あ る場 合

VAN事 業 者 の 提供 す るサ ー ビス に は種 々 の 形 態 が あ る。例 え ば,VA

N事 業 者 が 回 線 リセ ール サ ー ビスを 提 供 す る場 合,そ の サ ー ビス に異 常 が

あ った と きの 処 理 の 仕方 は,前 述 の第 一 種 通 信 事 業 者 の 提供 す るサ ー ビス

に異 常 が あ る場 合 とほ とん ど同 一 に と い って よ いで あ ろ う。

しか しな が ら,VAN事 業 者 が プ ロ トコル 変 換,コ ー ド変 換,フ ォ ーマ

ッ ト変 換 な ど,デ ー タに関 す る処 理加 工 を 行 って い る こと もあ る。 こ う し

た場 合 に は,そ の サ ー ビス に異 常 が あ った と き は,上 述 の マ グネ ッ ト ・テ

ー プ ,フ ロ ッ ピ ーデ ィ ス クの ハ ン ドデ リバ リー に よ る デー タ交 換 を 行 うこ

とは で きな い 。 した が って,従 来 の 電 話,フ ァク シ ミ リ,注 文 書 ・注 文 請

書 の 交換 に よ る取 引 を行 わ ざ るを 得 ず,こ れ を行 う に必 要 な 措 置 を取 り決

め る とい う こ と に な ろ う。

な お,後 述 す る よ うに,通 信 事 業 者 の責 に帰 す べ き事 由 に よ っ て通 信 シ
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ス テ ム が ダ ウ ン し,そ の 結 果,デ ー タ交 換取 引 を 行 う こと がで きず 損 害 が

発 生 した と して も,通 信 事 業 者 に対 して損害 の 賠償 請 求 を す る こ とは,か

な りの制 限 が あ る こ とに 留 意 すべ きで あ る。

② 受注 者 ・発 注 者 の コ ン ピ ュ ー タ ・シス テ ム系 に 異 常 が あ っ た場 合

受 注 者 ・発 注 者 の コ ン ピュ ー タ ・シス テ ム に異 常 があ った 場 合 に は,デ ー

タ交 換 そ の もの を行 う こ と がで き な い 。 したが って,こ う した場 合 に は,従

来 系 の電 話,フ ァ ク シ ミ リ,注 文 書 ・注 文 請 書 な どの 手段 に よ って取 引 を行

わ ざ るを 得 ず,こ れ を 行 うに必 要 な 事項 を取 り決 め な けれ ば な ら ない 。

な お,先 に 述 べ た よ う に,デ ー タ交 換取 引 の 安 全 を図 る た め,受 注 者,発

注 者 に お い てバ ッ ク ア ッ プ 用 の コ ンピ ュ ー タ ・セ ンタ ー を設 け た り,通 信 回

線 に つ い て も,バ ッ ク ア ップ 用の 回 線 をあ らか じめ 借 り受 け て い るケ ース が

あ る。

この様 な バ ッ ク ア ップ の た め の措 置 が得 られ て い る場 合 に は,異 常 が 生 じ

た場 合 に,た だ ち に バ ッ ク ア ップ 用 の諸 施設 を稼 働 で き るよ う,そ の 実 施細

目 を 取 り決 め る必 要 が あ る。

1.6.3事 後 に お け る処 置 に 関す る事 項

異 常 事態 が発 生 した場 合 に は,従 来 系 の 電話,フ ァ ク シ ミ リ,注 文 書 ・注文

請 書 な ど に よ り個 別 契 約 を 締 結 す る場 合 が 多 い。

しか しな が ら,い った ん デ ー タ交換 取 引 シス テ ム を採 用 した場 合 に は,従 来

系 の 取 引形 態 が混 在 す る こ とに よ って種 々 の混 乱 が 生 じるお それ が あ る。 と く

に,デ ー タ交換 の シ ステ ム が,請 求 ・支 払 い の シス テ ムに まで リン ク してい る

と き に は,従 来 系 の取 引形 態 で 行 わ れ た取 引 を コ ン ピ ュー タ処 理 す る必 要 が あ

る た め,そ の処 理 の過 程 で エ ラー が発 生 す る こと も あ ろ う。

この よ うな エ ラー の リス ク を避 け る た めや,デ ー タ 交換 シ ス テ ム が復 旧 した

後 の コ ン ピュ ー タ処 理 を容 易 にす る ため に,シ ス テ ムの 復 旧 後 に従 来 系 の伝 達
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方 法 で行 わ れ た 取 引 内 容 を あ らた め て デ ー タ 交換 取 引 シ ステ ム に乗 せ て伝 達 を

行 う とい うの も一 つ の 工 夫 で あ ろ う。 た だ,こ の 場 合 には,商 品 の二 重発 注,

二 重納 品,発 注 ・受 注 デ ー タの 処 理 もれ な ど をで き るだ け防 止 す るた め,発 注

デー タ ・受 注 デ ー タの す り あわ せ な どの 対 応 策 を取 って お くべ きで あ り,そ の

旨の規 定 を 設 け る 必要 が あ る。
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2.エ ラ ー デ ー タ を め ぐ る 諸 問 題

2.1問 題 の所 在

つ い最 近,東 京 証 券取 引 所 で 売 買 金額 「105円18銭 」 と入 力 す べ き とこ ろ を,

売 買 数 量 の と ころ で 「10518」 億 円 と入力 ・表 示 したケ ース が あ り,幸 い に し

て この 誤 りに 気 が つ いた 入力 者 が 注 文 を取 り消 した ため に 事 な き を得 た と い う

報 道 が され た が(朝 日新 聞 昭 和63年5月14日 付 け朝 刊),デ ー タ 交換 取 引 に お

い て も この よ うな 入 力 ミス や デ ー タ の処 理 の誤 りが ない とい う こ と は断 言 で き

ず,ま た,ど の よ う な コ ン ピュ ー タ ・シス テ ム に よ って も,こ の よ うな人 為 的

エ ラ ー を防 止 す る こ と は不 可能 と い え る。

繰 り返 し述 べ る よ うに,デ ー タ 交換 取 引 を行 う場 合 には,エ ラー デ ー タ が発

生 す るお そ れ が あ り,そ の 発 生 原 因 に は さま ざ ま な原 因 が 考 え られ る が,本 項

に お い て は,主 と して,受 注 者,発 注 者 に ミス イ ンプ ッ トや デ ー タ処 理 の 誤 り

が あ った場 合 につ い て考 察 して み よ う。

この よ うな エ ラ ー デ ー タ が発 生 した場 合 に は複 雑 な法律 問題 が 生 ず るが,基

本 的 に は,

① エ ラーデータ によ ってデー タ交換取引の当事者間に個別契 約が成立 す るか

どうかの問題,換 言すれば,意 思表示の暇 疵の問題

② エ ラー デ ー タ に よ って 損 害 が発 生 した場 合 の 問題

が重 要 で あ る と い え よ う。

2.1.1意 思 表示 の 暇疵 一 錯 誤 に関 す る問 題

デ ー タ エ ラー の発 生 に は,さ ま ざ ま な類 型 が あ る。 また,エ ラ ーの 種 類 が よ っ

っ て は,た とえ エ ラ ーが あ った と して も,相 手 方 に お い て受 け 付 け られ ない よ う

な エ ラ ー もあ る し,例 え ば 商 品 コ ー ド,商 品 数量 の ミス イ ンプ ッ トの よ うに,ゴ
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ラー デ一 夕が 相 手 方 に 受 け 付 け られ て しま う よ うな エ ラrも あ る。

エ ラー デ ー タ に関 して法 律 上複 雑 な問題 が発 生 す るの は,こ の後 者 の 場 合 で

あ る。

後 者 の 場 合 は,デ ー タ の 作 成 ・発 信 者 が 本来 意 図 した 意 思 と,相 手方 に伝 達

され た デ ー タの 内容 の 間 に 食 い違 い が あ る場 合 に あた り,換 言 す れ ば,内 心 的

効 果 意 思 と表 示 との 間 に齪 語 あ る場 合,す な わ ち民 法 上 の表 示 の錯 誤 が あ る場

合 とい う こ とが で き るで あ ろ う。

意思 表 示 の暇 疵 と して は,錯 誤,詐 欺 ・脅 迫 に よ る意 思 表示,通 謀 虚 偽 表 示

が あ る。 しか しデ ー タ 交 換取 引 に お い て最 も現 実 的 に 生 じ得 る意思 表 示 の暇 疵

は ここで 述 べ た表 示 の錯 誤 で あ ろ う。

講 学 上,錯 誤 はい くつ か の類 型 に 分 か れ る が,表 示 の 錯 誤 の 具 体 的 な 例 と し

ては,例 え ば,あ る商 品100個 を発 注 す る つ も りで その 個 数 を1000個 と ミス イ

ンプ ッ トした場 合 な ど が 想 定 で き る。 この ミス イ ンプ ッ トの場 合 に は,先 に 述

べ た よ うに,内 心 的 効 果 意 思(あ る商 品 を100個 発 注 しよ う とす る意 思)と 表

示(あ る商 品 を1000個 発 注 した表 示)の 不一 致 が あ り,す なわ ち,表 示 の 錯 誤

が あ るの で あ る。

この よ うな表 示 の 錯 誤 は,お お よ そ 次 の 原 因 に よ っ て発 生 す る。

a

、D

C

■G

e

発 注 者 の ミス イ ンプ ッ ト

発 注 デ ー タ 作成 プ ロ グ ラ ムの ミス

通 信 途 上 にお け る処 理 の 誤 り

通 信 途 上 にお け るデ ー タの 変 質

受注 者 に お け る発 注 デ ー タ処 理 プ ロ グ ラ ム の ミス

その発 生原 因 が い ず れ の 場 合 も,エ ラー デ ー タ が ま った く意 味 の な い デ ー タ

に な って い る場 合 は格 別,法 律 上,申 し込 み や 承 諾 の 意 思 表 示 と して有 意 な も
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の と認 め られ るか ぎ り,民 法 上の 錯 誤 の 規 定 が適 用 され る 。 そ して,民 法 は ,

原 則 と して,表 意 者保 護 の 見地 か ら,意 思 表示 の重 要 な部 分 に 錯誤 あ る場 合

(要 素 の錯 誤 あ る場 合)に は,こ れ を無 効 と して い るの で あ る(民 法95条 荒'

した が って,上 述 の事 例 の 場 合,原 則 と して は あ る商 品 ユ000個 の発 注 は無

効 とな り,こ れ に関 す る売 買 契 約(個 別 契 約)は 成 立 しな い こ とに な る。

2.1.2表 意者に重大な過 失ある場合

上記 の よ うに,意 思表示 の要素 に錯誤 がある場合 には,表 意 者保護 の見地か

ら法律 行為 は無効 となる。 しか しなが ら,法 律行為の相手方 の保護,取 引の安

全保 護 も重要 である ことはい うまで もな く,こ の調整 をす るため に,表 意者 に

重大 な過失 ある場合 には,表 意 者 は錯誤 による無効 を主張で きないと している

(民 法95条 但 書)誉

表 意 者 が錯 誤 に よ る無 効 を主 張 で き ない場 合 を デ ー タの エ ラ ーの ケ ー ス にあ

て は め れ ば,次 の よ う に な る。

まず,表 意 者 に過 失 が あ る場 合 で な けれ ば な らな い 。

この 意 味 で,前 述 のc通 信 途 上 に お け る処 理 の 誤 り,d通 信 途 上 に お け

る デ ー タの 変 質,e受 注 者 にお け る発 注 デ ー タ処 理 プ ログ ラム の ミス,の 場

合 に は,一 般 的 に表 意 者 に過 失 が ない と考 え られ るの で,表 意 者 が錯 誤 無 効 を

主 張 し うる こ とが 多 いで あ ろ う。

な お,オ ペ レー タ ーの よ うな従 業 員 の ミス イ ンプ ッ トは表 意 者 自身 の 過 失 と

見倣 され る場 合 が ほ とん ど で あ ろ う。

つ い で,表 意 者 に 重 大 な過 失 あ る場 合 で な けれ ば な らな い 。

※民 法95条

第95条 〔錯誤〕意思表示ハ法律行為 ノ要素二錯誤 ア リタル トキハ無効 トス但表意 者二重大 ナル過失 ア リタル

トキハ表意者 自 ラ其無効 ヲ主 張 スルコ トヲ得ズ
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重 大 な過 失 とは 「表 意 者 の 職 業,行 為 の 種 類 ・目的 な ど に応 じ,普 通 に なす

べ き注 意 義 務 を著 し く欠 く こ と(我 妻 ・民 法総 則304ペ ー ジ)」 で あ る。 どの

よ うな行 為 が 重 過 失 あ る行 為 で あ るか ど うか は,具 体 的状 況 に応 じて決 ま るこ

と にな るが,デ ー タ 交換 取 引 に お け る錯 誤 につ い て は まだ 判例 が な い。

2.2新 しい 考 え方

ミス イ ンプ ッ トな ど の エ ラ ー デ ー タ に関 す る錯 誤 の問 題 は,伝 統 的 な錯 誤 論

の 予想 しな い問 題 で あ る と もいえ る。 上述 の よ うに,ミ ス イ ンプ ッ トは従 来 の

錯 誤 論 に当 て は め る な らば,表 示 の 錯 誤 に あ た り,原 則 と して無 効 と な り,表

意 者 に重 大 な過 失 が あ る場 合 に は,錯 誤 に よ る無 効 を主 張 す る こ とが で き ない 。

しか しな が ら,デ ー タ交 換 取 引 は,一 つ の意 思 表 示 に よ りさ ま ざ ま な法 律 関

係 を発 生 させ る。 例 え ば,商 品 の発 注 デ ー タに ミス イ ンプ ッ トが あ った 場 合 に

は,受 注 者 の み な らず,商 品 の倉 庫 業 者,運 送 業 者,金 融 機 関(例 え ば フ ァク

タ リ ング業 者)な ど も,こ の ミスイ ンプ ッ トされ た 発 注 デ ー タに 基 づ い て,様

々 な法 律 関 係 に入 るの で あ る。

この よ う に,一 つ の 意 思 表 示 の 上に 種 々の 法 律 関 係 が成 立 す る場 合 に は,取

引の 安 全 を はか る た め,内 心 的 効 果 意 思 で は な く,表 示 を 重 視 しよ う とす る考

え も出 て くる。 この 考 え 方 は,ま た 立 法 例 が あ るわ け で は ない が,今 後 検 討 し

な けれ ば な らな い課 題 で あ ろ う。

なお,こ の 検 討 に あ た っ て は,デ ー タ交 換 取 引 が 国 際 的 な性 質 を 持 ち う る こ

とか らす れ ば,諸 外 国 に お け る動 向 に も注 意 を払 う必 要 が あ る とい え よ う。

2.3エ ラー デ ー タ に よ る 損 害 の 問 題

エ ラー デ ー タが発 生 す る こ とに よ り,受 注 者,発 注 者 が損 害 を被 る こ とが あ

る。例 え ば,前 述 の あ る商 品100個 の発 注 デ ー タに っ い て1000個 の ミス イ ン

プ ッ トを し,受 注 者 が 第 三 者 か ら この商 品 を調 達 した 後,錯 誤 が判 明 した場 合

を想 定 しよ う。
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この 場 合 に は,前 述 の よ うに,発 注 者 側 に重 大 な過 失 が な い場 合 に は,そ の

発 注,す な わ ち,売 買 の 申 し込 み の意 思 表 示 は無 効 にな り,受 注 者 と して は,

調 達 した商 品 の 代 金 相 当 額 の損 害 を 受 け る こ とに な る。 ま た,発 注 者 側 に 重 大

な過 失 あ る場 合 に は,発 注 者 は錯 誤 無 効 を主 張 す る ことが で きず,結 局,発 注

者 は900個 分の 商 品 を 引 き取 らざ るを 得 ず,そ の 分の 損害 を 被 る こ と に な る 。

そ して,幸 い に して事 な きを 得 た が,も し先 程 の 東京証 券 取 引 所 の ミス イ ン

プ ッ ト例 で,取 引 が 成立 して しま った 場 合 に は,そ の損 害 は 巨大 な もの に な り

か ね ず,デ ー タ交 換 取 引 に お い て もか か る リス ク が存 在 す る こ とを 前 提 と す る

必 要 が あ る とい え る 。

こ う した損 害 の発 生 を 防 止 す る ため に,先 に述 べ た よ うに デ ー タ交 換 取 引 の

基本 契 約 上 で,確 認 デ ー タの伝 送 や一 定 期 間 内 の 契 約 内容 の 変 更 権 の 定 め が お

か れ る こ とが あ るか が,こ の 様 な 防止 手段 の チ ェ ックか ら もれ た エ ラ ー デ ー タ

つ い て は,そ こか ら発 生 す る損 害 の処 理 の 問 題 を考 えな けば な ら ない 。

そ して,こ の 損 害 は時 と して 巨額 に 上 り,損 害 につ い て紛 争 が 生 じた場 合 に

は,損 害 額 の 算 定 の 上で も,裁 判 上 に お け る種 々の 立証 の 上 で も,か な りの困

難 が 伴 う こ とが 予 想 され るの で あ る。

した が って,エ ラー デ ー タ に 基 づ く損 害 の 処 理 は,結 局 は,デ ー タ交 換 取 引

に 関 す る基 本 契 約 上 で あ らか じめ 取 り決 め て お くこ とは好 ま しい と考 え られ る

の で あ る。

2.4エ ラ ー デ ー タ に 基 づ く損 害 の処 理 に 関 す る 事 項 の定 め 方

基 本 契 約 上で エ ラ ー デ ー タ に基 づ く損 害 の 処 理 に関 す る 定 め る場 合 に は,い

くつ か の パ タ ー ンが あ り うる。

第 一 の パ タ ース は,

直 接 に は損 害 の処 理 に関 す る定 め と は い え ない が,錯 誤 に よ る無 効 主 張 を し

て は な らな い とい う条項,例 え ば,発 注 者 は,受 注 者 に到 達 した発 注 デ ー タ に

お け る商 品 の 種 類,商 品 の数 量 に つ い て なん ら異 議 を 申 し立 て な い とい う定 め
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を 置 い た り,受 注 者 に伝 達 され た発 注 デ ー タ は,受 注者 の 真 正 な意 思 に 基 づ く

発 注 と見倣 す とい う 見倣 し規 定 を 置 く場 合 で あ る。

この 場 合 に は,デ ー タを 受 け た側,す なわ ち,上 述 の 例 で い え ば 受注 者 は,

自己 が 伝 送 を 受 けた デ ー タを 発 注 者 の真 実 の 意 思 表 示 で あ る と認 め,リ ス クを

回 避 した取 引 を行 う こ とが で き る。

た だ,こ の よ う な定 め を設 け る場 合 に は,も ち ろ ん,相 手 方 との 利 害 対 立 が

発 生 す る。 した が って,現 実 的 に この よ うな 条 項 が設 け られ る例 は,比 較 的 ま

れ で あ る と思 わ れ,ま た,あ ま り に も一 方 当 事 者 に有 利 す ぎ る条 項 を設 けた場

合 に は,民 法 上 の公 序 良俗 違 反 や 独 占禁 止 法 上の 優 越 的 地 位 の 濫 用 の 問 題 が発

生 しう る こ とに留 意 す るべ きで あ る。

第 二 の パ タ ー ンは,

基本 契 約 上で エ ラー デー タに よ っ て損 害 が発 生 した場 合 の 免 責 条 項 や,損 害

賠 償 額 の 限 度 を 定め る責任 制 限 条 項 を設 け る場 合 で あ る。

この 条 項 を設 け る場 合 に は,免 責 や 責 任 制 限 を う け るべ き エ ラー デ ー タに 基

づ く損 害 の 範 囲 が一 義 的 に 分か る よ う な規 定 を 置 く必 要 が あ る こ と は い う まで

もな い 。

ま た,あ ま り に も一 方 当事 者 に有 利 す ぎ る条 項 を 設 けた 場 合 の 問題 は ,第 一

の パ タ ー ンと同様 で あ る。
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3.デ ー タの 変 質 等 デ ー タ交 換 の 当事 者 の 責 に

帰すべか らざる事 由による 危 険 ・損 害 の 問 題

3.1問 題 の 所 在

エ ラ ー デ ー タを め ぐる諸 問題 の項 で は,主 と して ミス イ ンプ ッ トな ど デ ー タ

交換 取 引 の 当 事 者 の 責 め に 帰 す べ き事 由 に よ るエ ラー デ ー タの 問題 を取 り上 げ

た 。

しか しな が ら,し ば しば 述 べ る よ うに,エ ラー デー タ は,ミ ス イ ンプ ッ トの

よ う に デ ー タ 交換 取 引 の 当 事 者 の責 に帰 す べ き事 由 に よ っ て発 生 す る だ け で な

く,通 信 事 業 者 の処 理 の誤 り,各 種 の プ ロ グ ラ ムの ミス,通 信 途 上で の デ ー タ

の変 質,あ るい は ま った くの 不 可抗 力 な ど,当 事 者 の責 め に帰 す べ か らざ る事

由に よ って も発 生 し うるの で あ る。

こ う した デ ー タ交 換 の 当 事 者 の 責 め に 帰 す べ か らざ る事 由に よ っ て デ ー タが

変 質 し,デ ー タ交換 の 当 事 者 に損 害 が 発 生 した と きに は,損 害 を 受 け た当 事 者

は 相 手 方 に対 して 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ とは で きな い。 なぜ な ら,相 手方 に

に は,そ の デ ー タの 変 質 に つい て 故意 ま た は過 失 とい う帰 責 事 由 が な い か ら,

損 害 を 受 け た 当 事 者 は相 手 方 に対 して債 務 不 履 行 責 任 や不 法 行 為 責 任 を 問 う こ

とが な い か らで あ る。

こ う した場 合 に は,デ ー タの 変 質 につ い て 帰責 され るべ き者 に対 して損 害 賠

償 請求 を す る こ とに な る。 しか しなが ら,帰 責 され るべ き者 が,例 え ば通 信 事

業 者 で あれ ば,後 述 の よ う に多 くの通 信 事 業 者 は,約 款 ま た は通 信 役 務 提供 契

約 上 で 事 故 の責 任 を 制 限 す る規 定 を 設 け て い るた め,損 害 賠償 請 求 で きな い こ

とが あ る。 ま た,デ ー タの 変 質 が ま っ た くの 不 可抗 力 に よ って 生 じた場 合 に は,

損 害 賠 償 義 務 を 負 うべ き もの はい な い 。

こ う した 場 合 には,損 害 保 険 の よ うな 制 度 的 救 済 方 法 が必 要 に な っ て くる が,

現在か かる損害 にっ いての損害保険制度 は存在せず,結 局 は,デ ータ交換取引の当事者

のいずれかが その損 害を負担す ることに なる。 しか しなが ら,か か る損 害 をいず れ の
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当事者 が負担すべ きか につ いて は,法 律 上の規定が必ず しも明 確で はな く,こ れ に関

す る商 慣 習 も存 在 せ ず,公 平 の 見地 か らも,一 律 の 結 論 を 見 出だ す こ とが 困難

で あ る よ うに思 え る。 ま た,損 害 に 関 す る訴 訟 が提 起 され た 場 合 で も,そ の法

律 構 成 や 各 種 の 立 証 の 上で の 困 難 が発 生 す る こ とが予 測 され る。

した が って,こ う した問 題 を 回 避 す るた め に は,デ ー タ交 換 取 引 の 基 本 契約

上 で あ らか じめ,当 事 者 の 責 め に帰 す べ か らざ る事 由 に よ る デ ー タ の変 質 につ

い ての 処 置 を 取 り決 め てお く こ とが 好 ま しい と考 え られ るの で あ る。

3.2基 本 契 約 にお け るデ ー タ の変 質 等 に 基 づ く危 険 ・損 害 の 処 理 に 関 す る事

項 の 定 め 方

デ ー タの 変 質 等 に基 づ く危 険 ・損 害 の 処 理 に関 す る事 項 の 基 本 契 約 にお け る

定 め 方 に つ い て,ま ず 問 題 とな るの は,危 険 ・損 害 の処 理 の 対 象 とす べ き デー

タの 変 質 を どの よ うに特 定 す るか で あ る。 理 論 上 は,同 じよ うな デ ー タの エ ラ

ーで も ,ミ ス イ ンプ ッ トな ど,デ ー タ 交換 当 事 者 の 故意 ま た は過 失 に基 づ くエ

ラ ー とデ ー タ 交換 当 事 者 の 故意 また は 過 失 に 基 づ か な い デ ー タの 変 質 は性 格 を

異 に し,両 者 の 処 理 に つ い て異 な った 定 め 方 を す る場 合 が考 え られ る。

この 場 合 に は,デ ー タ交 換 当 事 者 の 故意 ま た は過 失 に基 づ くエ ラ ー と デ ー タ

の変 質 を 区 別 す る必 要 が あ る が,実 際 問題 と して ,そ の 区 分 の メ ル クマ ール を

ど こに お くか は非 常 に難 しい問題 で あ る。 と くに,伝 送 途 上で の デ ー タの 一過

性 の変 質 の 場 合 には,事 後 的 に その 原 因 を追 及 す る こ とが 困 難 で あ り,結 局 は,

発 注 者 の保 存 す る発 注 デ ー タ と受 注 者 の保 存 す る受 注 デ ー タ を比 較 対 照 して も,

齪 語 の 原 因 が,ミ ス イ ンプ ッ トに よ る もの で あ るの か,そ れ と も伝 送 途 上 で の

デ ー タの 変質 に よ る もの で あ るの か を判 定 す る こと がで き ない 場 合 が多 い と考

え られ るの で あ る。

した が って,ミ ス イ ンプ ッ トと デ ー タの変 質 を 実 体 的 に区別 し得 るよ う な場

合 で な け れ ば,デ ー タ交 換 の 当 事 者 の 故意 また は過 失 に基 づ くデ ー タの エ ラー

に伴 う損 害 と,故 意 また は 過 失 に基 づ か ない デ ー タの 変 質 に 伴 う損 害 につ いて ,
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異 な った処 理 を 行 う こ と は,実 質 的 に意 味 が な い と も考 え られ るの で あ る。

以 上の点 を考 慮 す れ ば,デ ー タ の変 質 に伴 う損 害 の処 理 に 関 す る定 め も,デ

ー タの エ ラー と区別 し得 る場 合 を 除 い て ,前 述 の デ ー タ交換 の 当 事 者 の 故 意 ま

た は過 失 に基 づ くデ ー タの エ ラー に伴 う損 害 の 処 理 の 定 め と同 様 に してお く こ

とに な る。 した が って,伝 送 され た デ ー タ の 真 正 性 に関 す る 見倣 し規 定 や,免

責 条 項,責 任 制 限 条 項 な どを 設 け て そ の損 害 を処 理 し,そ の 定 め が余 り に も一

方 当 事 者 に有 利 す ぎ る場 合 に は,民 法 上の 公 序 良俗 違 反 や独 占 禁 止 法 上の 優 越

的 地位 の 濫 用 が 問 題 とな り得 る こと は,エ ラ ーデ ー タ と同 様 で あ る。
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4.通 信 事 業 者 と の 関 係

4.1通 信役務の種類

オ ンライ ンによるデ ータ交換取 引を行 うにあた っては,当 然 の ことなが ら通

信 事業者の提供 する通信 役務 を 利用 しな ければ ならない。

昭和60年 の電気 通信 事業法 の制定 によ り,通 信事業 者 には,第 一種通信事業

者,一 般第二種通信 事業 者,特 別第二種通信 事業者の三 つの種類 が存在 してい

る。

第一種通信事業 者は,NTTの よ うに,電 気通信 回線設備 を設 置 して電気通

信 役務 を提供 す る通信事業者で あ る(電 気通信事業法6条1項)三

特別第二種通信事業者 は,電 気通信回線設備 を もたず第一 種通信事業者 か ら

これ を賃借 し,VANサ ー ビスなどの通信役務 を提供 してい る ものの うち,政

令で 定め る規模 以 上(1200bps換 算で500回 線以 上の収容能 力)の 電気通信設

備 を不 特定かつ多数 の者 の通信 のよ うに提供す る通信事業者(例 えば,一 般 に

いわれてい る大規模VAN)お よ び本邦外 の場所 との間の通信 を行 うための電

気 通信設備を他 人の通信の よ うに供す る第二種電 気通信事業 者(例 えば,国 際

VAN)が これ にあたる(電 気通信事業 法21条3項,電 気通 信事業法 施行令1

条)。

一般第二種通信 事業 者 は
,第 二 種通信 事業 者 の うち特別第二 種通信事業者以

外 の通信事業者 で ある(電 気通信 事業 法21条2項)ご ※

第一種通信 事業 者,特 別第 二種 通信 事業 者,一 般第二種通信 事業者の主要 な

違 いは,次 表の とお りであ る。

※電気通信事業法6条1項

第6条 ①電気通信事業の種類は,第 一種電気通信事業及び第二種電気通信事業とする。
※※ 電気通信事業法21条

第2條 ,②一般第二種電気通信事業は・特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
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一
第 一 種 特別第二種

一般第二 種

資格 郵政大 臣の許 可 郵政 大臣の登録 郵政 大臣 に対す

る届 け出

電気通信役務 の

内容

電気通信回線設

備の提供

電 気通信 役務 の

提供以外 の通信

役務 の提供

同 左

回 線 収容 能 力
1200bps換 算 で

500回 線 以 上

1200bps換 算 で

500回 線 未満

提供 条件の 定め

方

郵政 大臣 の認可

によ る約款

郵政大 臣に対す

る届 け出にかか

る約款

利 用者 との契 約

4.1.1電 気通信役 務の不 提供の問題

第一種通信事業 者,特 別第二種通信事業者,一 般第二種通信 事業者 の間に は,

この よ うな相違 が あり,通 信役務の 提供 の形態 も異 な ってい る。ただ,デ ータ

交換取 引を実施す る上で,電 気通信役務 の不 提供,暇 疵 あ る電 気通信役務 の提

供の問題 は,以 上いずれの通信事業者 との関係で も考慮 しな ければ な らない問

題で あ り,か つ,デ ータ交換取 引を実施す る上で重要な問題 とい える。

4.1.2電 気 通信 役務不提供 の類型

電気通信 役務 の不提供 は,大 別 して二 つの類型に分 ける ことがで き る。

第一 の類型 は,電 気通信 役務 が まった く提供 され ない場合(狭 義の役務不提

供 の場合)で ある。世 田谷のケーブル火災事故 により通信 ケ ーブル が切断 され て

通信 が途絶 し,多 くの企業 が影響 を受 けた ことは記憶 に新 しいが,こ の よ うに

大規模 でな くとも,回 線の異常 な どさまざまな原因 により,電 気通信役務が提

供 され ない場 合 がある。
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この狭義 の電気通信 役務 の不提供 は,さ らに,不 提供 の時間が ある程度継続

す る場合 と,比 較 的短 時間の不提供 の場合 とに分 けて考え なけれ ばな らない。

後述 するよ うに,NTTや 他の第一種通信事業 者そ して比較 的多数の第二 種

通信事業者 が,狭 義 の電気通 信役務不 提供 におけ る損害賠償 につ いて,不 提供

の時間 の長短 によ り,責 任制 限の規定を設 けてい るか らであ る。

また,不 提供 が何 人の責 め にきす べ き事 由 によ り生 じたかによ って,電 気通

信事業者 の故意(重 過 失)ま たは過失 による役務不 提供,電 気通信事業者の責

めに きすべか らざ る役務不提供 に分 け ることが可能で あろう。

第二 の類型 は,通 信 途上の データの変質 な ど,電 気通信 役務 が不完 全に提供

された場 合であ る。

電 気通信役務 の不 完 全提供 に関 して も,電 気通 信事業者の故意(重 過失)ま

たは過 失に基づ く不 完全提供 と,電 気 通信事業者 の責 め にきすべ か らざ る事 由

によ る不完 全提供 に分 ける ことが可能 であ る。

4.1.3電 気通信役務 の不 提供 と通信事業者 の責 任

民法上の原則 か らすれば,役 務不 提供 が電 気通信事業者の故意(重 過失)ま

たは過失 に基づ くか ぎ り,狭 義 の役務不 提供 であれ,不 完全役務 の 提供 で あれ,

電気通信事業者 は債務 不履行 の責任 を負 い,役 務 不提供 と相当因果関係 にある

損害 を賠償す る義務 があ る。

しか しなが ら,前 にふれたよ うに,電 気通信事業 者は,約 款 または契約 上で,

役務 不提供 によ って生 じた損害 の賠償 義務 を制限す る規定 を置 いている。例 え

ば,NTTの デ ータ通信設備 サ ー ビス契約約款 上では,次 の ような責任制限条

項 がおかれ てい る。 やや長文 にわた るが引用 してみよ う。
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(端 末設備に関する料金の支払い)

第41条 契約者は、その利用契約に基づいて当社がデータ宅内設備及び当社が設置する配

線設備(以 下 「データ宅内設備等」といいます。)の 提供を開始 した日から起算 して利

用契約の解除等があった日の前 日までの期間(提 供を開始 した日と解除等があった日が

同一の日である場合は、その日)に っいて料金表に規定する端末設備に関する料金(以

下 この 条 に お いて 「料 金 」 とい い ます。)を 支 払 って い ただ きま す。

2契 約者は、次の場合を除いて、第20条(当 社が提供する端末設備の増設等)の 規定に

より利用の一時中断をしたとき若 しくは第59条(利 用停止)の 規定 により利用停止があ

ったときはデータ宅内設備等を利用することができなかった期間中の料金を支払 ってい

ただ き ま す。

区 別 支払いを要 しない料金

1契 約者の責めによらない理由により、 そのことを当社が知 った時刻以後の1

そのデータ宅内設備等を全 く利用できな 日の営業時間の2分 の1以 上について利

い状態(そ のデータ宅内設備等の利用に 用できなかった日数に対応するそのデー

関 し著 しい支障が生 じ、全 く利用できな タ宅内設備等にっいての料金。

い状態 と同程度の状態となる場合を含み

ます。)が 生 じた場合(2欄 に該当する

場 合 を 除 き ます 。)に 、 その こ とを 当社

が知 った時刻か ら起算 して、1日 の営業

時 間(「1日 の 営 業 時 間 」 と は 、第69条 、

第76条 、 第81条 、第85条 及 び第92条 に お

いて定める営業時間をいいます。以下 こ

の欄 に お いて 同 じと しま す。)の2分 の

1以 上その状態が連続 したとき。 三

2回 線 等 の 移 転 に伴 って 、 そ の デ ー タ宅 (1)二 層料金制度を適用 している場合

内設備等を利用することがで きなかった

期間が生 じたとき(契 約者の都合により

そのデータ宅内設備等を利用 しなかった

場合であって、その回線等を保留 したと

きを除 きます。)。

利用できなくなった日の属する月の

翌月から起算 し、再 び利用できる状態

とした日の属する月(再 び利用できる

状態にした日が月の初日であったとき

はその前日)ま での月数に対応するそ

のデー一夕宅内設備についての料金。

ただし、利用できなくなった日と再

び利用できる状態にした日とが同一の

月であるとき又は利用できな くなった

日の属する月の翌月の初 日に再び利用

できる状態 としたときは、当該月分の

料金を支払 っていただきます。

② ほ)以外の場合

利用できなくなった日から起算 し、

再び利用できる状態にした日の前日ま

での日数に対応するそのデータ宅内設

備等にっいての料金

3契 約者の責めによらず、かつ当社の責

めによる理由により、前記各号に規定さ

れていない場合で、正当なデータ通信設

備サービスが利用できなかったとき。

別途定める額
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3当 社は、支払いを要 しないとされた料金が既に支払われているときは、その料金を返

還 します。

第13節 損害賠償

(責 任の制限)

第57条`当 社は、データ通信設備サー ビスを提供すべき場合において、当社の責めに帰す
べき理由によりその提供をしなかったときは、そのデータ通信設備サービスが全 く利用

できない状態(当 該利用契約に係 るデータ通信設備サービスの利用に関 し、著 しい支障

が生 じ、全 く利用できない状態 と同程度の状態 となる場合を含みます。以下この条にお

いて同 じとします。)に あることを当社が知った時刻から起算 して、1日 の営業時間

(「1日 の営業時間」とは、第69条 、第76条 、第81条 、第85条 及び第92条 において定め

る営業時間をいいます。以下この条において同 じとします。)の 全部についてその状態

が連続 したときに限り、当該契約者の損害を賠償 します。

2前 項の場合において、当社は、データ通信設備サービスを全 く利用できない状態にあ

ることを当社が知った時刻以後の1日 の営業時間の全部について、データ通信設備サー

ビスが利用できなかった日数に対応する次の料金(全 く利用できなかったデータ通信設

備サービスに対応するものに限ります。)の 合計額を発生 した損害とみなし、その額 に

限 って賠償 します。

{1)月 額又は日額で定める料金

② 使用量に応 じて定める料金(デ ータ通信設備サービスを全く利用できない状態が連

続 した期間の初日の属する料金月(第49条(料 金の計算方法)に 規定する料金月をい

います。以下この条において同 じとします。)の 前6料 金月の1日 平均の使用量(前

6料 金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出

した使用量)に 、利用できない状態が連続 した期間の初 日に適用 される使用量に応 じ

て定める料金を乗 じて算出します。)

3前 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第50条(月 額料金

の日割)第2項 及び第52条(端 数整理)の 規定に準 じて取り扱います。

4第1'項 の場合において、当社の故意又は故意と同程度 とみなされる重大なる過失によ

りデータ通信設備サービスの提供を しなかったときは、前2項 の規定は適用 しません。

(免 責)

第58条 当社は、データ通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者

に関す る土地、建物その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由に

よるものであるときは、その損害を賠償 しません。

2当 社が自営端末設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現に回線等に

接続されている自営端末設備等の改造又は変更が必要となったときは、当社は、その変

更に係 る自営端末設備等の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については、負

担 しません。
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この責任制 限条項 に基づ いて,役 務 不提供 の類型 ごとにNTTが 負担す る損

害 賠償義務 は次の よ うにな る。

① ユ ー ザ ー の責 に きす べ か ら ざる事 由 に よ っ て,1日 の 営業 時 間 の2分 の1

以 上 連 続 して 全 部 に つ い て デー タ通信 設 備 サ ー ビス が使 用で き ない 状態 が継

続 した場 合

ユ ー ザ ー は ,一 定 の計 算 方 法 で算 出 され た 額 の料 金 の 支 払 い を要 さ な い。

②NTTの 責 に きす べ き事 由(軽 過 失)に よ り,1日 の 営 業 時 間 の 全部 に つ

いて デ ータ通信設備 サ ー ビスが 使 用 で き な い 状態 が継 続 した 場 合,

月額 また は 日額 で定め る料金 と使 用量に応 じて一定の計算方法で算 出 され

た料 金の合計額 を損害 とみ な し,そ の合計額 に限 って損害賠償 する。

③NTTの 故 意 ま た は 重 過失 に よ り,1日 の 営 業 時 間 の 全部 につ い て デ ー タ

通 信 設 備 サ ー ビス が 信 用 で き な い 状 態 が 継 続 した場 合,

上 記 ② の責 任 制 限条 項 は適 用 されず,一 般 の債務不履行の場合 と同 じく

債務 不履 行 と相当因果 関係 に立 つ損 害 につ いて賠償 する。

④ 以 上の 結果 と して,デ ー タ通 信 設備 サ ー ビス が使 用 で きな い 時 間 が1日 の

営業 時 間 の 全部 に満 た な い場 合 お よ び 通 信 途 上 での デ ー タの一 回 的 な変 質 な

どに 基 づ く損 害 に つ い て は,NTTは 損 害 賠 償 義 務 を 負 わ な い こ と に な る。

NTT以 外 の第一 種通信事業者 や特別第二種通信 事業者の場 合で も,責 任制

限の範 囲 はと もあれ,約 款 上で役務不提供 について責任制 限の規 定をお いてい
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るよ うで ある。 また,一 般 第二種通信事 業者の場合 には,前 述 の ように約款の

作成義務 は負 っていないが,例 えば,VANシ ステム利用契約 上で これ と同種

の責任制 限の規定 をお いて い る例が多 い。

ただ し,第 二 種通信事業 者 は,特 別第二 種通信事業 者で あれ,一 般 第二 種通

信事業者であれ,第 一種通信 事業者か ら電 気通信 回線を賃借 して不特 定かつ多

数 の もの に電気通信役務 を提供 して いる。 したが って,第 二種 通信 事業 者の役

務不提供 につ いては,自 己の故意 または過失 に基づ く役務 不 提供,第 一 種通信

事業者の提供す る回数 サー ビスの不提供 に起 因す る役務 不 提供,不 可抗 力 その

他第二種通信事業者の責 に帰 すべか らざ る事由 に基づ く役務不 提供 の類 型 が存

在 することにな る。

したが って,VANシ ステ ムを利用 して場合 など,第 二 種通信事業 者の提供

す るサ ー ビス を利用 とてデー タ交換取引 を行 う場 合に,そ の約款,VANシ ス

テム利用契約 上で,ど の類型 につ いて,ど の よ うな責任制 限条項 が設 け られて

い るかを,十 分に解 析 しておか なければ な らない。

4.1.4責 任 を 制 限す る 理 由

上述 の よ う に,役 務 不 提 供 に関 して 通 信 事 業 者 の責 任 を 制 限 す る とい う傾 向

は,独 りわ が国 だ けの もの で は な く,ア メ リカ合 衆 国 ,イ ギ リス な どで も共通

の傾 向 と い え る。

この よ うに 役務 不 提供 に関 す る通 信 事 業 者 の 責 任 を 制 限 す る主 た る通 信 事 業

者 側 の根 拠 は,次 の 諸 点 に あ る と考 え られ る。

第一 に,コ ス トの 問 題 で あ る。

回線 を 二 重 化,三 重 化 した り,非 常 に高 い通 信 品 質 を 持 つ電 気通 信 設 備 を設

置 す る こ と は,技 術 的 に は 可能 で あ ろ う。 しか しな が ら,こ れ らの対 応 を とれ

ば,必 然 的 に通 信 コ ス トは高 い もの と な る。 通 信 は,現 代 社 会 に お い て は ,イ

ン フラス トラ ク チ ャ ー と して 非 常 に重 要 な もの で あ り ,で き る か ぎ り安 価 なサ

ー ビスの 提供 をす る こ と が望 まれ
,結 局,通 信 品 質 を 高度 化 した り,通 信 回線
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を多重化 した りす ると,安 価 なサー ビスの提供 をする ことが困難 とな る。,

第二 に料金 との関係で あ る。'

役務不 提供 に基 づ く損害賠償 に何 の限定 も加 え られなければ,結 局 は,役 務

提供 の対価 であ る料金 も,こ の損害 賠償責任 を見込 んだ もの と して相対 的 に高

額 にな らざ るを得 ない。現時点 におけ る料金体系 は,こ の様 な無限定損害賠償

責任 を前 提 と した体系で はない。

第三 に,提 供 され る役 務 の性質 の問題で ある。

第一 種通信事業者 に して も,第 二種通信事 業者 に して も,自 己の所有す る電

気通信回 線設 備その他の通信設備 を提 供する ものの,自 らは,伝 達 され る通信

の内容 にはタ ッチ しな い。 したが って,通 信事業者 としては,自 己が提供 す る

設備 でどのよ うな内容 の通信が行 われて い るか知 ることが で きず,仮 に,役 務

不提供 によ って 巨額の損害 が発生 した として,そ のすべて の損害 賠償の責 任を

負担すべ しとい うの は妥 当で ない。

役務不 提供 に関す る責任 を制 限す る通信事業者 側の論拠 は以上 の とお りであ

るが,い ずれに して も,デ ー タ交換取 引の場 合に通 信事業者 との間で利用契約

を締結 する場 合には,役 務不提供 に関 す る責任制限 の規定 がどのよ うにな って

いるか を把握 してお くことが重要で あ る。 と くに,一 般第 二種通信 事業者 は,

約款を設ける義務がな く,個 々のユーザーご とにVANシ ステ ム利用契約の内容

を決定す るとい うこと もあ りうる。 こうした場 合 には,前 述 のよ うな責任制限

条項 とは別 の考え方 を採用 す ることが可能 であ るので,配 慮 しな ければ な らな

い。

4.1.5デ ータ 交 換 取 引 に必 要 な シ ス テ ム 設 計 に 関す る 問 題

VANシ ステ ム を利 用 して デ ー タ交 換取 引 を行 う ため に は,多 くの 場 合,デ

ー タ交 換 そ れ 自体 にっ い て ,プ ロ グ ラ ム作 成 そ の 他 の シス テ ム設 計 を行 う必 要

が あ る。 そ して,シ ス テ ム設 計 を行 うに 当 た って は,通 常VAN事 業 者 との 間

で システム開発 契約 が締結 され る場 合があ る。しか しなが ら,同 じVAN事 業者 との契
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約であっても,シ ステム開発契約は,電 気通信役務 とは異なった契約であ り,明確な議論

はされていないようであるが,電 気通信役務の不提供に関す る約款やVANシ ステム

利用契約で定められる責任制限条項はただちに適用されないと考え られるのである。

したが って,VAN事 業者 とデータ交換取 引に必要な システム開発契約 を締

結 す る場合に は。 システム設計 に関す る暇疵,シ ステ ムの保証 などについて,

電気通信役 務 の不提供の場 合 とは異 な った規定 を設 けることに留意 した ほうが

よ いであ ろ う。

4.2電 気通信事業者 との契約 の形 態

順序 は相前 後す るが,こ こで,電 気通信事業者 との役務 提供 契約の形態 につ

いてふれて お く。

まず,デ ータ交換取 引を行 うにあた って は,第 一種 通信事 業者か ら公衆回線 や

専 用回線 の提 供サー ビスを うけて これを行 う場合が あ る。 この場合 には,第 一

種通信事業 者が定めて郵 政大 臣の認可 をう けた約 款が適 用 され るこ とにな る。

第二 に,特 別第二 種通信事業者 の提供 す るVANシ ステ ムサー ビスの提供 を

うけて デー タ交換取引 を行 う場 合があ る。 この場合 には,当 然 の ことなが ら,

当該 めVAN業 者が定 め,郵 政大 臣に届 け出 た約 款が適用 され ることになる。

ただ,提 供 され るサー ビスの内容 によ って は,VAN事 業者 が設定 した アク

セスポイ ン トまで はユ ーザー 自身 の費用 と責 任を もって第一種 通信 事業者か ら

提供 を うけた公衆回線や専用 回線 で接続 しな ければ な らない こと もあ り。 こ う

した場 合 には,こ の部分 につ いて第一 種通信 事業者 との約款 が適 用 され ること

にな る。

第三 に,一 般第二種通信事 業者 のVANサ ー ビスの提供 を うけて データ交換

取 引を行 う場合が あ る。 この場 合には,第 二 の場 合 と同様 に,一 般第二種通信

事業者 との間でVANシ ステ ム利用契約を締結 す ることにな り,ま た,ア クセ

スポイ ン トまでユーザーの費用 と責任 を もって公衆 回線や専用回線 で接続 しな

ければな らない ときに は第一 種通信事業者 との間で契約関係 がなければな らな
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ただ 。一 般 第 二 種 通 信 事 業 者 は,第 一 種 通 信 事 業者 。 特別 第 二 種 通信 事業 者

と異 な り。 約 款 作 成 の義 務 が な い ため,VANシ ス テ ム利 用 契約 の 内 容 は,理

論 上 は。 個 々 の ユ ーザ ー との 話 し合 いで 決 ま る こ と にな る。

現 実 的 に は,一 般 第 二 種 通信 事 業 者 で あ って も通 常 は,各 事 業 者 ご とに定 型

的 なVANシ ス テ ム利 用 契 約 書 を作 成 して い ぐこ とが 多 いか ら,こ れ を も とに

して,VANシ ステ ムの 内 容 に そ った契 約 内 容 を協 議 して 決 定 して い く こ とな

な る。

4.3VANシ ス テ ム 利 用 契 約

VANシ ス テ ム を利 用 す る場合 に は,現 時 点 で は,い わゆ る汎 用VANの よ

うな サ ー ビス 形 態 が な い た め,特 別 第 二 種 通 信 事 業 者 が提 供 し,約 款 の適 用 を

うけ る サ ー ビ ス を利 用 す るに して も,一 般第 二 種 通 信 事 業 者 が提 供 し,個 々 の

ユ ー ザ ー との協 議 で決 定 さ れ るサ ー ビス を 利 用 す るに して も,シ ステ ム を運 用

す るため に は,そ の 細 部 に っ いて の取 り決 め を行 う必 要 が あ る。

こ とに,VANシ ス テ ムの 内 容 に よ って は,速 度 変 換 。 プ ロ トコル変 換,フ

ォー マ ッ ト変 換,コ ー ド変 換 の よ うに,い わ ば コ ン ピ ュー タ相 互 の接 続 の た め

に必 要 な基 本 的 サ ー ビス ば か りで な く,集 金 代 行 シス テ ム,売 り上 げ デ ー タの

分析 サ ー ビス そ の他 の よ り付 加 的 な サ ー ビス を提 供 す る場 合 が あ り得 る。 こ う

した よ り付 加 的 な サ ー ビス を 提 供 す る 場 合 に は,特 別 第二 種 通 信 事業 者 の 定 め

る約款 や 。 一 般 第 二 種 通信 事 業 者 が 定 型 書 式 と して 定 め るVANシ ス テ ム利 用

契約 だ け で は シス テ ムを運 用 す る ことが で きな い こ と もあ り得 るの で あ る。

このVANシ ス テ ム運 用 の細 部 に わ た る取 り決 め は,提 供 され るVANサ ー

ビス が 基 本 的 な もの で あ る場 合 に は,約 款 上 やVANシ ス テ ム利 用 契 約 上 で 定

め られ る事 が 可 能 で あ る。 しか しなが ら,提 供 され る サ ー ビスが よ り付 加 的

(よ り高 度)な 場 合 に・は,覚 書 。協 定 書 な ど の タ イ トル の もとで締 結 され る運 用

細 則 で定 め られ る場 合 が 多 い とい えよ う。
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この運 用 細 則 に つ い て は,上 述 の提 供 を受 け る付 加 的 サ ー ビスの 特 定 と シス

テ ム の運 用 に必 要 な事 項 を 取 り決 め る こ とが重 要 で あ る こ と は い う まで もな く,

VAN事 業 者 とデ ー タ交 換 取 引 の 当 事 者 間 で 具体 的 に取 り決 め る必 要 が あ る。

シ ス テ ム運 用 に必 要 な事 項 に関 す る 問題 は 多 々 あ るが,こ こで は ,そ の 例 と し

て,運 用 時 間 に 関 す る問題,エ ラ ー デ ー タの処 理 に 関 す る問題 と第三 者 課 金 の

問 題 を取 り上 げ る こ と と し た い。

(1)運 用 時 間 に 関す る問題

一 般 的 に シス テ ム の運 用 時 間 ,す な わ ち,VANシ ス デ ムサ ー ビス の 提供 時

間 は,VANシ ス テ ム 利用 契 約 ま た は運 用 細則 で定 め られ るの が 通 例 で あ る。

通 常 の デ ー タ交 換 取 引 の場 合 で あ れ ば,デ ー タ交換 取 引 シ ス テ ム の 運 用 時 間

とVANシ ス テ ム の運 用 時 間 に 食 い違 いが な い か ぎ り。 大 きな 問 題 は生 じな い。

しか しなが ら,例 え ば。 電 子 資 金 移 動 取 引 の よ う に一 定 の 時 間 内 に デ ー タ が

相手 方 に到 達 しな けれ ば な らな い と き に は,ア クセ ス ポ イ ン トの こみ具 合,回

線 の加 重 負 担 な ど に よ って,通 常 で あれ ば そ の 時 間 内 に 相 手 方 に到 達 す べ きデ

ー タが 到 達 しな い場 合 が あ り う る
。 この よ うな場 合,デ ー タの 発 信 者 は不 測 の

損 害 を被 る可 能 性 が あ り,こ れ を 事 前 に 防止 す るた め には,単 にVANシ ス テ

ム の運 用 時 間 を定 め る だ け で は足 りな い と考 え られ るの で あ る。

す な わ ち,こ れ を 防止 す るた め に は,一 定 の時 刻 まで にVAN事 業 者 に 到 達

した デー タ にっ いて は,一 定 の 時 刻 まで に そ の相 手 方 に 伝達 す る と い う規定 や,

一 定 の 時 間 内 に相 手 方 に伝 達 で きな か った デ ー タ が あ った 場 合 に は そ の 旨 をV

AN事 業 者 が 発 信 者 に通 知 す る な どの 規 定 を お く とい う こ とが 考 え られ る。

い ず れ に して も,デ ー タ到 達 時刻 が 重 要 性 を持 つ デ ー タ交 換取 引 の場 合 に は,

以 上 の よ うな対 応 策 を検 討 し,VANシ ス テ ム利 用 契約 や 運 用 細 則 上 で そ の こ

とを 明記 す べ きで あ る。

② エ ラ ー デ ー タの 処 理 に 関 す る問 題
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前 述 した よ うに,デ ー タ交 換 取 引 に お いて は様 々 な原 因 に よ って デ ー タの エ

ラー が 発生 す るお それ が あ る。

この 様 な デ ー タ の エ ラー を 事 前 に予 防 す る ため の デー タ交 換 取 引の 当事 者 間

で の取 り決 め にっ い て は先 に述 べ たが,VAN事 業 者 に よ って は,エ ラー デ ー

タ の チ ェ ック機 能 を も っ た シ ス テ ム を構 築 し,サ ー ビス を提 供 して い る場 合 も

あ り う る。

す な わ ち,発 注者 か らエ ラー デ ー タが伝 送 され た場 合,VAN事 業 者 は この ・

デ ー タ を受 け付 けず 、 エ ラー デ ー タ と して発 注 者 に送 り返 す と い うシ ス テ ムや,

VAN事 業 者 が 保 存 す る発 注 デ ー タ と照 合 して伝 送 途 上 で の デー タの 変 質 そ の

他 の エ ラ ー を チ ェ ックす る よ う な機 能 が これ にあ た る。

この よ うな付 加 的 な サ ー ビス を う け る場 合 に は,も ち ろん,VANシ ス テ ム

利 用 契 約 や 運 用 細 則 にお いて,か か る付 加 的 な サ ー ビスの 実 施 に 関す る取 り決,

めが 必 要 と な る。

(3)第 三 者 課 金 の問 題

VANシ ステ ム利 用 契 約 の形 態 に よ って は,デ ー タ 交 換 取 引 の 当 事 者 す べ

て がVAN事 業 者 と契 約 を締 結 せ ず,そ の うち の一 社 だ け が 契 約 を 締 結 して そ

の 他 の 当 事 者 は,VANシ ス テ ム利 用 契約 上 は 単 な る端 末 設 置 場 所 に過 ぎ な い

と い う場 合 が あ り う る。

コ ン ビニ エ ンス ・ス トア ー と納 入業 者 間 の デ ー タ交 換 取 引を 例 に とれば,コ

ン ビニ エ ンス ・ス トアー だ けがVANシ ス テ ム利 用 契約 を締 結 し,数 十 社,数

百 社 に の ぼ る納 入 業者 はVAN事 業 者 との間 で 契 約 を締 結 せ ず 、 単 に、 端 末 だ

け を置 い て い るよ うな 場 合 で あ る。 こ う した利 用 形 態 の場 合 に は,往 々 に して

各 納 入業 者 が 自 己の 取 引 に 関 す るVANシ ス テ ム利 用料 金 を 負担 し,VAN事

業 者 も,各 納 入 業 者 ご と の 利 用 料金 を 算 出 し,各 納 入業 者 か らそ の支 払 い を う

け る と い う料 金 シス テ ムが あ る。

この よ う な料 金 シス テ ム は。 第 三 者 課 金 とよ ば れ る こ とが あ るが,こ の シス
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テ ムを 採用 した場 合 に は,当 然 の こ となが ら,VANシ ス テ ム利 用料 金 の 支 払

い 義 務 の負 担 者,そ の 支 払 い 方 法,支 払 い義 務 者 が支 払 い を 怠 っ た場 合 のVA

Nシ ス テ ム 利用 契約 書(例 え ば,先 に述 べ た コ ン ビニ エ ンス ・ス トアー)の 責

任 な ど の事 項 を明 確 にす る必 要 が あ る。

な お、 第 三 者 課金 が 法 律 上 債 務 引 き受 け に あ た るの か 。 そ れ と も。 他 の法 律

行 為 類 型 にあ た るの か 必 ず し も明確 で はな いが,い ず れ に して も,VANシ ス

テ ム利 用 契 約 者 と端 末 設 置 者 間 にお いて は,先 に 述 べ た 基 本 契 約 に ,VAN

シス テ ム利 用料 金 の 負 担 に関 す る約 定 を締 結 す る必要 が あ る と と もに,端 末 設

置 者 とVAN事 業 者 の間 で もVANシ ス テ ム利 用 料金 の 支 払 い に関 す る合 意 が

成 立 して い る必 要 性 が あ る と思 われ る。

一50一



5.証 拠 に 関 す る 問 題

5.1問 題 の所 在

デ ー タ交 換取 引 で は個 別 取 引 に つ い て契 約 書 が作 成 され ず,個 別 契 約 に関 す

る記 録 と して マ グ ネ ッ ト ・テ ー プ や フ ロ ッ ピー デ ィ ス クに保 存 され た デ ー タの

持 つ意 味 は大 き い。 そ して,ト ラ ブル が発 生 した場 合,裁 判 上で これ らの デ ー

タ を証 拠 と して使 用 す る 必 要 性 は高 くな る

現在 で も,売 掛台 帳などの コ ンピュータか らのアウ ト・プッ ト ・デー タが証 拠 と し

て提 出 されて いるこ ともあ るが,デ ー タ交 換取 引 に関 して はコ ンピュー タに記 録 さ

れ た デ ー タ が紛 争 に お け る証 拠 と して 利 用 され る機 会 が現 在 に ま して増 加 す る

こ と は確 実 で あ る。

最 近 の立 法 で は,コ ン ピ ュー タに よ るデ ー タ処 理 を 前提 と した規 定 を 設 け る

例 が あ る。

しか しな が ら民事 訴 訟 法 上,コ ンピ ュ ー タ ・デ ー タの取 り調 べ につ い て は特

別 の 規 定 が な く,デ ー タ交 換 取 引 の個 別 取 引 に関 す る紛争 で 用 い な け れ ば な ら

な い コ ン ピュ ー タ ・デ ー タ の 証拠 能 力,証 拠 力 な ど は解 釈 の 問 題 と な って い る。

この 問 題 を検 討 す るに あ た っ て は,ま ず コ ン ピュー タ ・デ ー タ の特 性 を考 察

す る必 要 が あ ろ う。

※電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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5.2コ ン ピ ュー タ ・デ ー タ の特 性

デ ータ 交 換取 引 を行 って,受 注 者 が発 注 者 に対 して,売 買代 金 請求 訴 訟 を提

起 した場 合,受 注 者 と して は まず第 一 に個 別 契 約 が 成 立 した こ とを 主 張 ・立 証

しな けれ ば な らな い 。 そ して,そ の た め に は,既 に述 べ た デ ー タ交 換取 引 に関

す る再 本 契 約 お よ び,交 換 さ れ た 受発 注 デ ー タ が記 録 され てい るマ グネ ッ ト ・

テ ー プ,フ ロ ッ ピー デ ィス ク な ど を証 拠 と して 提 出 す る こ と に な る。

受発 注 デ ー タが記 録 され て い るマ グネ ッ ト ・テ ープ な どを 証 拠 とす る場 合,

証 拠資 料 と した い の は,記 録 され た 売買 デ ー タ の 内容 で あ る。 しか し,こ の 受

発 注 デ ー タ は マ グネ ッ ト ・テ ープ,フ ロ ッ ピー デ ィス クな どの 媒 体 に記 録 され

て お り,こ れ を 可読 化 す るた め に は,デ ィ ス プ レイに 表 示 した り,プ リ ン ト ・

ア ウ トしな け れ ば な らな い 。

また,コ ン ピ ュ ー タ ・デ ー タを 裁判 所 に 提 出 す る場 合 に は,マ グ ネ ッ ト ・テ

ープ
,フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 形 で はな くプ リ ン トア ウ トした 書 面の 形 に した り,

デ ー タの 作 成 者,プ リ ン ト ・ア ウ トした者 な ど が この 書 面 に署 名 押 印(記 名 捺

印)し て文 書 と して の 形 式 を 整 え る必 要 性 もで て こよ う。

コ ン ピュ ー タ ・デ ー タ の この よ うな 性 格 と裁 判 所 に これ を証 拠 と して提 出す

るプ ロセ ス を考 え れ ば,そ の証 拠 と して の 性 格 を考 え るた め に は,

aま ず,「 記 憶 媒 体 」 す な わ ち,フ ロ ッ ピ ーデ ィ ス ク な ど デ ー タの 記 録 内

容 を 保 存 す る電 磁 的 記 憶 媒 体,

b第 二 に,「 媒 体 保 存 デ ー タ」 す な わ ち ,記 憶媒 体 に保 存 され た デ ー タ等

の記 録 内容,

c第 三 に,「 ハ ー ド コ ピ ー 」 す な わ ち ,媒 体 保 存 デ ー タ を プ リ ン ト ア ウ ト

し た 書 面,

一52一



d最 後 に 「生成文書 」すなわち,ハ ー ドコピーに署名捺 印 また は記 名押印

して文書化 した書面

の4者 を区別す る必要 があ る。

なお,こ の 「生成文書 」 とい う考 え方 は加藤新太郎裁判 官の 提唱 によ るもの

で あ る。(加 藤新太郎 「新種証拠 と証 拠調 べの方式 」r講 座 民事訴訟法 第5巻 』

238頁)

5.3証 拠 能 力 ・取 り調 べ の方 法

a証 拠 能 力

コ ン ピュ ー タ ・デ ー タを 民事 訴 訟 の 証 拠 とす るた めに は,ま ず コ ン ピ ュ ー

タ ・デ ータ に証 拠 とな り うる資 格,す な わ ち証 拠 能 力 が あ る か ど うか が 問 題

と な る。 この 点 に関 して は,民 事 訴 訟 法 が証 拠 能 力 に制 限 を設 け てい ない こ

とか ら,コ ン ピ ュ ー タ ・デ ー タ に証 拠 能 力 が あ る こ とは ほ ぼ異 論 が ない 。

b取 り調 べ 方 法

次 に 考 え な けれ ば な らな い の は コ ン ピュ ー タ ・デ ー タの取 り調 べ 方 法 で あ

る。 この 取 り調 べ 方 法 に つ い て は,媒 体保 存 デ ー タを記 録 す る記 憶 媒 体 を 文

字 を 記 録 す る と同 じよ う に 見 るか,証 拠 調 べ に お け る取 り調 べ の対 象 を記 憶

媒 体 とす るの か,ハ ー ドコ ピー や 生 成文 書 とす るの か,な ど の 考 え方 の 相違

に よ って 説 の対 立 が あ る 。

aま ず,「 検 証 説 」 とい う考 え 方 が あ る。 この 考 え方 は記 憶 媒 体 自体 を取

り調 べ の 対 象 と す るが,記 憶 媒 体 それ 自体 に は 可 読性 が な く,こ れ を 文 書

と同 様 に 見 る こ と はで き ない と して,取 り調 べ の方 法 は検 証 に よ るべ きで

あ る とす る 。

b次 い で,「 書 証 説 」 とい う考 え方 があ る。 この考 え方 は,検 証 説 と同 様
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に記 憶 媒 体 自体 を取 り調 べ の対 象 と す る が,記 憶 媒 体 に は文 書 と して の性

質 が認 め られ るか ら,取 り調 べ は書 証 と しての 取 り調 べ によ るべ きで あ る

とす る 。 なお,こ の 考 え方 の 中 に は,記 憶 媒 体 に 準 文 書 と して の 性質 を認

め る考 え方 もあ る。

cさ らに,「 新 書証 説 」 とい う考 え 方 が あ る。 この 考 え 方 は,媒 体 保 存 デ

ー タを証 拠 資料 とす る た め の プ ロセ ス を重 視 し
,記 憶 媒 体 は生 成 文 書 作成

の た め の資 料 で あ る と考 え,生 成 文 書 を 取 り調 べ の 対 象 と し,取 り調 べ の

方 法 は 書証 の取 り調 べ に よ る とす る。

この よ うに学 説 の対 立 は あ る が,現 実 の 問題 と して は,判 例 が どの よ うな

考 え方 を と っ てい るか が非 常 に重 要 な ポ イ ン トに な る。

5.4関 西 電 力 事 件

コ ン ピ ュ ー タ ・デ ー タ の証 拠 と しての 性 質 に関 して重 要 な判 例 は ,発 電 所建

設 工事 差 止 訴 訟 に関 す る大 阪 高裁 決 定(関 西 電 力 事 件)で あ る。

この事 件 は,火 力発 電 所 建 設 の 差 止 を求 め る原 告 側 住 居 が,二 酸 化 硫 黄,風

向,風 速 等 を イ ンプ ッ トした マ グ ネ ッ ト ・テ ー プ に つ い て文 書 提 出命 令 を 求 め

た 事 実 で あ る。

した が って,同 事件 の 主 要 な争 点 は マ グ ネ ッ ト ・テ ー プ が 民事 訴 訟 法 上の 文

書 にあ た るか ど うか と い う こ とに な るが,こ の 点 に関 し,大 阪 高 裁 は,次 の と

お り判 示 した 。

まず第 一 に マ グ ネ ッ ト ・テ ープ で の 文 書 性 に関 す る判 断 で あ る。 この 点 につ

いて 同裁 判 所 は,マ グ ネ ッ ト ・テ ープ は通 常 の文 字 で 書 か れ た 文 書 と は い え な

い が,そ の 内 容 は プ リ ン トア ウ トす れ ば 可 視 的 状態 に す る こ とが で き るの で あ

り,文 書 に準 ず る もの とい え る と して,マ グ ネ ッ ト ・テ ープ を準 文 書 と判 断 し

た 。

次 に準 文 書 と しての マ グ ネ ッ ト ・テ ープ の 提 出方 法 に関 す る判 断 で あ る。 こ
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の点 に つ い て同 裁 判 所 は,デ ー タを イ ンプ ッ トした者 が マ グ ネ ッ ト ・テ ー プの

文 書 提 出 命 令 を受 けた 場 合,マ グ ネ ッ ト ・テ ープ を 提出 す る だ けで な く,少 な

く と も その 内 容 を プ リン トア ウ トす るた め の プ ロ グ ラム を 作成 して 提 出 す る 付

随 的義 務 を 負 うと判 断 した。

本 決 定 以 降,コ ン ピュ ー タ ・デ ー タの 民事 訴 訟 に お け る証 拠 と して の 性質 に

直接 ふ れ た 判 例 は な く,本 決 定 自体 も,た とえば,ハ ー ドコ ピ ーだ け が,証 拠

と して 提 出 され た場 合 の 取 り調 べ方 法 に つ い て直 接論 及 して い る わ けで は な い 。

しか しな が ら,マ グネ ッ ト ・テ ープ に つ い て準 文 書 性 を認 め た 本 決 定 の 実務

に 与え る 影響 は大 きい とい わ ざ るを 得 な い。

以 下,書 証 説 に従 った受 発 注 デ ー タの 取 り調 べ方 法 を概 観 してみ よ う。

5.5書 証説 による取 り調べ 方法

書証説 に従 って,前 に述べ こデータ交換取 引の受発 注者 が,発 注者 に対 して

売買代金請求訴 訟を提起 す る場合,自 己の保存す る受発注 デ ータをどのよ うな

手順 で証拠 と し て提 出す るかを 見てみ よ う。

aま ず第 一 に 書 証 の 申 し出 が 必 要 で あ る。 す なわ ち,書 証 説 は,記 憶 媒 体 に

文 書 性 を認 めて,こ れ を取 り調 べ り対 象 と考 え るの で,ま ず,文 書 と同様 の

性 質 を有 す る マ グ ネ ッ ト ・テ ー プ や フ ロ ッ ピ ー デ ィス ク な どの 記 憶 媒 体 を提

出 して 書証 の 申 し出 を す る こ と に な る。 た だ し,マ グネ ッ ト ・テ ープ な どの

記 憶 媒 体 は可 読 性 が ない か ら,外 国 語 文 書 の翻 訳 添 付に 関 す る規 定(民 訴 法

248条)× を類 推 適 用 して(謄 本 兼)訳 文 と して の 性質 を 有 す るハ ー ドコ ピー

を 添 付 して提 出 す る こ と が必 要 とな る。

ま た,コ ン ピュ ー タ技 術 の 発 展 次第 に よ って は,記 憶 媒 体 が コ ン ピュ ー タ

本 体 に組 み こ まれ て しま って,取 りは ず しが で きな い形 態 の記 憶 装 置 が 開 発

※ 民 訴 法248条

第248条 〔訳文の添付〕外国語 ヲ以テ作 りタル文書 ニハ其 ノ訳 文ヲ添付スルコ トヲ要 ス
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され る こ と もあ りえ よ う。 こう した場 合 に は コ ン ビ造 一 夕本 体 を文 書 と して

提 出 す る こ とは 非 常 に考 え に く く,結 局 は,ハ ー ドコ ピーを 提 出 す る こ とに

な らざ るを 得 ない 。 そ して相 手方 にお い て ハ ー ドコ ピー に よ る取 り調 べ に異

議 が な い場 合 に は 次 に述 べ る手続 によ り,異 議 が あ る場 合 に は原 本 の存 在 成

立 を立 証 す る 必 要 が あ る。

な お,ハ ー ドコ ピ ーだ けが証 拠 と して 提 出 され た 場 合,相 手 方 が記 憶 媒 体

の 存 在 ・成 立 を争 わ ず,ハ ー ドコ ピー に よ る取 り調 べ に異 議 が な い場 合 に は,

記 憶 媒 体 の提 出 を 要 さ ない と い う考 え方 もあ る。

b証 拠 の申 し出に関 する証拠決定 がなされた後 ,形 式的証拠力 に関 す る判断

と,実 質 的証拠 力 に関す る判断 が行 われ裁判 所の心証 が形成 され る。 この形

式 的証拠力 と実質的証拠力 に関す る問題 がデ ータ変換取引 においては重要 な

意味 を もつ。

5.6書 証説 における形式的証拠力 に関す る判 断

書証説 は記憶媒 体を文書 また は準文書 と考 え る。

し
.たが って・一般 の文書 と同 じよ うに,そ の作成 者が誰で あ るか とい う問題

と成立の真 正の問題 を考えな ければ な らない。

a作 成 者

デ ー タ を 交換 取 引 の場 合 には,相 手 方 が伝 送 して来 た例 え ば発 注 デ ー タ と,

自 己 が 作成 して 相 手 方 に伝 送 した 例 え ば 受注 デ ー タ とが 受注 者 の もとで 保 存

され,個 別 契 約 の 成 立 を立 証 す る た め に は そ の 両 者 を証 拠 と して 提 出 しな け

れ ば な らな い こ とが 多 か ろ う。

しか しな が らデ ー タの 作 成 者 と い う点 に 関 して は,両 者 は 区 別 して考 え る

べ きで あ ろ う。

第 一 に,受 注 者 が 保 存 す る受 注 デ ー タ に つ い て 考 え てみ る。 この 場 合 に は,
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記 憶 媒 体 に イ ンプ ッ トされ た デ ー タ に イ ンプ ッ トす る者 す な わ ち 受注 者 自身

の 思 想 表 現 で あ る こ と は ほぼ 疑 い が な く,受 注 デ ー タの 作 成 者 が 受注 者 で あ

る こ と は ほ ぼ うた が い が ない 。 なお,従 業 員 が 上司 の業 務 上 の 指示 に 基 づ い

て 情 報 を イ ンプ ッ トした場 合 は,ほ とん ど の場 合,作 成 者 は 会 社 ま た は 上 司

と認 め られ るで あ ろ う。

第 二 に,受 注 者 が保 存 す る発 注 デ ー タに っ い て考 えて み よ う。 この 場 合 に

は,記 憶 媒 体 は,受 注 者 の所 有 に属 し,か つ,そ の記録 内 容 も受 注 者 の コ ン

ピ ュ ー タ に よ っ て 書 き込 まれ た もの で あ る。 しか しなが ら,記 憶 内 容 す な わ

ち発 注 デ ー タの 内 容 それ 自体 に つ い て,受 注 者 は何 の関 与 も して い な い。

した が って この 場 合 は,記 憶 媒 体 に情 報 を イ ンプ ッ トす る者 と記 憶 媒 体 の

保 有 者 が 異 な る場 合 と考 え る こ とが で き るの で あ る。

さ らに,VANシ ス テ ムを利 用 して 発注 デ ー タ が伝送 され る場 合 を想 定 す

れ ば,受 注 者 の 手 元 に保 存 され る発 注 デ ー タ に は,VAN事 業 者 の プ ロ トコ

ル変 換,フ ォ ー マ ッ ト変 換 な どの処 理加 工 が加 え られ,場 合 に よ って は,発

注 者 が イ ンプ ッ ト した 当 初 の デ ー タ とは形 式 を異 にす る場 合 もあ る。

しか しなが ら,受 注 者 の記 憶 媒 体 に保 存 され て い る とは い え,発 注 デ ー タ

は,例 え ば フ ァク シ ミ リで伝 送 され た発 注 書 の よ うに,受 注 者 の 意 思 は何 ら

加 え られ てい な い 。 した が って,そ の記 憶 媒 体 の 作成者 は 発注 者 とす る の が

妥 当 とい え る 。

VANを 使 用 した場 合 で も,VAN事 業 者 の処 理 加 工 は,デ ー タ の内 容 自

体 を変 え るわ けで は ない 。 す な わ ち,た とえ ばA商 品100個 の 発 注 デー タが

VAN事 業 者 の 処 理加 工 に よ り商 品 コ ー ドが 変 換 され た と して も,そ の 変 更

自体 は 「A商 品100個 の発 注 」 とい う発 注 者 の 意 思 に何 の変 更 も加 え て い な

い の で あ る。 した が って,VAN事 業 者 の処 理 加 工 が加 え られ た 場 合 で あ っ

て も,受 注 者 の 保 存 す る発 注 デ ー タの 作成 者 は 受 注 者 と考 え るの が 妥 当 で あ

る。
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b成 立 の 真 正 の問 題

次 に成 立 の 真 正の 問 題 で あ る。

しば しば述 べ るよ うに 書 証 説 は,記 憶 媒 体 を文 書(準 文 書)と 考 え を か ら,

記 憶 媒 体 に つ い て成 立 の 真 正 が 証 明 され た 後 で な けれ ば これ を証 拠 とす る こ

とがで き な い(民 訴 法325条)※ 。成 立 の 真 正の 証 明 は,受 注 者 が 自 らが 保 存

す る受 注 デ ー タの成 立 の真 正 を 立 証 す る場 合 に は,た とえ ば 受 注 デ ー タ を イ

ンプ ッ ト した 作成 者 の尋 問 を 行 え ば よ い。 しか しな が ら,受 注 者 が 保 存 す る

発 注 デ ー タに つ い て,受 注 者 が そ の成 立 の 真 正 を証 明 す る場 合 に は,困 難 が

伴 う よ うに 思 わ れ る。

注 文 書 ・注 文 請 書 の よ うな 文 書 で あ る な らば,例 え ば 押 捺 して あ る印 影 の

同一 性 を証 明 す る こと に よ って成 立 の 真 正 が推 定 され る(民 訴 法326条,327

条芦元 しか し,記 憶 媒体 に関 して は,こ の ような成 立の真 正を推定す る民訴

法 上の 規 定 が な く,相 手 方 の 従 業 員 を 尋 問 して,そ の 成 立 の 真 正 を 立 証 す る

とい うよ うな直 接 の 方 法 も効 を 得 な い こと が多 か ろ う。 と こ ろで,デ ー タ 交

換 取 引 の場 合 に は,多 くの 場 合,取 引先 コ ー ド,パ ス ワ ー ド,端 末 コー ドな

ど発 信 者 が誰 で あ るか を 特 定 しう る コ ー ドが 定 め られ る。 そ して,取 引先 コ

ー ドは記 名 の役 割 を ,パ ス ワ ー ドは印 鑑 と同 じよ うな 機 能 を 果 たす とい われ

るが,こ れ らの イ ンプ ッ トされ て い るデ ー タを記 名 押 印 の あ る 書類 と同 一 に

考 え る こ とは困 難 で あ る に して も,こ れ らの コー ドは デ ー タ 作成 者 の特 定 に

役 立 ち う る こ とは い うま で も な い。 した が って,作 成 の真 正 を立 証 を す るた

め に は,こ れ らの コー ドの 同 一 性 や,VAN事 業 者 の 手 許 に発 信 記 録 が残 さ

れ て い る場 合 に は,そ の発 信 記 録 な ど,成 立 の 真 正 の立 証 に役 立 つ 間 接 事 実

※ 民 訴 法325条

第325条 〔私文書の検真〕私文書ハ其 ノ真正ナ ルコ トヲ証 スルコ トヲ要ス

※ 民訴 法326条

第326条 〔私文書 の真正の推定〕私 文書ハ本人又ハ其 ノ代理人 ノ署名 又ハ捺 印アsvト キハ之 ヲ真正 ナ ルモノ

ト推定 ス

※ 民 訴 法327条

第327条 〔筆跡又 は印影の対 照〕文書 ノ真否ハ 筆跡又ハ 印影 ノ対照二依 リテモ之 ヲ証 スルコ トヲ得
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に よ っ て発 注 デ ー タの成 立 の真 正 を立 証 しな け れ ば な ら ない こ とに な る。

5.7書 証 説 にお け る 実 質 的 証拠 力 の 判 断

記 憶 媒 体 に つ い て 形 式 的 証 拠 力 が認 め られ た場 合 に は,実 質 的証 拠 力,す な

わ ち,証 明 力 が 問題 とな る。

実 質 的 証拠 力 に 関 す る問 題 と して は,

① イ ンプ ッ トされ た デ ー タ 自体 の 正 確 性

② 媒 体保 存 デ ー タ とハ ー ドコ ピー,生 成文 書 の 内 容 の 同一 性

③ 特 に デ ー タ 交換 取 引 の場 合 に は,デ ー タ伝 送 の 正確 性

が 重 要 で あ る。

まず,第 一 に デ ー タの 正確 性 の 問 題 で あ る。

正確 性 に関 して は,記 録 媒 体 に 入 力 され た デ ー タ が 改 ざん され た もの で あ り,

従 って,証 明力 が な い と主 張 され る ケ ー ス が考 え られ る。

コ ン ピュ ー タ技 術 の 進 歩 に は 目ざ ま しい もの が あ り,将 来 的 に は デ ー タの 書

き換 を 不 能 とす る よ うな シ ス テ ムが 開 発 され るか も しれ ない 。

しか しな が ら,そ の よ うな シス テ ム が開 発 され た 場 合で あ っ て も,書 証 者 に

有 利 で 相 手 方 に不 利 なデ ー タ につ いて は,相 手 方 に お い て,そ の デ ー タは 改 ざ

ん され た もので あ る とい う主 張 をす る場 合 が あ り う るの で あ る。

こ う した 改 ざ ん の主 張 が 提 出 され た場 合 に は,証 拠 と して提 出 した記 憶 媒 体

だ けで は実 質 的証 拠 力 に関 す る判 断 が で きず,そ の 作成 や保 管 に 関 して 改 ざん

が行 わ れ て い な い こ とを 示 す 間 接 事 実 に よ って,記 憶 媒 体 の 実 質 的 証 拠力 を補

う必 要 が あ る。

第二 に.媒 体 保 存 デ ー タ とハ ー ドコ ピー ・成 生 文 書 の同 ・一 性 の 問題 で ある 。

書証 説 は記 憶 媒 体 自体 を 文 書 ま た は準 文 書 と考 え,こ れ を取 り調 べ の対 象 と

す るが,記 憶 媒 体 そ れ 自体 で そ こに記 録 され て い る デ ータの 内 容 を知 る こと は

で きな い 。 そ して デ ー タ の内 容 を 知 る ため に は,デ ィ スプ レー に表 示 した り,

プ リン トア ウ トす る な どの処 理 を 行 わ な けれ ば な らな い が,そ の 処 理 の過 程 で
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自 己に 有 利 な デ ー タを こ と さ ら除 外 して プ リン トア ウ ト した り,あ る い は改 ざ

ん して プ リ ン トアウ トした とい う主 張 が 相 手 方 か ら提 出 され る こ とが あ り うる 。

特 に,先 に述 べ た よ うに現 実 の証 拠 調 べ で は,プ リ ン トア ウ トした 書 面 の 提

出 を要 し,か つ,現 実 に は第 一 次 的 に取 り調 べ が行 わ れ る の は,こ の プ リ ン ト

ア ウ トした 書 面 で あ るか ら,ハ ー ドコ ピー と記憶 媒 体 に保 存 され た 媒 体保 存 デ

ー タの同 一 性 は重 要 で あ る 。

こ う した 同 一 性 を争 う主 張 が 提 出 され た 場 合 に は,記 憶 媒 体 に保 存 され て い

る媒 体保 存 デ ー タの 内 容 とハ ー ドコ ピー,生 成 文 書 の 内容 が 一 致 して い る こと

を証 明 しな けれ ば な らな い 。 た だ,こ の 証 明 の た め に は,鑑 定 に よ って 実際 に

記 憶 媒 体 に保 存 され た デ ー タ を プ リン トア ウ トす るな どの 客 観 的 方 法 が考 え ら

れ,先 に 述 べ た 改 ざん の主 張 が提 出 され た場 合 に 比 べ れ ば,そ の 証 明 は比 較 的

重 要 で あ ろ う。

第 三 に伝 送 の 正確 性 に 関 す る問 題 が あ る。

デ ー タ 交換 取 引 の場 合 に は,前 述 した よ うに,確 率 的 に は少 な い か も しれ な

い が,様 々 な過 程 で そ の デ ー タ が変 質 し,そ の変 質 した デ ー タ が 相 手方 に受 け

つ け られ て しま い トラ ブル が発 生 す る こ とが あ り う る。

そ して,相 手方 が デ ー タの 変 質 の 主 張 を した場 合,書 証 者 と して は ,自 己 が

提 出 した デ ー タの 伝 送 に お け る 正確 性 を立 証 しらけ れ ば記 憶 媒 体 の 実 質 的 証

力 が認 め られ な い場 合 もあ り うる。

しか しなが ら,デ ー タ伝 送 の 正確 性 に関 す る立 証 は,非 常 に困 難 な立 証 と思

わ れ る。 なぜ な ら,伝 送 途 上 で の デ ー タ の変 質 は継 続 的 に 発 生 す る場 合 は格 別,

一過 的 に 発 生 す る こ と もあ りえ
,こ う した一 過 的 な デ ー タ変 質 の 場 合 に は,と

くにそ の 原 因 を 事 後 的 に 究 明 し,あ る い は,事 後 的 に伝 送 途 上で デ ー タ の変 質

が なか った こ とを 証 明 す る こ と は,技 術 的 に 見 て も恐 ら く困 難 で あ ろ う と考 え

られ るか らで あ る。
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5.8証 拠 に関 す る 当 事 者 間 の 合 意

上述 した よ うに,デ ー タ交換 取 引 に 関 す る紛 争 で,デ ー タ を 証 拠 と して提 出

す る場 合,例 え ば デ ー タ 改 ざん の主 張 や デ ー タ変 質 の主 張 が提 出 され た場 合 に

は,訴 訟 遂 行 の 上で 種 々 の 困難 が 生 ず る。 そ こで,デ ー タ交 換 取 引 の 当事 者 間

に お い て,予 め この よ う な困難 を排 除 す る方 法 を 採 用す る こ と が で き るか ど う

か を検 討 す る こと は意 味 があ る とい え よ う。.

と り あ えず,証 拠 契 約 と一 応 の 証 明 の制 度 につ い て検 討 して み よ う。

a証 拠 契 約

「訴訟物 の対 象で ある権利関係 の成立 や内容 を判定す る上で前提 となる事

実の確 定方 法は決め る当事者間の合意 」(中 野 貞一郎 ほか編 『民事訴訟法講

義(改 定版)』287頁)を 「訴訟契 約」 とい う。

デー タ交換取 引の場 合にあてはめれば,当 事者間で締結 され る基本 契約 上

で,取 引 に関す る トラブルは受注者 の手元 にあ るデータによ り,そ の記録 内

容 に従 って問題 を解決 す るとい う規定,す なわ ち証拠制 限契約 などを証拠契

約 とい う ことがで きるであ ろう。

ただ,証 拠契約 は,と きと して一方当事者 に有利 に定め られ る ことが あ り,

不利益 を被 る当事者 の立場 を考 えれ ば,そ の有 効 性に疑 問 がないわ けで はな

い。証拠契約 については,学 説 上も,判 例 上 もこれ を有 効 とす るもの も,こ

れを無効 とす るものに 見解 が別 れ ている。 しか も,判 例 ・学説 も一定の文 書,

た とえば不動産賃貸借 契約書の よ うな紙 に書かれた文書 を前提 と してお り,

書 き換の容易 な コンピュータ ・データのよ うな証拠 を前提 と していない。

今後 データ交換取 引にお ける証拠契約の効力 が争 われ るケース も出て こよ

うが,そ の動向 には注意 を払 う必要 がある。

なお,証 拠契約 であ るか どうか について議論 はあるが,証 拠契 約に類 似 し

た規定 として 「キ ャプテ ン端末 による資金移動取 引規定試案」第4条 ※が あ

※キ ャプテン端末による資金移動取引規定約定書試案4条

取引内容 ・残高に相違がある場合において,依 頼人と当行の間で疑義が生 じたときは,当 行
の機械記録の内容をもって処理 させていただきます。
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る 。

b－ 応 の 証 拠

相 手方 の 反 証 に よ って 覆 され な いか ぎ り,あ る要証 事 実 につ い て一 応 十 分

と され る証 拠 と認 め られ る証 拠 の こ とを 「一 応 の証 拠 」(primafacieevide

nce)と い う。 この 一 応 の 証 拠 とい うの は,英 米 の証 拠 法 上認 め られ る概 念

で あ る。

た とえ ば 受注 デ ー タに一 応 の 証 拠 と して の地 位 が認 め られ れ ば,発 注 者 が

反 証 を提 出 しな い限 り個 別 契 約 の 内容 は,裁 判 所 に よ って 受注 デ ー タの 内 容

に従 っ て認 定 され るの で あ る。

とこ ろが,「 一 応 の証 拠 」 の制 度 は,我 が国 にお い て は あ ま りな じみ が な

く,こ れ を 採 用 す るか ど うか の点 に関 して は,消 費者 保 護,取 引 の 安 全,当

事 者 の 公 平,な ど さ ま ざ ま な要素 を考 慮 す る必 要 があ る。 ま た,一 応 の 証 拠

の 制度 を 採 用す る に して も,ど の よ うな コ ン ピュ ー タ ・デ ー タに つ い て そ の

地位 を認 め るか,そ の 定 め は 当事 者 間 の 契約 で 定 め る こ とが で き るの か,そ

れ と も立 法 的 措 置 を 必 要 と す るか,な どの点 につ い て の 問 題 は,未 検 討 の段

階 に あ る 。

外 国 の 立 法 と して は,ア メ リカのEFT法906条 の よ うに,銀 行 か ら顧 客

に送 られ る 振替 の種 類,金 額,取 引 日等 を記 載 した期 間 計 算報 告 に一 応 の 証

拠 と して の 地 位 を認 め て い る例 もあ るが,わ が国 に お い ては,一 応 の 証 拠 の

制 度 につ い て は今 後,さ ま ざ ま な角 度 か らの検 討 を必 要 とす る とい え る。

5.9動 産 売 買 先 取 特 権 の 問 題

デ ー タ交 換 取 引 に お い て,受 注 者 の立 場 に立 て ば,自 己 の売 掛 金 の 回 収 を は

か る こ とは 極 め て重 要 で あ る。 この観 点 か らす れ ば,デ ー タ交 換取 引 で保 存 さ

れ る各 種 の デ ー タ に よ って,動 産売 買 の先 取 引 特 権 を 行 使 しう るか ど うか は,

重 要 な問題 で あ る とい え る。
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動 産 売 買 先 取 特 権 が問 題 とな る具 体例 を あ げ よ う。

例 え ば.メ ー カ ーが 問 屋 との 間 で デー タ 交 換取 引 に よ り あ る商 品100個 の売

買 に関 す る個 別 契 約 を 締 結 し,問 屋 が これ を更 に ユ ー ザー に 転 売 した とす る。

そ して,メ ー カ ー と問 屋 の 間 の 売 買代 金,問 屋 ヘ ユ ー ザ ーの 間 の 売 買代 金 の い

ず れ か が支 払 い 未 了 の 状 態 で 問屋 が倒 産 した とす る。 メ ー カ ー と して は 自 己 の

売 掛 金 を確 保 す るた め に は 民 法 上 の動 産 売 買 先取 特 権(322条)※ に基 づ い て,

問 屋 の ユ ー ザ ー に対 す る転 売 代 金債 権 を 差押 る こ と がで き る。(最 高 裁 の 昭和

59年2月2日 決 定 は,こ の 先 取 特 権 に 基 づ く差 押 が,債 務 者 の 破 産 宣 告 後 で も

認 め られ る と して お り,売 主 は,買 主 の 破産 宣 告 後 で も自 己の 売 掛 金 を 優 先 的

に回 収 で き る。)

動 産 売 買 先 取 特 権 に基 づ く債 権差 押 を す るた め に は,動 産 売買 の 先 取 特 権 の

存在 を証明す る文 書を提出 しなければな らず(民 事 執行法193条 ヂ竺 従来の紙

ベ ー スの 取 引 の 場 合 に は ,売 買 書契 約 書で あ る とか,注 文 書 ・注 文請 書 が 証 明

文 書 とされ て き た。

デ ー タ交 換 取 引 の場 合 に は,上 述 の例 で メ ー カ ーが 保存 す る発 注 デ ー タ が こ

の 証 文 書 とい え る か ど うか に よ り,メ ー カ ー が先 取 特 権 を行 使 で き るか ど うか

※民法322条

※※民事執行法193条
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が き ま る。

と ころ で,ど の よ うな 文 書 が動 産 売 買 先 取 特 権 の 証 明 文 書 とい え るか に つ い

て は,書 証 説 と準 名 義 説 の 対 立 が あ り,判 例 も比 較 的 ゆ る や か に 証 明 文 書 を認

め る もの,こ れ を 厳 格 に解 す る もの が あ る。 しか しなが ら,民 事 執行 法193条

は,証 明文 書 の 種 類,要 件 を 限 定 して お らず,成 立 の真 正 が証 明 で き,売 買代

金 債権 の存 在 に関 す る 証 明 力 を判 断 す る こ とがで き る文 書で あ れ ば 証 明 文 書 と

い え る とす るの が相 当 で あ ろ う。

コ ン ピュー タ ・デ ー タ が動 産 売 買 先 取 特 権 の 証 明 文 書 とい え るか に関 す る判

例 は な く,コ ン ピュ ー タ ・デ ー タが 証 明 文 書 と い え る か ど うか 断 言 す る こ とは

で き ない が,前 述 の 大 阪 高 裁 決 定 が 記 憶 媒 体 の 文 書 性 を認 め て い る こ とか らす

れ ば,記 憶 媒 体 にっ い て形 式 的 証 拠 力 の 審 査,実 質 的 証 拠 力 の 審 査 を経 た 上で,

これ を 証 明文 書 と認 め る の が 妥 当 で は な い か と考 え る。 この よ うに考 え な けれ

ば,デ ー タ交 換取 引 に つ い て は,定 形 的 に動 産 売 買 先 取特 権 が行 使 で き ない こ

と に な って しまい,結 論 と して妥 当 性 を欠 く。

た だ,通 常 の場 合 に は記 憶 媒 体 の みで 動 産 売 買 が 行 わ れ た こ とを証 明 す る こ

とは問 題 で あ ろ うか ら,実 務 的 に は,受 発 注 デ ー タを記 録 した記 憶 媒 体 にハ ー

ドコ ピー また は生 成 文 書 を 添 付 し,更 に,デ ー タ交 換取 引 の 基 本 契約 書,納 品

書,荷 送 状 な ど,形 式 的 証 拠 力,実 質 的証 拠 力 を判 断 で きる よ うな 間 接 書 証 を

証 明す る文 書 を 添 え て 民 事 執 行 法193条 の 申 し立 て を す る こ とに な る と考 え ら

れ る。

なお,動 産売 買 先 取 特 権 に 基 づ く差 押 を す る に は,前 述 の例 で い え ば卸 問屋

とユ ーザ ー間 の 売 買 に関 す る証 明文 書 も必 要 で あ り,ま た,提 出 す る デ ー タ に

よ って,メ ー カ ー ・問 屋 間 の 売買 目的 物 と問 屋 ・ユ ー ザ ー間 の売 買 目的 物 が 同

一 で あ る こ とが証 明 さ れ な け れ ば な らな い
。

した が って,裁 判 所 に提 出 す る デ ー タ もか か る同 一 性 を証 明 す る内容 が 記 録

され てい な けれ ば な らな ず,受 注 者 と して は,こ の 商 品 の 製 造 番 号,ロ ッ ト番

号 な ど当該 動 産 の特 定 が 可能 と な る よ うな デ ー タを 取 引記 録 の 中 に保 存 してお
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く必 要 性 が あ る。

な お,本 稿 は,筆 者(室 町)が 「自 由 と正 義 」38巻1号 に執 筆 した 「民 事 紛

争 の 証 拠 ・証 明文 書 と して の コ ン ピュ ー タ ・デ ー タ」 を も と に して デ ー タ交 換

取 引 の 証 拠 に 関 して ま と め た もの で あ る。

一65一





II.電 子 取 引 の 事例 と考 察





1.電 子 取 引 の 課 題 事 例

石 油 化 学 工 業 界 は,原 料 ・中 間 製 品 を取 扱 ってい る こ とか ら,そ の 特 徴 と し

て 継続 的 取 弓L相 互 の信 頼 貼 係 を ベ ー ス と した独 自の 商 習 慣 を形 作 っ て き て い

る。

この 習慣 を 変 え る こ とな く,ご く限 られ た少 数 の取 引 先 と オ ンラ イ ンデ ー タ

交換,つ ま り電 子 取 引 を 行 って い るの が,現 在 の各 社 の 実 情 で あ る。

従 って電 子 取 引 の ル ー ル は,個 々 の 相 手毎 ある い は 自社 お よ び相 手側 の シス

テ ム に合 わせ 個 別 に取 り決 め られ,業 界 と して一般 化 され た ル ー ル又 は統 一 さ

れ た 考 え方 に は至 って い な い 。

また,電 子 取 引 化 す る場 合,受 注 か ら出 荷,売 上,支 払 い,入 金 ,入 金 照 合

な ど一 連 の 取 引 処 理 全 体 で は な く,部 分 的 に限 って電 子化 す る場 合 が 多 い。

この よ うな 場 合,例 え ば 売 上デ ー タだ けを送 信 す るよ う な電 子 取 引化 で は ,

受 信 側(例 え ば商 社)で の 省 力 化 に は 貢献 す るが送 信 側(例 え ば メ ー カ ー側)

で は省 力 化 に は結 び つ か ず,付 随 して発 生 す る作業(各 種 マ ス タ ー デ ー タ の 一

元 管理,伝 送 時 間 帯 の 管 理,デ ー タ修 正 時 の処 理 等)に よ り作業 量 が 増 加 す る

こ とが 多 い 。

一 部 分 の電 子取 引 化 で は
,そ れ以 外 の デ ー タは個 々 の シ ス テ ム で別 々 に取 り

扱 われ,個 々 で 入力 す る こ とな どか らデ ー タの不 整 合 や 入 力 の 時 間 差 に よ り ,

本 来 正 しく伝 送 され た デ ー タ の誤 デ ー タ と して処 理 さ れ る場 合 もあ り ,単 に二

重 手 間 だ けで な く余 分 な 作 業 を発 生 させ る場 合 が あ る。

従 って,電 子 取 引 化 を計 画 す る場 合 に は,受 注 か ら出 荷,決 済 にい た る一 連

の取 引 上 の処 理 全 体 につ い て 充 分 な検 討 が必 要 で あ り ,開 発 上 の ス ケ ジ ュ ール

や開 発 要員 等 の制 約 に よ る段 階 的 な 開 発 で あ って も,不 測 事 態 へ の 対 応 や法 的

考 え方 な どに つ い て,最 終 的 な電 子 取 引 の形 態 を踏 まえ て,両 者 間 で の了 承 を

と って お く(ル ール 化)必 要 が あ る。

更 に 今 後,電 子 取 引 が拡 大 し業 界 内 だ けで な く他 業 界 との一 層 の 電 子 取 引 化
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が予想 され るが,そ の際に は各業界 の特性や商慣 習 などを踏 まえた,業 界別 ガ

イ ドライ ンの整備 が重要 な課題 とな ろ う。

本章で は,こ の よ うな観点か ら電子取引 を進 め る場合 はル ール化 の必要の あ

る局面 を事例 として整 理 し,検 討可能 な範囲で 法的 な考察や対応の考 え方 など

を加 えた もので あ る。

従 って,ル ール化の局 面 としての事例 の抽 出や対応 の考 え方 について はまだ

不十分で あり,関 係者 の意 見等 を吸収 して拡充す る必要があ ると考え てい る。

なお,参 考 と して本 調査の モデル とな った石油化学 業界 で検討 中の オ ンライ

ンデータ交換の基本義 務 フ ローを巻末 に付す るので ご参照 いただ きたい。
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1.1電 子 取 引 に よ る受 発 注,資 金 決 済 ル ー ル

(1)取 引 の 成 立 と伝 送 内 容 の確 認

端 末等 か らの 発 注 行為 に対 して,い つ を 取 引 の 成立 時 点 と して 考 え た らよ い

の か 。

取 引 の 成 立 に関 して は,基 本 契 約で 個 々 の取 引 に関 す る条項 が置かれ ていない

と こ ろが 多 く,取 引の 成 立 に対 す る考 え方 は マ チマ チ で あ る。

例 えば,発 注 デ ー タの 到 着 時 あ る い は 柏 手側 の受諾 ・確 認 デ ー タ の発 信,到

着 時 な ど幾 つ かの 考 え方 が あ るが,こ れ らは シス テ ムの形 態(単 方 向型 か 双 方

向 型 か)に 左右 され る問 題 で もあ る。

ま た,受 注 側 と して は 通信 相 手 先 や デ ー タ内容 につ い て 確 認 す る必 要 が あ る。

この よ うに 受発 注 に お い て は,取 引の 成 立 時点 の 考 え方 や これ に連 動 した伝

送 内 容 等 の確 認 が 極 め て 重 要 な課 題 で あ る。

伝 送 内 容 の 確 認 に 関 し て は,IDコ ー ドとパ ス ワー ドの 併 用 に よ る 通 信

相 手 の 確認 が 一般 的 で あ る が,第 三 者 が苅 る ことの な い よ うそ の 管 理 体 制 に っ

い て責 任 を 明 確 にす るな どの 検 討 が 必 要 と思 われ る。

(対 応 の 考 え 方)

取 引 の 成 立 に関 して は,民 法 や 商 法 に照 し合 わせ て シス テムの形 態 に応 じた考

え方 を 相 互 で 了 承,合 意 す る こ とが 必 要 で あ る。

また,通 信 相 手 先の 確 認 方 法 につ い て は

① 専 用線 の場 合 は,公 衆 回 線 よ り セ キ ュ リテ ィ 上安 全 で あ り,回 線 番 号

を 指 定 間 違 い しな けれ ば 特 に問 題 が ない と思 わ れ る。

② 公 衆 回 線 の場 合 は 暗 証 番 号 方 式,コ ールバ ッ ク方 式(リ ダイ ヤル 方 式)

暗 号 化 方 式 な ど の採 用 が必 要 と思 わ れ る。

な お,参 考 まで にA社 で は発 信 時 に は コー ル バ ック方 式,受 信 時 に は暗

証 番号 方 式 を採 用 し て い る が,専 用,公 衆 回 線 に利 用 す る標 準 的 な確 認 方

法 を 設 定 す る こ とが 必 要 で あ ろ う。

デ ー タ内 容 の 確認 方 法 に つ い て は

一69一



確認 データを発 注側 に送信す る ことによ る取 引の成立時点 の法的 な側 面 もあ

るが,

① システム的に受発 信側が相互 に デー タ件数,デ ータ種別(注 文書,請 求

書 などの種別),一 連 ナ ンバ ーを伝送 して確認 す る。

② 重要 データにつ いては,確 認 デ ータを送 りかえす などの システ ム運 用面

をル ール化すべ きで ある。

(2)取 引 の完了時期

得意 先企業 よ りの注 文 データの受信,及 び受注確認 データの送信 に より成立

された個 々の取引 について,下 記 の様 なケ ースで は注文数量 と納 入数 量が一 致

しない場 合 がある。

ケース①

得意 先企業 よ りの月初の注文 は枠 と し必 要の都度 分割納入す る場 合 があ

・る。 この時各種の事 情によ り月末締切 後の注文数量 と納 品数量 て一 致 しな

い場.合が ある。

ケース② ・

液物 につ いて は運搬 中の揮発等 によ り先方検収数量 で納 入す る事が あ り,

注文数量 と納入数 量 が一致 しない場 合 がある。

この様 な時,個 々の取 引は何を も って完了 とにな され るのか?又,取 引の

成立時期 について も受注確認 データの送信 時 と して問題 がないのか。

(対 応の考 え方)

基本契約 及び個別契 約で個 々の取 引 に関 す る成立 時期 ・完了時期 の基本 的 な

考え方につ いて定 めてお く必要があ るが,詳 細 につ いては下記の様 に運 用のル

ール面で取 引形態毎 の取 り決めを行 う必要 があ る。

① 取引 の完了 を示 す完了区分を付加 した納 品 ・請求 データの送信 によ り取

引完了の確認 とす る。

② 注文数量 と納 入数量の一致 した時点 で取 引完了 の確認 とす る。

③ 当 月内に納 入 され た数量を月末 に相互 確認 し,こ れを もって取 引の完了
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の確認 とす る。

(3)取 引内容 の変更

得意 先企業 との取 引内容の変更 について受発 注 を例 に取 ると下記の3ケ ース

が あ る と考 え られ る 。

一 得意 先 一 一 製 造 メー カー ー

ケ ー ス①

[

得意先企業よりの注文データに対 して

品目,出 荷 日,数 量等を変更の上 取

引の成立となる受注確認 データを送付

する場合

ケ ー ス②

取引の成立 となる受注確認データを送

付後,製 造メーカ側の理由で品 目,出

荷 日,数 量等の変更を再び出荷時に行

う場合

ケ ー ス③

〔㌶ 竃 罐 懸受難 鋼

注文 デー タ

(新 規)

受注確認データ

(新規)

一 得意 先 一

注文 デー タ

(新 規)

受注確認 デ ータ

(新規)

受注 確認 デー タ

(変 更)

一 得意 先 一

一 製 造 メ ーカー 一

注文 デー タ

(新 規)

一 製 造 メー カー 一

受注確認 データ

(新規)

注文デ㊨ 一 「三己

上記 の ケ ー ス に お い て の変 更 可能 タ イ ミング,可 能 範 囲,処 理 方 法 に つ い て

は 作業 の 進捗 度 に よ り対 応 方 法 が異 な る が,現 状 で は担 当 者 間 の電 話 連 絡 に よ

り双 方 向 ・タ イ ム リー な処 理 が内 容 変 更 打 診 ・承 認 を含 め て実 行 され て い る。

電 子 取 引 で の運 用 を考 え た 場 合,現 在 の電 話,FAXに 比 べ 情 報 シス テ ム 及

びVANを 介 在 す る事 によ る タ イ ム ラ グの発 生,単 方 向の 連 絡 等 に よ り トラ ブ
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ル発生要因 が増大 す る。

又,製 品が需要家 の工場 原材料 のため需要家の 工場操業 に合 わせた余裕 のな

い納期 とな り誤 出荷 ・遅延 が大 きな トラブルの要因 とな るため,通 常時の 運用

に比 べ,変 更時 は受 付け タイ ミング ・変更 内容 の範囲 が非常 に重要 な問題 とな

る。

① 変更 可能範囲

得意 先企業 よ りの注文 デー タの 受信,及 び受注確認 デ ータの送信 によ り

成立 された個 々の取 引の内容 変更 について,現 在は長 年の取 引 によ る有効

的な関係及 び過去 の事例 等か ら作業 の進捗 度 ・在庫等 の有無 ・チ ャネルの

形態 を考慮 し担 当者の判断 によ り,事 前電話連絡 を適宜行 い相 互確認の 上

対応 してお り,特 に大 きな トラブル は発生 していない。

電 子取引での運 用を考 えた場 合,変 更後 の内容 について は事 前電話連絡

を必要 とす るのか,ま た変 更内容 に付いて再度 注文 データ及び 受注確認 デ

ータの送 受信 を必要 とす るのか等 によ り二重 作業等煩雑 とな り作業効率 の

面か ら問題 が ある,反 面変更 時の トラブルを考慮す る と慎 重 にな らざ るを

得 ないため非常 に難 しい問題 が ある。

(対 応の考 え方)

基本契約及 び個別契 約で個 々の取引 に関す る変更 可能範囲 の基本 的 な考

え方 を定 め るとともに,運 用面でのル ール化時 に事前連絡 を必要 とす る項

目と事後連絡 で良い項 目を取 り決め,さ らに注文 データに変 更不 可区 分の

付加,及 び受注確認 データに変 更処理 区分の付加等 によ る事 前電話 の廃止,

変更 時の相互確認 の補助 手段 にす る事等 に より変更 トラブルに対 応す るこ

とを検討す る。

② 変更 タイ ミング

取 引内容変 更の意志表示 ・承認 可否等の連 絡が情報 シス テム及びVAN

業者等 を介 在 して行 われ る場合,現 在 の担 当者間での電話連絡 に比 べ タイ

ムラグが発 生す る頻度 が高 くな る。 この事 による,納 品の遅 れ,誤 納入等
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の トラブル につ いて,得 意 先企業 と製造 メーカー間で は過 去の友好 関係 か

ら比較的話 し合 いで解決 す る場合 が多 いが,VAN業 者の原因 によ る トラ

ブルの場合,損 害賠償 につ いての責任 分担 は どうなるのか?又 事 前にV

AN業 者 の間 で どの様 な取 り決 めを行 う必要が あるの か?

製 造 メ ー カ ー

(変更連絡

未

得意先企業(商 社)

睡
(変更連絡)

済

・箔 酬

(変更連絡)
済

に対する損害

需要家 賠償は?
公 、

堅 (プ ラン ト

停 止)

(対 応の考 え方)

基本契約及 び個別契約 で個 々の取引 に関す る変更タ イ ミングの基本 的 な

考 え方を定 める とともに,運 用面で のルール化 時に変 更ケ ース毎 の変更 可

能 タイ ミングを取 り決め,伝 送 の遅延 については情報 システムの整備 を行

い自動 的に アラームを発生 し,迅 速 に得意先企業及び社 内に連絡で きる体

制 を整備す る。

(4)取 引証拠の 作成 と保存

従来 の取 引で は,契 約書や注文書,請 求 書,納 品 書等のペ ーパ ーが必ず発 生

し,こ れ らが同時に取 引の証拠 と して利 用 され る。

この ため,注 文書や領収書 などの取 引関係 書類 は法人税法 で は5年 間の法定

保存期 間が決 め られ るな ど法的な措置が講 じられ ている。

しか し,電 子取引 の目的は電子 デ ータによる受発注処理 の迅速化 とと もに,

ペーパ ー レスによ る事務処理 の合理化 を目指 す もので あり,書 類 が正で デー タ

が副 産物 とい う考 え方 では,事 務処 理 上の点検 ・捺 印 ・送 達等の合 理化 が難 し

い 上,書 類 とデータの整合確認等不合理 な問題 を生 じる。
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現 状 の オ ン ライ ン取 引 にお い て も,コ ン ピュ ー タ ・ア ウ トプ ッ トを 相 手 と捺 印

して交 換 して い る ケ ー ス もあ り,電 子 取 引 化 の メ リッ トを 生 か す 上 で 障 害 とな

ってい る。

従 って,電 子 取 引 を進 め る に あ た って は何 を,ど の よ うな形 でいつ まで取 引証

拠 と して 用 意 す べ きか な どの ル ール化 が シ ス テ ムの 効 率 化 を図 る 上で も重 要 な

課 題 とな る。

しか も・ トラ ブ・レが発 生'した 場 合 そ の よ り所 とな り挙 証 責 任 な ど に密 接 に 関

連 す るだ け に単 な る両 者 間 の合 意 だ けで は な く,法 的 な面 か ら十 分検 討 を 要 す

る問 題 で あ る。

(対 応 の 考 え方)

電 子 取 引 に お ける デ ー タ は,磁 気媒 体(磁 気 テ ー プ,磁 気 デ ィ ス ク等)に 記

録 され て い る の が 通常 で あ る。

磁気媒 体 の記録 としての妥 当性につい ては法的な問 題 も含 め,改 ざんが容易

で あるなどの問題点 はあ るものの,こ れを押 し進 めてい く必要が
、あろ う。

また,電 子捺印 による認証 システムの導入 など技術進展 に合わせて対応 も考

慮 する必要 があるので はないか。

⑤ 資 金 決 済

① 期 日現 金の債権 確定

売買 契約が成立 したの ち,物 品 の引渡 しがお こなわれ る。 引渡 しの完了

後代金 の回収 がお こなわれ るが,回 収 方法 と しては通常,手 形 と現 金が あ

る。

現金で は,指 定 した期 日に支 払 われ る期 日現 金 とCBD/COD(出 荷

前/出 荷時現金)が あ る。

石 油化学業界 で は,製 品の売買 価格 が仮単価で契約 され 正価 格 が決 定 さ

れ るの は,後 にな る場合 が多 い。 この ため期 日現金で は ,起 算 日以降 で も

支払 い金額 の修 正 が行 われ ることに な り,債 権 の確定 が出来 ない場合 があ

る。

一74一



電子取 引で決済を行 う場合,こ の様 に債権 が決定 しない取 引 があ ると両

者 間での デ ータ伝送処 理が複雑 にな ると共 に,誤 解によ るデー タの差異 が

発生 す る場合 があ る。

(対 応 の考 え方)

電子取 引で期 日現金 を取 り扱 う場 合 には,次 の ような点 に注意 を し事前

に相手側(商 社)と 充分に調整 してお く必要が ある。

・期 日現 金で あって も,現 金確定 日を両者 間で決め てお く。例 えば当 月

末で一旦 支払 い額 を確定 し,そ のデータを確定値 と して商社側 か ら伝

送 す る。

・期 日以 前に単 価等の修 正が発生 し支払 い額 に変更 が生 じた場合 には
,

現金確 定 日以 前で あれば商社側で データ変更 し,そ の額 を現 金確定 日

に伝 送す る こととす る。

・単価等 の修 正 が現 金確 定日以 降 に発 生 した場合には ,そ の差額 だ けを

調整 金 として商社側 でデータを作成 し,伝 送することとす る。

② 両者間(商 社:メ ーカー)の デー タ不一致 による決済の遅滞

商社経 由での取 引形態で,そ の取 引形態の 全体(受 注か ら支払 いまで)

が電 子取 引化 され ている場合,通 常製品毎の価格 マスター等取 引 上に必須

の情報 については,事 前 に両者 間での合意が とられそれぞれの システム上

にマ スターデー タと して管理 されてお り ,こ の データに もとず き一連 の 受

送信 がお こなわれ る。

電子取 引化 され てい る場合の決 済処理 で は,月 次単位で一括処理 され る

場 合 がおお く,こ の場合一部 デー タの不一致 に よって も決済全体 が遅滞 し

て しま うことがおお い。例えばA商 社 とB化 学 の間で月次数千件/数 十億

の 取 引 が あ り電 子 取 引化 され て い る場 合 に,ど れ か一 件 の 価 格 が 両

者間 で異 な っていた場 合に合計額 が一致す るまで全体の決済 をお くらせ る

場 合 があ る。

(対 応の考 え方)
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電 子 取 引 で は,価 格 情 報 等 の マ ス ター デ ー タの 保 守 ・管 理 に対 す る シス

テ ム化 に充 分の 注 意 を払 う必 要 が あ るの は 当然 で あ るが,そ れ 以 外 に もマ

ス タ ー デ ー タの 変 更 時 に お け る連 絡 ・確 認 の方 法 ・体 制 を充 分 に 議 論 して

決 定 してお くと と もに マ ニ ュ アル 化 を して お く こ とが 好 ま しい。

しか し,件 数 が非 常 に多 い こ と又 価 格 変 動 が 激 しい な どか ら両 者 間 の デ

ー タ の不 一 致 が発 生 す る こ と も想 定 して お く必 要 が あ る。 と くに両 者 間 の

差 異 が 全体 額 に比 べ て非 常 に小 さい 場 合 な ど は,一 旦 ど ち らか の デ ー タ を

基 に して仮 決済 して お きそ の 後 原 因 を 追 求 す る な どの手 段 が とれ る よ うな

契 約 を考 慮 して お く必 要 が あ る。 そ の た め に は,仮 決 済 を 容認 す る差 異 の

幅 や仮 決 済 時 の額 の 決 定 方 法 に つ い て充 分 検 討 して両 者 間 で 合 意 して お く

必 要 が あ る。

③ 銀 行 振 込 デー タ と請 求 デ ー タの 照 合

受 注 した 製 品 を,顧 客 の 指 定 した場 所 に 納 入 した の ち,メ ー カ ー側 は,

顧 客 先(商 社)に 対 して請 求 書 を 発 行 す る。(電 子 取 引 化 され て いれ ば,

請 求 デ ー タの 送 信 がお こな わ れ る)こ の請 求 に 対 し顧 客 先 は,契 約 で 決

め られ た支 払 い方 法 で メ ー カ ー側 に支 払 い を 行 うが,通 常 は銀 行 振 込 がお

こな われ 振 込 額 が銀 行 よ り,メ ー カ ー に連 絡 され る。

顧 客(商 社)か らの 銀 行 に対 す る 振込 デ ー タは,銀 行 か らの 入 金 連 絡

(電 話,端 末 機 等 を通 じて)に よ りメ ー カ ー につ た え られ る 。 メ ー カ ー側

で は この デ ー タ を も とに,自 社 の 請 求 デ ー タ と照 合 をお こな っ て い る。

しか し銀 行 か らの 入 金 連 絡 は,個 別 の請 求 の 単 位 と一 致 して い る わ けで

な く,振 込 先(商 社,顧 客)単 位 の合 計額 で あ り請 求 番 号 に 対 応 す る情 報

は得 られ ない 。

この ため,デ ー タの 照 合(自 社 シ ス テ ム デ ー タ の消 し込 み)作 業 に は非

常 に 多 く人 手 を要 して い る場 合 が お お く,ま た両 者 間 で の誤 解 が発 生 す る

原 因 にな る場 合 が多 い。

(対 応 の考 え方)
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発 注 か ら支 払 い まで の 取 引 が電 子 取 引化 され る場合 で は,下 記 の よ うな

手段 を取 る こ と によ り照 合 作業 の 効率 化 が 図 れ る。

・請 求 デ ー タを 自社 シ ス テ ムか ら商 社(顧 客)シ ス テ ム に送 信 す る場 合

に 自社 の 請 求 番 号 を請 求 単位 毎 に つ けて送 信 す る。

・商 社(顧 客)シ ステ ム側 は,支 払 い デ ー タ送 信 時 に は,上 記 の請 求 番

号 を その まま デ ー タ に 付加 して 送 りかえ す 。

・メ ー カ ー側 は,個 別 の 照 合 は この 請 求 番 号 を もと に行 い,合 計額 だ け

を 銀 行 か らの 通 知 額 で 確 認 す る。

以 上の よ うに,一 連 の取 引 が電 子 取 引 化 され て いれ ば,照 合 作 業 の シス

テ ム化 もか な り可能 で あ る。 しか し,相 手側 の デ ー タを信 頼 す る こ とか ら

成 り立 っ て い るの で 事 前 に 社 内及 び両 社 間で の 充 分 な 合意(特 に不 一 致 が

発 生 した場 合 の対 策 等)が 必 要で あ る。

④ 電 子 取 引化 に お け る 金 融機 関 との か か わ り

金 融 機 関 にお け る第3次 オ ンライ!化 がす す め られ て お り,各 種 メ デ ィ

アを活 用 した サ ー ビス や対 外 ネ ッ トワー ク接続 が 進 め られ てお り,こ れ に

よ り フ ァ ー ムバ ンキ ン グ等 の サ ー ビス が 提供 され て き て い る。 ま た,企 業

間 の 電 子 取 引 が 進展 す るに 従 い,金 融機 関 シ ステ ム との 関 連 は益 々 重 要 に

な って きて い る。

現 行 の 金 融 機 関 が 提 供 して い る各 種機 能 は,個 人 ベ ー ス での 処 理 が 中心

に考 え られ て お り企 業 が 電 子 取 引 を 積 極 的 に展 開 して い くに は,い まだ 多

くの問 題 点 が あ る。 電 子 取 引 だ けを と らえ て も,以 下 の よ うな問 題 点 が あ

る。

・振 込 手数 料 は ,一 件 当 た りで き ま って い るの で,企 業 間 の 振 込 で は異

な る 取 引 内 容 で,多 数 の取 引 が存 在 す る場 合 に は合 計 額 を一 件 に ま と

め て 振込 を行 う場 合 が 多 い 。 この た め各 企 業 と も個 別 の請 求 デ ー タ と

振込 デ ー タ との 照 合 作業 に多 くの 労 力 を 要 して い る。

・口座 名義 人 が カ ナ 文 字 表 示 で あ り企業 シ ス テ ムの処 理上,コ ー ドの変換
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の必要 が生 じた り,カ ナ文字表現で は同一 法人名 となる ことによる確

認 作業等の発 生。

・現行 の ファー ムバ ンキ ングの サー ビス機能 は ,基 本的 には従来の電話

等人手 を介 した通知 連絡を置き換えたにすぎず,企 業 と しての事務効 率

化 には結 びつかな い。

(対 応の考 え方)

今後 ファームバ ンキ ングが普及促進 され るには,企 業 システ ム との適切

な連動 が必須で あ り,上 記の問題点 において も以 下の よ うな改善 が望 まれ

る。

・企業間 の振込 につ いては,一 件毎 に手数料 がかか る現在の手数料 の考

え方 を変更 し,例 え ば手続 き単位(複 数件数 を一度の手続 きで振 り込

む)に 手数料 を設定 する等 が考 え られ る。

・全国法人 企業 の コー ド体系 の標準化 が必 要で あ り,こ の コー ドによ る

口座名義人 の確認。

・通知連絡 の機 能を 改善 し,入 出金取 引明細 データに企業側で 照合に必

要 となる企業 コー ドや振込 デ ータに付加 した請求番号等の通知機能等

を提供 する。
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1.2シ ス テ ム の 運 用 ル ー ル

(1)コ ー ド等 の 変 換

電 子 取 引運 用 上の コ ー ド変 換 情 報 に つ い て 受発 注 を例 に取 る と共通 情 報 と し

て 下記 の 種 類 が考 え られ る。

① 組織 に関 す る 情報

→ 注 文 ・受注 確 認 デ ー タ等 に関 し,会 社 部 署 を 表 す 情 報

(例)会 社 識別 コ ー ド,部 署 コ ー ド

② 物 流 に関 す る情 報

→ 何(製 品)を い くつ ,ど こへ 納 入 す るか の情 報

(例)製 品(荷 姿 ・容量)コ ー ド,納 入 先(需 要家)コ ー ド,

納 入 先(需 要家)社 名 ・住 所

③ 南 流 に関 す る 情 報

→ 支払(請 求)先 コ ー ド,価 格,決 済 条 件(期 間 ・種 類)

上記 の コ ー ドにつ い て は,社 内 に お け る取 扱 い コ ー ドが異 な る ため ,コ ー ド

の 変 更 作業 が発 生 す る。 製 品 コー ド,納 入 先 コー ドにつ い て の 改廃 頻 度 は高 く ,

又 そ の 数 も多 い た め,ト ラブル の 発 生 頻 度 も高 くな り運 用 に当 た って は 充 分 な

検 討 を 必 要 とす る。
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尚,コ ー ド変 換 の 実 施 につ い て は 下記 の ケ ー ス が考 え られ る。

ケ ー ス ①

ケ ー ス ②

得意先
企業

VAN業 者

._;
『 製 造

メ ー カ ー

得意先
企業_ コ ー ド変 換

製 造

メ ー カ ー

ケ ー ス③

ケ ー ス ④

得意先企業
コ ー ド変 換

製造
一 メ ーカー

西
↓

先
繰

礁

一

製 造

メ ー カ ー

得意先
企業 『

製 造

メ ー カ ー

組織 に関す るコー ド,製 品 に関 す る コー ドに つ い て は,得 意 先 企業 及 びVAN

業 者で 変 換 の 上,注 文 デ ー タ の 中 に製 造 メ ー カ ー側 の コー ドを 付加 して 送 付 さ

れ る場 合 が あ るが

① 組織 に関 す る コー ド

これを間違 い,関 係 ない部 署 に出 力 され 又,そ れ を そ の 部 署 の 担 当 者 が気

付か ず 納 品 が遅 れ た場 合 。

メ ー カ ー

A課/
(出 力 されず)得意先

企業 →B課
で送付

,課/享 勤 ののみ
(出力 された)
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② 製 品 等 に関 す る コ ー ド

これ を 間違 い,間 違 った 製 品 が 納 入 され トラ ブル を お こ した 場 合 。

日頃 は製 造 メ ー カ ー側 で も注 意 して お り,ミ ス も事 前 に発 見 し変 更 の上 対 応

して い た が,あ る時 失 念 した た め トラ ブル を お こ した場 合 の問 題 を 含 め非 常 に

難 しい 問 題 で あ る。

(対 応 の 考 え方)

基本 契 約 及 び個 別 契 約 で個 々の 取 引 に関 す る変 更 可能範 囲 の 基本 的 な考 え方

を 定 め る と と もに,運 用 面 で の ル ー ル化 の 時 に コ ー ド変 換 ミスの発 生 ケ ー ス を

相互 確 認 の 上,情 報 シス テ ム の整 備 を お こ ない チ ェ ックを 強化 し,発 生 時 の 対

応 を 迅 速 に で き る こ とを 検 討 す る。

・ ① 組 織 毎 に取 り扱 う製 品 を チ ェ ック し,該 当 外 製 品 が発 生 した場 合 は ア ラ

ー ム を発 生 し迅 速 に 得 意 先 企業 に 連 絡 で き る体 制 を整 備 す る。

② コ ー ドデ ー タ と文 言 デ ータを発 注 デー タに含 み,取 引 特 性 に応 じ使 い 分 け

る こ とに よ り運 営 の 安 定化 を 図 る。

② シ ス テム の稼 働 時 間 と タ イ ミン グ

電 子 取 引 を2社 で 実 施 す る時,VANの 使 用 に か か わ らず 同 社 で シス テ ム運

用 の 詳 細 を 事 前 に決 定 す る必 要 が あ る。 その 中 に伝 達 シ ス テ ム の稼 働 時 間 と伝

達 タイ ミ ング が あ る。 両 社 の稼 働 時 間 が異 な る と必 要 な デ ー タ も送 受 信 が不 能

で あ り,両 社 の 伝 送 タイ ミン グへ の 要求 が異 な る と必 要 時 に デ ー タを 送 受信 す

る こ とが 不 能 と な る。

2社 の コ ンピュ ー タ稼 働 時 間 の 差 異 には 次 の点 が 上げ られ る。

① 運 用 日 の違 い

年 間 稼 働 時 間 の 違 い だ けで な く,土 曜 日が隔 週 休 日で あ った り,毎 土 曜

日が 休 日 の場 合 ま た完 全 週 休2日 制 を採 用 して い る会 社 も多 く,土 曜 日の

扱 い は様 々で あ る。 また,5月 の連 休 ・夏期 休 日の 期 間 の違 い,年 末年 始

休 日の 違 い等 コ ン ピ ュ ー タ運 用時 間 は 必ず 異 な る もの と考 え て お か ね ば な

らな い。
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② 運 用 時 間の 違 い

通 常 日の伝 送 時 間 に つ い て もオ ンラ イ ン開 始 ・終 了 時 間 に違 い が あ り,

また 昼 休 み の時 間 ・時 間帯 が異 な る。 また,言 葉 の 定義 の 問題 か ら引 き起

こされ る違 い も存 在 す る。

例 え ば,「1日 」 の 単 位 が 「0:00～ ユ2:00」 とい う会社 と,「9:00～

翌 日9:00」 と判 断 して い る会社 が あ り,「 当 日中 」送 信 とい うル ール で

の送 信 処 理 が 「当 日」 の 認識 違 い に よ り シ ス テ ム が 正 常 に稼 働 しな い ケ ー

スが起 こ る。

③ 時 間外 の処 理 の 違 い

営 業 オ ン ライ ン時 間 の 終 了時 間 を 決 め て い る が,駆 け込 みオ ー ダ ー も多

く 「電 子 取 引 」 と して の 送 受信 時 間 が一 定 と な らな い。 終 了 時 間 に 間 に合

わ な か った デ ー タ の 扱 い に つ い て は,翌 日処 理 へ の 繰 越 ル ー ル が あ る。 し

か し,ル ール の 徹 底 を 欠 い た り微 妙 な タイ ミ ングで の送 受信 で は,利 用者

か ら 「自社 の オ ン ライ ン シ ステ ム に は 入力 した が,相 手 先 にはデータが届 い

て い な い 。」と い う ク レー ム が 出 る ケ ー ス もあ る。

ま た,受 信 側 の バ ッチ処 理 を 遅 らせ る こ とに よ り対 処 す る こ と もあ る が,

「遅 れ る こ と」 の 連 絡 ・オ ペ レー シ ョ ンとの 特 殊 処 理 等 運 用処 理 上煩 わ し

く感 じ られ,ト ラ ブ ル発 生 の 原 因 とな る。

④ 伝 送 サ イ ク ル

「電 子 取 引 」 処 理 につ い て,リ ア ル処 理 を 基 本 と して い る会 社 ・バ ッチ

処 理 を 基 本 とす る 会 社,ま た,リ アル(瞬 時)に 必 要 なデ ー タ ・バ ッチ

(大 量 デ ー タ)処 理 が適 当 な デ ー タ に よ って,伝 送 サ イ クル の取 り決 め が

必 要 とな る。 また,こ の伝 送 サ イ クル は 基本 構 想 策 定時 に決 定 す る必 要 が

あ り,変 更 も容 易 で な い等 シス テ ム構 築 上で の キ ー ポ イ ン トで あ る。

(対 応 の考 え方)

① デ ー タ交 換 の 運 用 日 ・運 用時 間 の 詳 細 ・時 間 外 処 理 の取 り扱 い ・伝 送 サ

イ クル 等 を 決 定 ・成 文 化 し確 認 す る。 ま た,年 ご とに更 新 ・確 認 を 両社 で
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定 期 的 に実 施 す る。

② その た め に窓 口 を一 本化 し,日 頃か らの連絡 体制 を 明 らか にす る必 要 が

あ る。

③24時 間 稼 働 のVANを 利 用 す る等,常 時 「電子 取 引 」 が 可能 とな る 体制

確 立 と,第3者 か らの 確 証 がで き る形 態 を と る。

な ど が考 え られ る。

た だ 以 上の 解 決 案 を実 施 して い く上 で も,

① 送 信 側 に と って送 信 処 理 が 終 了 した こ との確 証

② 受 信 側 に と って 受信 処 理 が終 了 した こ との 送信 側 へ の確 証 ・確 認

の 検 討 を ど うす るか,ま た

③ 「電 子 取 引 」 と して どの 時 点 で この 取 引 が成 立 した とみ な され るの か

が,確 認 ・確 証 以 上 に異 常 時 処 理 や 稼 働 時間 の 違 い に対 す る解 決 案 の基 本

と な る。

(3)デ ー タの 流 れ と起 動 方 法

電 子 取 引 に はデ ータ 内容 ・業務 種 類 ご とに,デ ー タの方 向 性 が 問 題 とな る。

ま た,実 デ ー タを伴 わ な い確 証 と して の デ ー タ送信 もあ り,方 向 性 は よ り複 雑

と な る。ま た,デ ー タの 準 備 ・デ ー タの 送 受信処 理 ・デー タ受 領 確 認 と大別 さ

れ る が,送 信 処 理 の最 初 の トリガ ーを 引 くと費 用が 掛 か る と い う問 題 が あ る。

① どち らの 会社 が送 信 要 求 の 起 動 を か け るの か

業 務 種 類(ト ラ ンザ ク シ ョ ン種 類)や デ ー タ内容 ご と に 「ど ち らが 伝送

処 理 の イニ シ アテ ィ ブを と るの か?」 「デ ー タを 必 要 とす る側(受 信 側)

が 用 意 す るの か?」 を決 め る必 要 が あ り,こ れ は主 に回 線 使 用 料 を 「ど ち

らの 会 社 が 負 担 す るの か 」 の 問題 で あ る。

② も しデ ー タ 受信 側 が起 動 を か け る場 合,事 前 準備 が送 信 側 に必 要 とな る

が,そ の た め バ ッチ処 理 が主 体 と な り,瞬 時 の デー タ 交換 が で きな い 。

③ デ ー タの 重要 性 ・デ ー タの 緊急 性 ・デ ー タ受信 処 理 の方 法 に よ り,両 社

か らの デ ー タ 交換 の 回 数 へ の 要 求 は異 な る。理 想 と して は 瞬 時 に 自社 の デ
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一 夕が必 要 時 に は相 手 側 に伝 え られ る こ とが ,ま た相 手 よ り得 られ る こ と

が望 ま しい が,条 件 的 に合 致 しな い場 合 も多 い。

④ デ ー タ漏 れ を防 ぐ方 法 と して デ 一 夕二 重送 信 を 防 ぐ標準 フ ロー は な に か?

デ ー タを送 受信 す る場 合 デ ー タ伝 送 漏 れ(オ ・一 ダ ー漏 れ 等)と 二 重送 信

(オ ー ダ ー ・ダ ブ リ)を 防 ぐこ と が重 要 で あ る。 そ こで 下 図 の よ うな標 準

フ ロ ーを 作成 し,送 り漏 れ が な い よ う に しな くて は な らな い。

送 信 側 方 向 受 信 側

送 信 デー タの準 備

A

前 データ送信未済 チェ ック

送信 データの確認

← 送 信 要 求

送 信 処 理 → 受 信 処 理

送 信 完 了 → 受 信 完 了

← 受信完了報告 完了INF+チ ェ ック項 目

送 信 確 認 処 理

フ ァ イ ル の ク リ ア 二重送信防止

⑤ 上記 の標 準 フ ロ ーで 残 る問 題 点 と して,送 信 側 で送 信 デ ー タを 用意 して

も,受 信 側 が トリ ガ ーを 引か ず,デ ー タ送 受信 が 開始 され な い とし)う こと

が 上 げ られ る。 こ の場 合,「 契 約 と して 成立 す るの か ど うか?」 「ま た,

送 信 側 と して ど の よ うな形 でr用 意 が約 束 どお り済 ん で お り通 信 可能 とな

っ て い る こ と 』の 確 証 を 残 す べ きか?」 とい った 問 題 が あ る。

(4)例 外 処 理 の運 用

① 名 目の み の 商 社 扱 い につ い て

販 売 の 契 約 上で は 得意 先企 業(商 社)経 由で あ るが,実 際 の注 文 は顧 客

(需 要 家)か ら直 接製 造 メ ー カ ー に 入 る場 合 が あ る。 この よ うな 場 合,得

意 先 企 業(商 社)は 債務 保 証 及 び売 掛 金 回 収 の た め に介 在 す る こ と に な る。

-84一



得意 先 企 業(商 社)と 製 造 メ ー カ ーの 間 で 電 子 取 引を 行 う場 合,納 品 ・請

求 デ ー タ か らの電 子 取 引 と な り,製 造 メ ー カ ー と して は余 り メ リ ッ トが な

く,電 子取 引 を行 う場 合 は基 本 契 約 及 び 個 別 契 約 を変 更 の 上,得 意 先 企業

(商 社)経 由 とす るか,又 は顧 客(需 要 家)と 直 接電 子取 引 を行 う こ と と

な る。 この 様 な 注 文形 態 は他 の注 文 デ ー タ と異 な った 流 れ に な るた め,シ

ス テ ム に対 す る入力 が 両者 の シ ステ ムで 個 々 に実 施 され る な ど運 用 ル ール

が異 な るた め,二 重 手 間 に な るの み で な く誤 連 絡 や誤 入力を生み,ト ラブル

の 原 因 と な る問 題 が あ る。

(対 応 の 考 え方)

販 売 の契 約 上で は 得意 先 企業(商 社)経 由 で取 り扱 うこ と に な って い る もの

は,極 力 正規 の ル ー トで 取 り扱 う事 を 徹 底 す る様,社 内お よ び 関係 先 との 調 整

を 充 分 に行 う と伴 に,直 接,顧 客(需 要 家)と 電 子 取 引を 行 った場 合 の 運 用ル

ール 化 ,情 報 システ ム化 の 検 討 を して お く必 要 が あ る。'

基 本 的 な考 え 方 と して は,得 意 先 企 業(商 社)へ の連絡 を 行 い 注 文 デ ー タの

入 力 は 得意 先 企 業(商 社)側 で 行 い,伝 送 す る こと が好 ま しい が,直 接,顧 客

(需 要 家)と 電 子 取 引 を行 う場 合 は,注 文 デ ー タの逆 転 送(製 造 メ ー カ ーか ら

得 意 先 企業(商 社))を 行 う機 能 を 付加 す るな ど,得 意 先企 業(商 社)及 び顧

客(需 要 家)に 対 して電 子 取 引 の 取 決 め が 可能 に な る様,検 討 が 必 要 で あ る。

② 緊 急 オ ー ダ ーの 取 扱 い につ い て

得 意 先 企 業 と製 造 メ ー カ ー間 で 電 子 取 引 が 実 施 され た場 合,運 用 の効 率.

面 及 び コ ン ピュ ー タの 接続 方 法(フ ァ イル転 送 一 バ ッチ処 理)な ど を考 慮

し,処 理 サ イ ク ル(伝 送 サ イ ク ル)を 事 前 に取 り決 め運 用 す る こ と とな る

が,顧 客(需 要 家)よ りの 注 文 が緊 急 オ ー ダ ーの場 合,処 理 サ イ ク ル(伝

送 サ イ クル)に 間 に合 わ な い た め,担 当 者 間 の電 話 連 絡 に よ り注 文 が行 わ

れ,製 造 メ ー カ ー側 で の処 理 後,電 子 取 引 に よ る注 文 デ ー タが 送 付 され る

こ と とな る。 他 の注 文 デ ー タ と異 な った 流 れ と な るた め,入 力 が 両 者 の シ

ス テ ム で個 々 に実 施 され る な ど運 用 ル ール が異 なる た め,二 重 手 間 に な る
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の み で な く誤 連 絡 や誤 入 力 を 生 み トラ ブル の原 因 とな る問 題 が あ る。

(対 応 の考 え方)

緊 急 オ ー ダー に つ い て も極 力 正 規 の ル ー トで 取 り扱 う事 を徹 底 す る様,社 内

お よ び 関 係 先 との調 整 を 充 分 に行 う と伴 に,緊 急 オ ー ダー に対 応 す る場 合 の 処

理 方 法 に つ い て,事 前 に相 互 確認 の 上運 用の ル ー ル化 を して お く必 要 が あ る。

① 注 文 デ ー タに 緊 急 オ ー ダ ー連 絡 済 の 区 分を 付加 す る と共 に,製 造 メ ー カ

ー側 の 処 理 ナ ンバ ー を 付加 こ とに よ り トラ ブルの 防止 に努 め る

② 注 文 デ ー タを 入 手せ ず,各 自 の み の 商 社 扱 い と し,注 文 デ ー タの 逆 転 送

(製 造 メ ー カ ー か ら得 意 先 企 業(商 社))を 行 い,注 文 デ ー タ に緊 急 オ ー

ダ ー処 理 済 の 区 分)を 付 加 す る こ と に よ り トラブ ルの 防止 に 努 め る。

な どの 検 討 を行 う必 要 で あ る。

③ 休 日稼 働 の 問 題

運 用 日の 違 い(A社 は隔 週 土 曜 日 が休 日でB社 は毎土 曜 日 が休 日 な ど年

休 の 違 い)に よ り,通 常 は得 意 先 企業(商 社)経 由 に よ り注 文 が行 われ る

が,得 意 先 企業(商 社)が 休 日 の た め,注 文 が顧 客(需 要 家)よ り直 接 製

造 メ ー カ ー に 入 る 場 合 が あ る。

この 場 合,得 意 先 企業(商 社)と 製 造 メ ー カ ー間 が 電 子 取 引 化 され た場

合

① 注 文 デ ー タ が ない 取 引 は成 立 す るの か?

② 他 の デ ー タ と異 な った 流 れ にな るた め,製 造 メ ー カ ー側 で 処 理 後,

得意 先 企業(商 社)で 処 理 が 行 われ る な ど,他 の 注 文 デ ー タ と異 な

った 流 れ と な るた め,二 重 手 間 に な るの みで な く誤 連 絡 や 誤 入力 を

生 み トラ ブル の 原 因 と な る 問 題 が あ る。

(対 応 の 考 え方)

販 売 の 契 約 上得 意 先 企 業(商 社)経 由で 取 り扱 うこ とに な って い る もの は,

極 力 正 規 の ル ー トで 取 り扱 う事 を 徹 底 す る様 に社 内 及 び関係 先 との 調 整 を 充分

に行 う と伴 に,直 接 に 注 文 が 入 った 場 合 の 処 理 方 法 につ い て,事 前 に相 互 確 認
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の 上運 用 の ル ール化 を して お く必 要 が あ る。

① 注 文 デ ー タに 休 日オ ー ダ ー連 絡 済 の 区 分 を付加 す る こ と に よ り,製 造 メ

ー カ ー側 で の注 意 を促 す こ と に よ り トラブ ルの 防止 に努 め る
。

② 注 文 デ ー タを 入 手せ ず,各 自の み の 商 社 扱 い と し,注 文 デ ー タ の逆 転 送

(製 造 メ ー カ ーか ら得 意 先 企業(商 社))を 行 い,注 文 デ ー タ に休 日オ ー

ダ ー処 理 済 の 区 分)を 付加 す る こ と に よ り トラ ブル の 防止 に努 め る。

な ど の検 討 を 行 う ことが 必 要 で あ る。
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1.3費 用 の負 担 ル ー ル

電 子 取 引 を 行 う 上で の 費 用 は大 き く分 け て ① 開発 費 用,② 運 用 費用,③ 異

常 時 の 費 用 の3つ が考 え られ る。

これ らの 費 用負 担 の 考 え 方 は シス テ ム形 態 に 依 存 す る部 分 も多 い が,問 題 と

な るの は一 方 的 に弱 い立 場 に あ る もの が 負 担 を しい られ る こ との な い よ う費 用

負 担 の考 え方 を ル ー ル 化 す る こ とで あ る。

また,③ に関 して は 賠償 責 任 が 付 随 して 発 生 す る もので あ り,法 的 な考 え 方

に立 った 対 応 が必 要 とな る。

(1}開 発 費 用

開発 費 用 の電 子 取 引 を 行 うに あ た り,相 互 の ネ ッ トワ ー ク ・シス テ ム を構 築

す るた め の ハ ー ド,ソ フ ト等 の 初 期 費 用 で あ る。

原則 的 に は電 子 取 引 に よ って相 互 に メ リ ッ トが発 生 す る た め,各 々 の シ ステ

ムの 開発 費 用 は各 々 が 負 担 す べ き と考 え え れ る。

しか し,取 引 上 の力 関 係 等 に よ りい わ ゆ る シス テ ム の押 しつ け(例:特 定仕

様 の 専 用 端 末機 指 定)に よ る費 用 の一 方 的 負 担 が発 生 す る こ と も考 え られ る。

ま た,業 界 共 同 シ ス テ ムで の 開発 費 用 の 負 担 あ るい は シス テ ム構 築 後 の 参 加

者 に対 す る 費 用負 担 の 考 え 方 な ど もケ ー スバ イ ケ ー ス とは 思 え る が,ル ー ル化

す べ き大 切 な局 面 と して 考 え られ る。

② 運 用 費 用

人件 費 や電 力,消 耗 品 な ど各 シス テ ム 内で 発 生 す る運 用 費 用 は各 々 で負 担 す

べ きで あ る。

た だ し,専 用線 を利 用 してい る よ うな 場合 に は 公衆 回 線 と請 求 方 法 が異 な る

の で,費 用 負 担 につ い ての 合 意 が必 要 とな る。

一 般 的 には ,公 衆 回 線 は電 話 と同 様 発 信側 で 費 用負 担 し,専 用線 の場 合 は折

半 と して い るケ ー スが 多 い。

また,相 手側 の 都 合 に よ って シス テ ム 構 成 や プ ログ ラム の変 更 等 の 費 用 が発

生 す るケ ー ス と して,以 下 の よ う な もの が考 え られ る。
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① 商 品 コ ー ド等 の 追 加,変 更 に よ る テ ー ブル 等 の修 正,変 換 な ど

② 伝 送 フ ォ ー マ ッ ト等 の変 更 に よ る プ ロ グ ラムの修 正

③ 相 手側 シ ス テ ム の リプ レー ス等 に伴 う 自社 システム の ハ ー ドウ ェ ア等 の

変 更

この うち,① に つ い て は か な りの 頻 度 で 発 生 す る ことが 考 え られ,あ るケ ー

スで は売 手 と買 手 の 力 関 係 か ら コー ド変 換 は売 手側 の 企業 が行 う と割 切 って い

る。

ま た②,③ に つ い ては 発 生 した場 合,相 当 の 作業 お よ び 費 用の 発 生 が 予 想 さ

れ るの で 十 分 な 検 討,合 意 が必 要 とな る。

な お,流 通 業 界 に は シス テ ム の運 用 経 費 負 担 と して1件 い く ら とい う形 で 処

理 料 を 負 担 さ せ て い る よ うな こ と も聞 い て お り,こ の よ うな形 が適 正 か ど うか

も問題 で あ る。

③ 異 常 時 の 費 用 負 担 と賠 償

電 子 取 引 に お い て 異 常 が発 生 す るケ ー ス は幾 つ か考 え られ るが,次 の2つ に

つ いて その 際 の 責 任,賠 償 範 囲,費 用 負 担 な ど の 問題 を指 摘 す る。

① 通 信 回 線 や ハ ー ド,ソ フ トの異 常

先年 東 京 世 田谷 で 発 生 した ケ ー ブル 火 災 に よ る通信 途 絶 の よ うな通 信 回

線 上の 異 常,あ るい は シ ステ ム の基 本 とな るOSや ア プ リケ ー シ ョン ・プ

ロ グ ラム の バ グに よ り シ ステ ムが 機 能 を停 止 して しま うケ ー ス が あ る。

前者 の 場 合,そ の復 旧 費 用 は通 信 手段 を 提 供 してい る企 業,つ ま り キ ャ

リア かVAN事 業 者 が 負 担 し,利 用側 で は その 際の 損 害 賠 償 が問 題 と な る。

ま た,メ ー カ ーの 提 供 す るOSや ソ フ トウ ェア会 社 が 作成 した プ ロ グ ラ

ム に 問題 が あ るよ うな 場 合,同 様 に これ らの 企業 に損 害 の 一 部 を 負担 させ

る こ とは 可能 で あ ろ うか 。

い ず れ に して も,障 害 が発生 した場合 の代 替 手段 と して フ ァ ッ クス,電 話'

等 を 利 用 し,電 子 取 引 本 来 と異 な る処 理 作業 を行 うため,各 種 の作業や費用

の 負 担 が 発 生 す る。
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原 則 的 に は,こ の よ う な障 害 を 発 生 させ た側 で費 用の 負 担 を行 い,こ れ

に よ って発 生 した 損 害 の 賠 償 に つ い て協 議 す る こ とが必 要 に な る と思 われ

る。

しか し,こ れ らに つ い て は 費 用 や 損 害 の 立 証 が極 め て難 しい もの で あ り

又 ど こまで を賠 償 の範 囲 に して考 え た らよ いか が不 明 確 で あ る。

② デ ー タ の不 良 等 に よ る異 常

この ケ ー ス は不 良 が わ か らな い まま に事 態 が進 行 して 思 い が け な い 大 き

な損 害 に つ な が るの で① の ケ ー ス に 比 べ て よ り注 意 を要 す る。,'

TELフ ァックx
-_[憂]＼ 品物

商社の
システム 通信回線

メ ー カ ー

の システム 通信回線 物売会社

商 社 のイ ンプ ッ トミス(品 名 納 入 先 納 期,数 量)

プ ロ グ ラ ム ミス,オ ペ レ ー シ ョ ン ミス

納期遅れ→需要家の生産ストップ

品物違い→不良品生産

納入先違い→納期遅れ又は

物流費のムダ

↑
需要家か らの ク レーム対象 となる。

上図 に 示 す よ うに,商 品 の デ ー タ が 上流 で 間 違 っ て イ ンプ ッ トされ る と下 流

の各 段 階 で はチ ェ ック さ れ ず(単 な る イ ンプ ッ ト ミス と は異 な り,原 デ ー タ が

間 違 って い る場 合 チ ェ ック が極 め て難 しい),場 合 に よ っ て は本 来 発 注 を 意 図

した もの と異 な る もの が 需 要 家 に届 け られ て しま う こと が起 る。

需 要家 が 気 付 か ず に そ の ま ま利 用 す れ ば,不 良 品 を発 生 させ,更 に次 の 企業

に納 品 され て加 工度 の 高 い 製 品 に な って か ら不 良 が判 明 す る と連 鎖 的 に損 害 の

及 ぼ す範 囲 や金 額 も拡 大 す る。
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これ を 防 ぐた め,過 去 の 出荷 デー タ や取 引 先 マ ス汐 一 と比較 す るな どの 工 夫

を して い る が,こ れ らは可成 りの部分が経 験 と勘 に頼 るた め,十 分 な チ ェ ック は

不 可能 で あ る 。

従 って,発 生 した 損害 を ど こまで 負 担 す るか も大 きな問 題 で は あ る が,む し

ろ この よ う な ミス を ガ ー ドす る仕 組 み を電 子 取 引 の 中 に工 夫 し,ル ー ル を確 立

す る こ との 方 が よ り重 要 で あ る と思 え る。
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1.4障 害 時 の 運 用ル ール

ー 定 の ル ー ル を策 定 し ,シ ズテ ム 開 発 ・シス テ ム テ ス ト ・ トライ アル を経 て,

電 子 取 引 を開 始 した あ とで の ・ 電 子 取 引 上で の障 害 発 生 には つ ぎ の よ うな もの

が あ る 。

①

②

③

④

障 害 復 旧 の注 意 事 項 と して は,

害 復 旧方 法 が異 な る こ と と,復 旧 を 最 短 時 間 で 実行 す る工 夫 が 必 要 で あ る。 そ

の た め に は復 旧 手順 の 明 確 化 や復 旧の 体 制(人 の確 保 ・支 援 体制 等)を 常 日頃

か ら整 備 し訓練 して お くこ とで あ る。 ま た 障 害 後 の 再 開 で は2次 災 害 が起 こ ら

ない よ う に慎 重 にか つ 要 領 よ くす す め な けれ ば な らな い

また 障 害 復 旧処 理 で 忘 れ て はな らな い の は電 子 取 引 を 正常 に戻 す ば か りで は

な く,障 害 中 に処理 され た事 態 に も気 を 配 り,後 処 理 を す る こ とで あ る。 また

2度 とエ ラ ー が発 生 しな い よ うに回 避 策 を講 じ実 現 す る ば か りで は な く,同 じ

エ ラーや 同 じよ うな現 象 が起 こ った 時 に迅 速 に対 応 が 取 れ るよ う今 回 の 事 態 を

整 理 す べ きで あ る。 ま た電 子 取 引 の 当 事 者 間 で 「ま と め」 を 相互 確 認 し漏 れや

認 識 の ず れ が起 こ らな い よ う配 慮 して お く こ とが,普 通 の コ ン ピュ ー タ処 理 と

大 き く異 な る ことで あ り重 要 な こ とで あ る。

(1)連 絡 体 制

トラブル の発 生 時,相 互 の 会 社 へ の 連 絡 ・自社 内 の 連絡(発 生 ・原 因 究 明 ・

復 旧方 法 ・時期 等)が 必 須 で あ りその た め に は連 絡 ル ー トの 明 確 化 が 必 要 で あ

る。 特 に商 取 引 上 で は契 約 が 営業 ・営 業 で な され るが,「 電 子 取 引 」 で は デー

タ種類 に よ って は 営業 ば か りで は な く経 理 部 門 ・財務 部 門 に ま た が るケ ー スが

多 い 。 トラ ブル の 影響 度 ・範 囲 を確 定 させ,関 連 部 門 へ の トラ ブル発 生 の 連絡

ハ ー ド障 害(ホ ス トコ ン ピュ ー タ ・端 末機 ・回 線 ・通 信 機 器)

ソ フ ト障害(送 信 側 プ ロ グ ラ ム ・受 信側 プ ロ グ ラム ・通 信 制 御 プ ロ グ

ラム等)

運 用障 害(伝 送 時 間 の遅 延 等)

内容 障 害(デ ー タ 内容 一 金 額 ・月 日等 の エ ラー)

トラブ ル の 内容 ・発 生 時 間 ・環 境 に よ って障
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が必要 とな る。

また,原 因究 明について は,計 算機 処理で あり回線 が必須で あ るため両社 と

も計 算機部門 が実務 上関 与 してい る。 トラブル発生で の原因調 査 ・復 旧処 理 は

お互い計算機部門 が処 理 ご とにデータを追跡 ・調査 し,原 因解 明後,復 旧 作業

に入る。例 えばデー タ送信 については送 信前処理,デ ー タ受信 について は受信

後処理 があ りどちらも計算機部門 が直 接処理 してお り計算機部 門が原因 究明す

ることが多い。

復 旧作業 にっい ては営業部門 ・計 算機 部門 ・その他 関連部 門の間で問題 ごと

に対処 が必要 となるため共同で解 決案を探 り相互で確認後処 理すべ きであ る。

連絡 体制 不備 によ り発 生 した トラブルの迅速 な解 決 が図れ ない ことは,以 上

の よ うに 「電子取引 」の契約当事者部門 と実務担当部門が異 な り,ま た複雑化

(多 部 門 に関連)し てい ることに起因 してい ることが多い。

(対 応の考 え方)

トラブル発 生時の連絡 ル ー ト・連絡者 の窓 ロー本化 ・連絡体制 の明確化 が必

要 となる。 また,ト ラブル発生時の ことを考慮 し,シ ステム開発 時よ り異 常時

の連絡体制 ・連絡 ル ー トを明確化(特 に両社での窓 ロー本化)が 必要 とな る。

さらに 「電子 取引」の重要性 に鑑み 自社 内での連絡 ルー トを常 に意識 し,必 要

部門への連絡 が遅滞 無 く進 むよ うに体制 を作 っておかね ばな らない。

② 代 替 方 法

トラブル発 生後原因究 明に時間 がかか り,ま た原 因究明後で も復 旧処理 に時

間 がか か ると予想される時,電 子取引の代替方法を考慮 してお くことが必 要であ

る。

(対 応 の考 え方)

① いつ判断す るか

トラブルが長引 き当日分のオ ー ダーが伝送出来 な くな った場 合,復 旧の

見込 みを判断材 料 とする。 もし当 日分のオーダーが当 日に伝 送出来 ない こ

とが判 明 した場 合や 事前に 「トラブル発 生後一 時間後 に復 旧見通 しが立 た
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な い時 は別 の 手段 を と る」 とい った ル ール を 作 成 す る な ど代 替 方 法 を 採 用

す る 時期 を きめ て お くべ きで あ る。

② 代 替 手段 の 選 択

回 線 利 用の 電 子 取 引 の トラ ブル 発 生 の代 替 手段 と して は,FAX・ 電 話

・作表 ・メ ー ル等 既 存 の 手段 が あ り ,問 題 ご と,影 響 を 受 け る部 門 ご とに

異 常 時 を予 想 した 代 替 方 法 を 整 理 ・確 認 して お く こ とで あ る。 そ の他 代 替

手段 と して回 線 の2重 化 や電 子 取 引 の2重 化(計 算 機 の2重 化 も含 む)を

バ ック ア ップ と し ,電 子取 引 の安 全 性 を確保 して い くこ とを 将 来 は実 現 す

べ きで あ る。

③ ま た,相 手 方 に よ って(メ ー カ ー ・商 社 ・NTT等),エ ラ ー の原 因 ・

影響 ・復 旧 方 法 が 異 な る。 そ こで 基 本 対 策 を マ ニ ュ アル と して 作 成 し実 施

す る と共 に,運 用 で カバ ー すべ き範 囲 も残 す こ と が異 常 時 へ の 対 処 を迅 速

に進 め るこ とに な ろ う。

④ 受 信 側 会 社 と して は 「電 子 取 引 」 を 前提 と した シ ス テ ムば か りで は な く,

既 存 の処 理 を ハ ン ドで 可能 とな る 体制 を っ くっ て お く必 要 が有 り,ま た計

算 機 処 理 を 前提 と した現 社 会 で は代 替 手段 を 利 用 して 入 手 した 情 報 を 自社

内 ネ ッ トワ ー クに 再 び乗 せ る方 法 を考 慮 して お くべ きで あ る。

⑤ ま た 送 受信 側 と も トラブル 復 旧 後,代 替 手段 で 処 理 した 内容 を 自社 デ ー

タ処 理 に反 映 させ る こ と と,ト ラ ブ ル 中 に緊 急 処 理 した デ ー タ につ い て の

後 処 理 を考 慮 して お か ね ば な らな い。 復 旧後 「電 子 取 引」 を とお して相 手

側 に 対 しデ ー タ を送 る場 合,復 旧 デ ー タ(代 替 手順 で 既 に送 った デ ー タ)

で あ る こ とを 明示 す る方 が 良 い 。
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1.5セ キ ュ リテ ィー ル ー ル

セ キ ュ リテ ィ ーに つ い て は,広 義 に は電 子 取 引 に対 す る信頼 性 を 上 げ るた め,

伝 送 デ ー タや シス テ ム 全 体 に 対 す るチ ェ ック体 制,リ カバ リー体制,ト ラ ブル

防 止 と言 った シ ス テ ムの 安 全 性 全般 に つ い て対 策 を考 え な けれ ば な らな い が,

こ こで は 下 記 の3点 に つ い て の 対 応 を考 え る。

① 伝 送 相 手 の確 認 方 法

(相 手 先 コ ー ド,識 別 コ ー ド,パ ス ワ ー ド等)

→ 回 線 種 別(専 用 ,公 衆 回線),ネ ッ トワ ー ク形 態 別(メ ー カ ー:

商 社,メ ー カ ー:VAN)に 確 認 方 法 を 取 り決 め る必要 が あ る が,

公 衆 網 の 場 合 は,例 え ば,全 銀 協 ・JCA手 順 に 従 う レベ ル で の対

応 で 可 とす る な どの検 討 を お こな う。

な お,パ ス ワ ー ドを 定期 的 に変 更 す るな ど運 用 面 で の対 応 の 検 討

も必 要 で あ る。

② 伝 送 の 正 確 性 確 認

→ 伝 送 トー タル件 数,数 値 情 報 の トー タル チ ェ ック,シ ー ケ ンス の

確 認 を行 う と と もに受 信 デー タ逆 送 信 し,送 信 側 で 比 較確 認 す る こ

と も考 え る。

③ 暗 号 化 の ル ール

→ 相 手 先,デ ー タ 内容,通 信 方 法 を勘 定 して暗 号 化 を考 え る 必 要 が

あ るが 相 手企 業 の機 器 構 成,コ ス トの関 連 も強 く,相 互 に 協 議 して

'実 施 す る
。

上記 に つ い て範 囲 と ル ー ル を詳 細 に決 定 す る。但 し,原 料,中 間製 品 な ど を

取 り扱 う こ とか ら,そ の 特 長 と して継 続 的取 引 が 相互 の信 頼 関 係 を ベ ー ス と し

た業 界 独 自の 商慣 習 を形 作 って い る こ とに つ い て も考 慮 す る必 要 が あ る。

(1)デ ー タの 漏 洩

得意 先 企業,製 造 メ ー カ ーの デ ー タの処 理 ミス,又 はVAN業 者 の処 理 ミス,

も し くは伝 送 相 手 の 確 認 チ ェッ ク不足 か ら第 三 者 に対 し,デ ー タを 伝 送 し結 果
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と して 得 意 先 企業 か ら発 注 デ ー タ が 未着 の ま ま納 入 が 遅 れ て しま っ た。 又,V

AN業 者 の処 理 ミス,VAN業 者 の伝 送 相 手 の確 認 チ ェ ック不 足 か ら第 三 者 に

伝 送 され,デ ー タが漏 洩 し,そ の結 果 と して 直接 的 ・間 接 的 に損 害 を 与 え,又,

受 けた場 合 の損 害 賠 償 に つ い ての 考 え 方 を得意 先 企 業,製 造 メ ー カ ー,VAN

業 者 間 で 事 前 に取 り決 め る 必 要 が あ る。 又,こ の 時 ど ち ら側 に責 任 が あ るか を

どの 様 に立 証 す れ ば い い の か?

② シス テ ムの 安 全 性

製 造 メ ーカ ー よ り誤 った デ ー タ(他 商 社 分の 伝 送,二 重伝 送)を 伝 送 した場

合,通 常 の考 え られ る シス テ ム設 計 で は当 然 チ ェ ック に よ り,得 意 先 企 業 の シ

ス テム に取 込 み こまれ る こ とな く運 用 され るべ きで あ った が,得 意 先 企 業 の シ

ス テ ム チ ェ ッ クの 不 備 に よ り シス テ ム に取 込 まれ,後 で トラブル が発 生 し,修

復 費 用 の請 求,支 払 の遅 延 な どの 問 題 が起 こ る場 合 が あ る。

(対 応 の 考 え 方)

電 子取 引 の運 用 ル ー ル を取 り決 め る場 合,事 前 に考 え られ る ケ ー ス を想 定 し,

各 ケ ー ス毎 の対 応方 法 を 検 討 し情 報 シス テ ム化 を図 る と共 に,相 互 に 情 報 シス

テ ムの 内容 を 公 開 す る な ど に よ り,相 互 の チ ェ ック体 制 の 確 立 を行 う。
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本資料 は石 油化学工 業協会で検 討中の受発注取 引における ビジネスプ ロ トコ

ル を対 象業務 と交換情報の業務処理 面か ら具体化 し,受 注者 と発注者 の関係 に

あ る企業 間及び企業 サ イ ドの標準 的な業務処理 を 「基本業務 フロー」 に示 した

もので あ る。 これは両者の事務処理 方法 を規定 した もので はな く,完 結 した業

務処理 システムのモ デルで ある。

以下 その業務処 理の概 要 を説 明す る。
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電 子 取 引 に お け る 基 本 フ ロー

説 明
'受 注 者(メ ー カ ー) 発 注 者(商 社)

契

約

デ ータ
(1)契 約

販 売 条 件 が 決 る と受 注 者 は販 売 条 件 を 自 らの シ ス テ ム に登 録 し,取 引

条 件 デ ー タを 発 注 者 に送 る。 発 注 者 は取 引条 件 デ ー タ を参 照 した後,自

らの シ ステ ムに 取 引条 件 を登 録 す る。

(契 約 内 容 の 一 元 化)

② 納 入 先

新 規 の 納 入 先 が 発 生 した場 合,受 注 者 は,納 入 先 を 自 らの シ ス テ ムに

登 録 し,納 入 先 デ ー タを 発 注 先 に 送 る。 発 注 者 は納 入 先 デ ー タ を利 用 し

て,自 らの シス テ ムで,検 索 可 能 な納 入 先 マ ス タ ーに登 録 す る。

(納 入 先 の一 元 化)

③ 注 文

(発 注)

発 注 者 は,事 前 に登 録 され た 契 約,及 び納 入 先 の選 定 を 行 い,発 注 内

容(発 注 先,商 品,数 量 な ど)を 入 力 す る。 そ の 注 文 デ ー タ を受 注 者 へ

送 る と共 に 発 注DB(デ ー タ ベ ー ス)に 記 録 す る。

(注 文 エ ラ ー)

受 注 者 は 注 文 デ ー タを シス テ ム条 件 に よ りチ ェ ック し,誤 りま た は 不

備 が判 明 した 場 合 は,注 文 エ ラー デ ー タ と して 発 注 者 に返 却 す る。 発 注

者 は,発 注 エ ラー リス ト等 に よ り内容 を確 認 して発 注DBを 修 正 の うえ,

修 正 した 注 文 デ ー タを受 注 者 へ 送 る。

販売条件
入力

販売条件

登録処理

(
取引条件
データ

)

→ 取引条件

登録処理

引条件

入力

＼一
取引条件
マスター

)

取引条件

納入先

＼_
取引条件
マスター

)

納

入

先

納入先
入力

納入先

登録処理

データ(
納入先

→
納入先

登録処理
納入先

入力
〉⑧ ⇒1デ ータ

Ψ

＼_
納入先
マスター

)

デ ー タ

'

)

＼_
納入先

マスター

)

注

文

注文
受付処理

(

注文
データ

)

注文

' 発注処理 雑 内討
入力 ノ

1モ

Ψ

受注DB-

/注 文確認

注 文 エ ラー

→

、

発注 エラー

処 理

データ

デ ータ

_エ フ ー

<
一'

発注

エラー

データ

発注

確認
データ

受注確認

修正処理 ミ厘Bl
r

～

(

)

→
発注確認

処理

注確認

照会

†

出荷指図

処理
γ
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出

荷

請

求

支

払

受 注 者(メ ー カ ー)

出荷報告 出荷報告

訂正入力 処理

出荷請

発 注 者(商 社)

↑

売上計上

処理

売 掛 金

DB

不 一 致

リス ト

不 一 致

データ処 理

致

夕

一

一

不

デ

払明細

デ ータ

不一

入金予定

DB

入金予定

処理

入 金 業 務

支‡

デ ー夕

惑

タ

請

一

端

デ
請求確認

処理

致データ
ー

。求内容

確認指示

発注請 求

対比DB

不一致

発行処理

明細 データ

説 明

(受 注 確 認)

受 注 者 は注 文 エ ラ ー と しなか った 注 文 デ ー タにっ い て,随 時,画 面 で

確 認 を 行 い,不 完 全 な デ ー タ項 目が あ れ ば,補 足,修 正 して受 注DBに

記録 す る。 必 要 で あ れ ば 受 注 確 認 情 報 と して注 文 確 認 デ ー タを 発 注 者 に

送 る。

(出 荷 指 図)

受 注 者 は受 注DBに 記 録 した注 文 デ ータ に も とづ き,出 荷 指 図 を 作 成

して,出 荷 指 図DBに 記 録 す る。 それ を注 文 確 認 デ ータ と して発 注 者 へ

送 る。

(受 注 番 号)

発 注 者 は 注 文確 認 デ ー タ に もとづ き,受 注 者 の注 文 処 理 状 況 を 発 注D

Bに 反 映 させ て,発 注確 認 照 会 を 可 能 にす る。

(4)出 荷 請 求

(出 荷 請 求)

受 注 者 は 出 荷 現 場 か らの 出荷 報 告 に も とづ き 出荷 請 求 チ ー タを 作 成 し

て 発 注 者 に 送 る。

併 せ て,売 上 計 上 処 理 を行 い売 掛 金DBに 記 録 す る。

(不 一 致)

発 注 者 は,出 荷 請 求 デ ー タ を発 注DBと 関連 づ け て チ ェ ック し,支 払

要 件 と一 致 した もの は支 払 明細 素 デ ー タを 作成,一 致 しな い もの は不 一

致 デ ータ を 作 成 して 受 注 者 に送 る。

受 注 者 は,不 一 致 デ ー タ の レポ ー トを作 成 し,受 注 者 側 の 誤 りにつ い

て は出 荷 請 求 デ ー タを 訂 正 す る。 発 注 者 側 の誤 りは発 注 者 が 修 正 す る。

(5)支 払

発 注 者 は 支 払 締 切 日 まで に支 払 明 細 素 デ ー タに もと づ き,支 払 明 細 デ

ー タ を作 成 し受 注 者 に送 る。
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